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第一部【企業情報】 

第１【企業の概況】 

１【主要な経営指標等の推移】 

(1) 連結経営指標等 

 （注）１ 売上高には消費税等は含まれておりません。 

２ 第107期の「潜在株式調整後１株当たり当期純利益」及び「株価収益率」は、「１株当たり当期純損失」が

計上されているので記載しておりません。 

３ 第107期の「自己資本利益率」は、「当期純損失」が計上されているので記載しておりません。 

４ 単位未満の金額については、第107期は切り捨てで表示しておりますが、第108期より四捨五入で表示してお

ります。 

５ 第111期より「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準」（企業会計基準第５号 平成17年12月９

日）及び「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準等の適用指針」（企業会計基準適用指針第８号

平成17年12月９日）を適用しております。 

回次 第107期 第108期 第109期 第110期 第111期 

決算年月 平成15年３月 平成16年３月 平成17年３月 平成18年３月 平成19年３月 

売上高 (百万円) 126,595 141,386 132,836 142,260 173,159 

経常利益 (百万円) 7,876 9,848 9,813 11,025 12,157 

当期純利益又は 

当期純損失(△) 
(百万円) △6,318 4,590 5,232 5,857 6,631 

純資産額 (百万円) 14,501 21,049 27,192 41,009 52,262 

総資産額 (百万円) 143,225 126,641 122,202 150,106 155,580 

１株当たり純資産額 (円) 154.45 220.85 279.66 383.22 440.91 

１株当たり当期純利益 

又は当期純損失(△) 
(円) △67.25 48.50 54.29 56.60 61.86 

潜在株式調整後 

１株当たり当期純利益 
(円) ― 42.27 47.67 52.12 61.60 

自己資本比率 (％) 10.1 16.6 22.3 27.3 30.4 

自己資本利益率 (％) ― 25.8 21.7 17.2 15.0 

株価収益率 (倍) ― 9.8 11.07 22.5 16.6 

営業活動による 

キャッシュ・フロー 
(百万円) 8,035 17,802 14,020 12,159 10,839 

投資活動による 

キャッシュ・フロー 
(百万円) △4,032 △4,347 △3,731 △11,877 △9,136 

財務活動による 

キャッシュ・フロー 
(百万円) △2,756 △13,270 △9,367 △3,242 △3,305 

現金及び現金同等物 

の期末残高 
(百万円) 6,392 6,542 7,437 5,108 3,537 

従業員数 

(外、平均臨時雇用者数) 
(名) 

4,554 

(546)

4,600 

(482)

4,469 

(307)

6,736 

(852)

6,810 

(673)



(2) 提出会社の経営指標等 

 （注）１ 売上高には消費税等は含まれておりません。 

２ 第107期の「潜在株式調整後１株当たり当期純利益」、「株価収益率」及び「配当性向」は、「１株当たり

当期純損失」が計上されているので記載しておりません。 

 ３ 第107期の「自己資本利益率」は「当期純損失」が計上されているので記載しておりません。 

４ 単位未満の金額については、第107期は切り捨てで表示しておりますが、第108期より四捨五入で表示してお

ります。 

５ 第111期より「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準」（企業会計基準第５号 平成17年12月９

日）及び「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準等の適用指針」（企業会計基準適用指針第８号

平成17年12月９日）を適用しております。 

回次 第107期 第108期 第109期 第110期 第111期 

決算年月 平成15年３月 平成16年３月 平成17年３月 平成18年３月 平成19年３月 

売上高 (百万円) 98,276 100,508 101,839 104,164 104,390 

経常利益 (百万円) 5,659 6,936 7,181 7,779 4,209 

当期純利益又は 

当期純損失(△) 
(百万円) △7,412 3,044 2,782 2,535 3,359 

資本金 (百万円) 9,038 9,200 9,628 13,559 13,578 

発行済株式総数 (千株) 94,019 95,508 97,508 110,816 110,992 

純資産額 (百万円) 17,837 22,413 25,991 34,874 37,363 

総資産額 (百万円) 127,533 113,562 108,310 113,162 118,961 

１株当たり純資産額 (円) 189.98 235.17 267.31 325.88 347.42 

１株当たり配当額 

(内、１株当たり 

中間配当額) 

(円) 

(円) 

1.00 

(1.00)

4.00 

(―)

6.00 

(―)

6.00 

(―)

6.00 

(3.00)

１株当たり当期純利益 

又は当期純損失(△) 
(円) △78.88 32.17 28.86 24.49 31.34 

潜在株式調整後 

１株当たり当期純利益 
(円) ― 28.19 25.56 22.63 31.20 

自己資本比率 (％) 14.0 19.7 24.0 30.8 31.3 

自己資本利益率 (％) ― 15.1 11.5 8.3 9.3 

株価収益率 (倍) ― 14.8 20.8 52.0 32.7 

配当性向 (％) ― 12.4 20.8 24.5 19.1 

従業員数 

(外、平均臨時雇用者数) 
(名) 

1,137 

(63)

1,062 

(48)

1,085 

(51)

993 

(34)

1,017 

(35)



２【沿革】 

昭和４年 曙石綿工業所創設、ウーブンライニング、クラッチフェーシングの製造開始 

昭和11年 曙石綿工業株式会社に改組 

昭和15年 羽生製造所建設、稼動開始 

昭和19年 曙兵器工業株式会社に社名変更 

昭和20年 曙石綿工業株式会社に社名変更 

昭和21年 曙産業株式会社に社名変更 

昭和26年 曙式ブレーキ・ライニング摩擦試験機完成 

昭和27年 鉄道車両用耐摩レジンの生産開始 

昭和29年 羽生製造所内にクラッチフェーシングの工場新設 

昭和32年 板橋製造所にてブレーキシューアッセンブリー生産開始 

昭和35年 曙ブレーキ工業株式会社に社名変更。米国ベンディックス社とブレーキに関する技術援助契約を締結 

昭和36年 米国ベンディックス社とライニングに関する技術援助契約を締結。株式を東京証券取引所市場第２部に上場 

昭和37年 岩槻製造所建設、稼動開始 

昭和43年 英国オートモティブ・プロダクツ社とアンチスキッド装置に関する技術援助契約を締結 

昭和44年 米国ベンディックス社とアンチスキッド装置に関する技術援助契約を締結 

昭和46年 福島製造所建設、稼動開始。東京日本橋に曙本店ビル完成 

昭和47年 英国オートモティブ・プロダクツ社とフルパワー及びブースターに関する技術援助契約を締結 

昭和48年 山陽ハイドリック工業株式会社設立 

昭和49年 株式会社日本制動安全研究所設立 

昭和52年 三春製造所建設、稼動開始 

昭和55年 米国現地法人アケボノアメリカインク設立(シカゴ) 

昭和56年 曙エンジニアリング株式会社設立(平成18年当社と合併) 

昭和58年 株式を東京証券取引所市場第１部に指定。株式会社日本制動安全研究所を株式会社曙ブレーキ中央技術研究所

と改称(現連結子会社) 

昭和60年 仏国現地法人アケボノヨーロッパS.A.R.L.設立(パリ)(現連結子会社) 

昭和61年 アムブレーキコーポレーション設立(米国GM合弁会社・ケンタッキー州、エリザベスタウン)(現連結子会社) 

昭和62年 日本独自の技術によるアンチロックシステムが日本のカーメーカーに初採用される。西独国ボッシュ社と商業

車用フルエア用アンチロックシステムに関する技術援助契約を締結 

昭和63年 アムブレーキコーポレーション生産開始。テストコース完成(いわき市) 

平成元年 米国現地法人アケボノブレーキシステムズエンジニアリングセンターインク設立(デトロイト) 

平成４年 曙ブレーキ山形製造株式会社設立(寒河江市)(現連結子会社) 

平成６年 米国現地法人エーマックブレーキコーポレーション設立(ケンタッキー州、グラスゴー)(現連結子会社) 

平成７年 米国現地法人アケボノコーポレーション設立(北米における統括持株会社、シカゴ)。研究開発センターCREA建

設に伴い、仏国現地法人アケボノヨーロッパS.A.R.L.移転(ゴネス)、米国現地法人エーマックブレーキコーポ

レーションをエーマックブレーキL.L.C.に会社形態を変更 

平成８年 館林製造所建設、稼動開始。インドネシア現地法人ピーティートゥリダールマヴィセサへ資本参加(ジャカル

タ)(現連結子会社) 

平成10年 仏国現地法人アケボノアラスS.A.設立(アケボノヨーロッパS.A.の子会社、アラス)(現連結子会社)。米国現地

法人アケボノコーポレーション(ノースアメリカ)設立(デトロイト、米国現地法人アケボノアメリカインク、ア

ケボノブレーキシステムズエンジニアリングセンターインク及びアケボノコーポレーションを吸収合併)(現連

結子会社) 

平成12年 アケボノテック株式会社設立(現連結子会社)、株式会社ネオストリート設立(現連結子会社) 

平成13年 曙ブレーキ福島製造株式会社設立(現連結子会社)、曙ブレーキ三春製造株式会社設立(現連結子会社)、新社屋

アケボノ クリスタル ウイング(ACW)完成(埼玉県羽生市)、米国現地法人アムテックブレーキL.L.C.(アケボノ

コーポレーションの子会社ケンタッキー州、スプリングフィールド)設立(現連結子会社) 

平成14年 曙ブレーキ岩槻製造株式会社設立(現連結子会社) 



平成15年 曙ブレーキ館林製造株式会社設立(平成18年曙ブレーキ福島製造㈱と合併)、あけぼの１２３株式会社設立(現連

結子会社)、米国現地法人アムブレーキマニュファクチャリング LTD.設立(現連結子会社) 

平成16年 独国現地法人アケボノヨーロッパGmbH(アケボノヨーロッパS.A.S.の子会社、ヘッセン州)設立(現連結子会

社)、中国現地法人広州曙光制動器有限公司設立(現連結子会社)、中国現地法人曙光制動器(蘇州)有限公司設立

(現連結子会社) 

平成17年 曙ブレーキ羽生製造株式会社設立(現連結子会社)、株式会社ＡＰＳ設立(現連結子会社)、山陽ブレーキ工業株

式会社が山陽ハイドリック工業㈱を吸収合併し、曙ブレーキ山陽製造株式会社(現連結子会社)となる。 

平成18年 曙エンジニアリング㈱を吸収合併、曙ブレーキ福島製造㈱が曙ブレーキ館林製造㈱を吸収合併、アケボノブレ

ーキタイランドCO.,LTD.を設立(現連結子会社)、アケボノアドバンスドエンジニアリングLTD.を設立(現連結子

会社) 



３【事業の内容】 

 当社グループは、当社、子会社32社及び関連会社３社で構成されております。営んでいる主な事業内容は、自動車

及び産業機械用ブレーキ並びに鉄道車両用部品の製造・販売であり、さらに事業に関連する研究開発・物流・サービ

ス等を展開しております。 

 なお、当連結会計年度における企業集団の再編等に関する事項については、本報告書の「連結財務諸表作成のため

の基本となる重要な事項」をご覧ください。 

主な事業内容 主要な会社 

ドラムブレーキ 

当社、曙ブレーキ岩槻製造㈱、曙ブレーキ山陽製造㈱、 

アムブレーキコーポレーション、広州曙光制動器有限公司、ピーティー

トゥリダールマヴィセサ 

ディスクブレーキ 

当社、曙ブレーキ岩槻製造㈱、曙ブレーキ山陽製造㈱、 

エーマックブレーキL.L.C.、アムブレーキコーポレーション、広州曙光

制動器有限公司、ピーティートゥリダールマヴィセサ 

シューアッシー 

当社、曙ブレーキ岩槻製造㈱、曙ブレーキいわき製造㈱、 

曙ブレーキ山陽製造㈱、アムブレーキコーポレーション、ピーティート

ゥリダールマヴィセサ 

ディスクパッド 

当社、曙ブレーキ山形製造㈱、曙ブレーキ羽生製造㈱、曙ブレーキいわ

き製造㈱、エーマックブレーキL.L.C.、アムテックブレーキL.L.C.、 

アムブレーキコーポレーション、アケボノアラスS.A.S.、曙光制動器

（蘇州）有限公司、ピーティートゥリダールマヴィセサ 

ブレーキライニング 当社、曙ブレーキ福島製造㈱、ピーティートゥリダールマヴィセサ 

ブレーキ部品 
当社、曙ブレーキ山陽製造㈱、曙ブレーキ三春製造㈱、ピーティートゥ

リダールマヴィセサ 

鉄道車両用部品 当社、曙ブレーキ福島製造㈱、曙ブレーキ三春製造㈱ 

物流 ㈱アロックス 

研究開発 

当社、㈱曙ブレーキ中央技術研究所、アケボノコーポレーション(ノース

アメリカ)、アケボノヨーロッパS.A.S.、アケボノアドバンスドエンジニ

アリングLTD. 

その他 ㈱ネオストリート、アケボノテック㈱、㈱ＡＰＳ、あけぼの１２３㈱ 



事業の系統図は次のとおりであります。 



４【関係会社の状況】 

名称 住所 
資本金又は出資金 

(百万円) 
主要な事業 
の内容 

議決権の所有
[被所有] 
割合(％) 

関係内容 

(連結子会社)           

曙ブレーキ山形製造㈱ (注)

2 
山形県寒河江市 100 ─ 100.00 

当社との材料、部品、製品の相互供

給。 

当社より土地及び建物を賃借。 

役員の兼任等…有 

資金援助…有 

曙ブレーキいわき製造㈱ 東京都中央区 32 ─ 100.00 

当社との材料、部品、製品の相互供

給。 

当社より土地及び機械装置を賃借。 

役員の兼任等…有 

資金援助…有 

㈱アロックス 
埼玉県さいたま市 

岩槻区 
35 ─ 100.00 

当社よりブレーキ製品の輸送及び梱

包を受託。 

当社より土地、建物及び機械装置を

賃借。 

役員の兼任等…有 

㈱曙ブレーキ 

中央技術研究所 
埼玉県羽生市 100 ─ 100.00 

当社より研究開発を受託。 

役員の兼任等…有 

資金援助…有 

曙ブレーキ山陽製造㈱ (注)2 岡山県総社市 
94 

《35》
─ 54.31 

 当社との部品、製品の相互供給。 

当社より機械装置を賃借。 

役員の兼任等…有 

アケボノテック㈱ 福島県いわき市 20 ─ 100.00 

当社より開発・製造する製品の実験

を受託。 

当社よりテストコース・その附帯施

設・附帯設備を賃借。 

役員の兼任等…有 

曙ブレーキ福島製造㈱ 福島県桑折町 20 ─ 100.00 

当社との部品、製品の相互供給。 

当社より土地、建物、構築物、機械

装置、車両運搬具及び工具器具備品

を賃借。 

役員の兼任等…有 

曙ブレーキ三春製造㈱ (注)2 福島県三春町 10 ─ 100.00 

当社との部品、製品の相互供給。 

当社より土地、建物、構築物、機械

装置、車両運搬具及び工具器具備品

を賃借。 

役員の兼任等…有 

資金援助…有 

㈱ネオストリート 埼玉県羽生市 15 ─ 93.33 
当社より部品を購入。 

役員の兼任等…有 

曙ブレーキ岩槻製造㈱ (注)

2 

埼玉県さいたま市 

岩槻区 
20 ─ 100.00 

当社との部品、製品の相互供給。 

当社より土地、建物、構築物、機械

装置、車両運搬具及び工具器具備品

を賃借。 

役員の兼任等…有 

曙ブレーキ羽生製造㈱ 埼玉県羽生市 20 ─ 100.00 

当社との部品、製品の相互供給。 

当社より土地、建物、構築物、機械

装置、車両運搬具及び工具器具備品

を賃借。 

役員の兼任等…有 

㈱ＡＰＳ 埼玉県羽生市 10 ─ 100.00 

当社よりコンサルティング業務を受

託。 

当社より土地、建物及び工具器具備

品を賃借。 

役員の兼任等…有 

資金援助…有 

あけぼの１２３㈱ 埼玉県羽生市 13 ─ 
100.00 

(100.00)

当社より清掃業務を受託。 

役員の兼任等…有 

 



 （注）１ 議決権の所有割合の( )内は、間接所有割合で内数であります。 

２ 特定子会社に該当しております。 

３ 持分は50％であるが実質的に支配しているため子会社としたものであります。 

４ 資本金に準ずる金額として資本準備金（またはそれに準ずる金額）を資本金欄において《 》で表示してお

ります。 

５ アケボノコーポレーション（ノースアメリカ）は、売上高（連結会社相互間の売上高を除く。）の連結売上

高に占める割合が10％を超えております。その主要な損益情報等（決算日：平成18年12月31日）は以下のと

おりであります。 

アケボノコーポレーション（※の会社を含む） 

(1) 売上高       67,389百万円 

(2) 経常利益       4,314  〃 

(3) 当期純利益      2,595  〃 

(4) 純資産額      15,549  〃 

(5) 総資産額      41,715  〃 

名称 住所 
資本金又は出資金 

(百万円) 
主要な事業 
の内容 

議決権の所有
[被所有] 
割合(％) 

関係内容 

アケボノコーポレーション 

(ノースアメリカ)  (注)

2,5 

米国 

ミシガン州 

28,000千US$ 

《36,000千US$》
─ 100.00 

当社との製品の相互供給。 

役員の兼任等…有 

アムテック ブレーキ 

L. L. C. (注)2 ※ 

米国 

ケンタッキー州 

－ 

《47,951千US$》
─ 

100.00 

(100.00)

当社より部品及び生産設備を購入。 

また、製造技術を導入。 

役員の兼任等…有 

アムブレーキ 

コーポレーション (注)2 ※ 

米国 

ケンタッキー州 

0千US$ 

《34,000千US$》
─ 

100.00 

(100.00)
役員の兼任等…有 

アムブレーキマニュファクチ

ャリング LTD. (注)2 ※ 

米国 

ケンタッキー州 
36,864千US$ ─ 

100.00 

(100.00)

当社より部品及び生産設備を購入。 

また、製造技術を導入。 

役員の兼任等…無 

エーマックブレーキ 

L. L. C. (注)2 ※ 

米国 

ケンタッキー州 
15,000千US$ ─ 

60.00 

(60.00)

当社との製品の相互供給。 

当社より製造技術を導入。 

役員の兼任等…有 

アケボノヨーロッパS.A.S. 

(注)2 

仏国 

ゴネス市 

25,176千EUR 

《33,287千EUR》
─ 100.00 

当社との製品の相互供給。 

 当社より研究開発を受託。 

役員の兼任等…有 

アケボノアラスS.A.S. 

(注)2 

仏国 

アラス市 

25,011千EUR 

《33,284千EUR》
─ 

100.00 

(100.00)

当社との部品、製品の相互供給。 

当社より生産設備を購入 

また、製造技術を導入。 

役員の兼任等…有 

アケボノヨーロッパGmbH 
独国 

ヘッセン州 
25千EUR ─ 

100.00 

(100.00)
役員の兼任等…無 

ピーティートゥリダールマヴ

ィセサ      (注)3 

インドネシア 

ジャカルタ市 

40,000,000千IDR 

《9,428,571千IDR》
─ 50.00 

当社との製品の相互供給。 

また、製造技術を導入。 

役員の兼任等…有 

広州曙光制動器有限公司 中国広州市 62,074千元 ─ 
80.00 

(30.00)

 当社より部品及び生産設備を購入。 

役員の兼任等…有 

曙光制動器(蘇州)有限公司 中国蘇州市 74,334千元 ─ 
80.00 

(35.00)

当社との部品、製品の相互供給。  

 当社より生産設備を購入。 

役員の兼任等…有 

アケボノブレーキタイランド

CO.,LTD 

タイ 

チョンブリ県 
101,429千THB ─ 100.00 

当社より生産設備を購入。 

役員の兼任等…有 

アケボノアドバンスドエンジ

ニアリングLTD. 

イギリス 

ロンドン市 
50千GBP ─ 100.00 

当社より研究開発を受託。 

 役員の兼任等…有 

その他６社           

(持分法適用関連会社)           

大和産業㈱ 東京都大田区 
90 

《23》
─ 18.20 

当社より製品を購入。 

役員の兼任等…有 



５【従業員の状況】 

(1) 連結会社の状況 

 （注）１ 従業員数は就業人員数であります。 

２ 従業員数欄の(外書)は、臨時従業員の年間平均雇用人数であります。 

３ 臨時従業員数には、季節工、パートタイマー及び嘱託契約の従業員数を含み、派遣社員数を除いておりま

す。 

(2) 提出会社の状況 

 （注）１ 従業員数は就業人員数であります。 

２ 従業員数欄の(外書)は、臨時従業員の年間平均雇用人数であります。 

３ 臨時従業員数には、季節工、パートタイマー及び嘱託契約の従業員数を含み、派遣社員数を除いておりま

す。 

４ 平均年間給与は、賞与及び基準外賃金を含んでおります。 

(3) 労働組合の状況 

 当社グループは、曙ブレーキ工業労働組合、曙ブレーキいわき製造労働組合、アロックス労働組合で、曙関連企

業労働組合協議会を組織しております。また、提出会社の労働組合は、上部団体として全日本自動車産業労働組合

総連合会(自動車総連)の下部組織、日本自動車部品産業労働組合連合会(部品労連)に加盟しております。 

 労使関係は、相互の信頼を基礎として安定した協調関係にあります。 

  平成19年３月31日現在

事業の種類別セグメントの名称 従業員数(名) 

ブレーキ製品関連事業 6,810(673) 

合計 6,810(673) 

  平成19年３月31日現在

従業員数(名) 平均年齢(歳) 平均勤続年数(年) 平均年間給与(円) 

1,017(35) 41.3 17.6 6,791,328 



第２【事業の状況】 

１【業績等の概要】 

(1) 業績 

 当連結会計年度のわが国経済は、企業収益改善による設備投資の増加、雇用情勢の改善の広がりなどを背景に、

景気は緩やかな回復基調で推移いたしました。自動車業界におきまして、国内の当年度の自動車生産台数は、輸出

の増加及び軽自動車生産の増加を背景に1,150万台と堅調に推移し、低価格車と高級車への二極化傾向は、一段と

鮮明になってまいりました。 

 このような中、当連結会計年度の経営成績は、前期に引き続き、売上高、経常利益、当期純利益とも過去 高を

更新いたしました。 

 売上高は、特に国内で一部完成車メーカーの販売不振などのマイナス影響を受けましたが、海外事業の好調に加

え、北米：アムブレーキコーポレーションの買収（平成17年８月）及びインドネシア：ピーティートゥリダールマ

ヴィセサへの追加出資（平成18年３月）による連結子会社の増加影響もあり、1,732億円となり、対前期比309億円

（＋21.7％）の増収となりました。 

 経常利益は、原油価格及び原材料価格の高騰と高止まりや国内売上高の減少などのマイナス要因はあるものの、

合理化努力及び前述の連結子会社の増加影響などにより、122億円と対前期比11億円（＋10.3％）の増益となりま

した。 

 その結果、当期純利益は66億円と対前期比８億円（＋13.2％）の増益となり、前期に引き続き、増収増益となり

ました。 

 所在地別セグメントでの業績は次のとおりとなっております。 

（日本） 

 一部完成車メーカーの不振、補修品の販売低迷、前期に持分法適用会社であった２社を連結子会社化したことに

よる売上連結消去の影響並びに原油価格及び原材料価格の高騰影響などにより売上高は953億円、対前期比57億円

（△5.7％）の減収となり、営業利益は89億円、対前期比12億円（△11.6％）の減益となりました。 

（北米） 

 平成17年８月末に100％子会社となったアムブレーキコーポレーションの連結影響に加え、日系及び一部ビッグ

３向け新規受注の影響などにより、売上高は669億円、対前期比275億円（＋69.6％）の増収となり、営業利益は48

億円と対前期比29億円（＋155.7％）の増益となりました。 

（欧州） 

 明るい兆しの見えはじめた欧州では、売上高が着実に増加し、当期の売上高は24億円と対前期比10億円（＋

68.6％）の増収となりました。一方、新規連結子会社の設立による一過性の負担増がありましたが、前期末に実施

した設備などの減損による償却負担軽減などがあり、営業損失は対前期比１億円減少し、２億円となりました。 

（アジア） 

 中国連結子会社で創業初期のコスト負担がかさみましたが、ピーティートゥリダールマヴィセサの連結子会社化

影響を主な要因として、売上高は85億円、対前期比82億円の増収となり、営業利益は３億円と対前期比４億円の増

益となりました。 

 なお、前期の所在地別セグメントはフランス、インドネシア、中国を（欧州他）として記載しておりましたが、

前述のとおり、インドネシアの１社を連結子会社化したことによる影響を鑑み、当連結会計年度より、（欧州）と

（アジア）に区分して記載しております。  

(2) キャッシュ・フローの状況 

 当連結会計年度末の現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ16億円減少し35億円となりました。また、

フリーキャッシュ・フロー(営業活動によるキャッシュ・フロー及び投資活動によるキャッシュ・フロー)は、19億

円のプラスとなりました。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 営業活動によるキャッシュ・フローは、108億円の収入（対前期比13億円減）となりました。主な要因は、税金

等調整前当期純利益118億円、減価償却費93億円、売上債権の増加額△37億円、法人税等の支払額62億円等による

ものです。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 投資活動によるキャッシュ・フローは、91億円の支出（対前期比27億円減）となりました。主な要因は、生産設

備の投資等により、有形固定資産の取得による支出が71億円や、ＩＴ投資等により、無形固定資産の取得による支

出18億円、投資有価証券の取得による支出14億円等によるものです。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 財務活動によるキャッシュ・フローは、33億円の支出（対前期比１億円増）となりました。主な要因は、長期借

入金の返済による支出87億円、短期借入金の減少41億円等によるものです。 



２【生産、受注及び販売の状況】 

(1) 生産実績 

当連結会計年度における生産実績は、次のとおりであります。 

 （注）１ 金額は、販売価格によるものであります。 

２ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

(2) 受注実績 

当連結会計年度における受注実績は、次のとおりであります。 

 （注） 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

(3) 販売実績 

当連結会計年度における販売実績は、次のとおりであります。 

 （注）１ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

２ 前連結会計年度及び当連結会計年度における主な相手先への販売実績及び当該販売実績の総販売実績に対す

る割合は、次のとおりであります。なお、本表の金額には、消費税等は含まれておりません。 

  生産高(百万円) 前年同期比(％) 

ブレーキ製品関連事業 173,266 20.1 

  受注高(百万円) 前年同期比(％) 受注残高(百万円) 前年同期比(％) 

ブレーキ製品関連事業 173,566 22.1 9,424 4.5 

  販売高(百万円) 前年同期比(％) 

ブレーキ製品関連事業 173,159 21.7 

相手先 
前連結会計年度 当連結会計年度 

販売高(百万円) 割合(％) 販売高(百万円) 割合(％) 

Delphi Corporation － － 19,254 11.1 

日産自動車㈱ 18,231 12.8 18,136 10.5 



３【対処すべき課題】 

 当社グループを取り巻く大きな事業環境の変化に対し、平成17年４月から推進している中期３ヵ年経営計画

「Global 30」を、平成18年４月からの新中期３ヵ年経営計画「Global 30-2006」として見直し、目標達成に向け邁

進しております。この「Global 30-2006」は、当社グループが、グローバルレベルでの競争に勝ち残るための成長拡

大計画であり、様々な挑戦課題に対し、根底となる「人づくりをベースとした技術開発とグローバルレベルでのモノ

づくりの強化」を推し進めております。 

 「Global 30-2006」の主な課題とその取り組みは下記の内容となっております。 

  ・人づくり 

   「Global 30-2006」の根底となる 重要な課題です。人財のグローバル競争力強化に向け、持続的な人財の育

  成や多様な人財が活躍できる環境の整備を行ってまいります。また、平成17年１月から導入したコーポレートブ

  ランド経営の観点からも、人財の育成と従業員意識の向上に向けた諸制度の見直し、策定に注力していくこと 

  で、企業価値の増大につなげてまいります。 

  ・コスト革命の深化 

   国内で成果をあげていた取り組みの海外展開と平行して、グループの中核となる国内では、さらに取り組みを

  深化させてまいります。国内事業の再編・エネルギー施策・ロジスティクス施策・新工法など、従来とは違った

  角度、長期的視点でのアプローチを行ってまいります。具体的な取り組みとしては、部品・材料のみならず、設

  備・材質やそのプロセスまでを視野に入れた共通化・標準化を進めてまいります。また、ロジスティクスも含め

  た 適生産立地の検討も行い、国内強化をベースにグループ全体のモノづくりをさらに強化してまいります。 

  ・将来を見据えた技術開発への取り組み 

   クルマを取り巻く環境の変化に起因するハイブリッド車・電気自動車などの中長期的な普及を視野に入れ、高

  応答・高効率のブレーキ制御に対する取り組みを進めてまいります。また、日米欧中４極における研究開発の連

  携強化を行い、グローバルベンチマークによる市場要求の的確な把握、徹底した標準化・共通化をベースとした

  品質・コスト・性能にこだわった差別化を推進してまいります。 

  ・補修品事業の拡大 

   事業別の視点から一番大きな挑戦課題と位置づけております。現在、国内から輸出している製品の現地への生

  産移管を推進するとともに、さらなる拡販を推し進め、北米では、品揃えの強化と販売チャネルの拡大・多様化

  に取り組み、目標、責任、権限を明確化し事業の拡大を行ってまいります。また、欧州でも生産委託プログラム

  の活用などを行い、補修品市場での当社グループのプレゼンスを高め、グローバルでの補修品事業展開を加速さ

  せてまいります。 

  

 なお、当社は、株式会社の支配に関する基本方針について定めており、その内容は次のとおりであります。 

 Ⅰ 当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針（平成19年５月７日取締役会決議）

 当社取締役会は、公開会社として当社株式の自由な売買を認める以上、特定の者の大量の株式買付行為に応じて

当社株式の売買を行うかどうかは、 終的には当該株式を保有する株主の皆様のご判断に委ねられるべきものであ

ると考えます。 

 しかし、当社グループの企業価値を将来にわたって向上させるためには、中長期的な視点での企業経営が必要不

可欠であり、そのためには、お客様、お取引先、従業員、地域社会などとの良好な関係の維持はもとより、1929年

の創業以来、当社が築き上げてきた様々な専門的・技術的なノウハウの活用など、当社グループの深い理解による

事業の運営が必須です。 

 また、突然の大量の株式買付行為がなされたときに、買付者の提示する当社株式の取得対価が妥当なものかどう

かを株主の皆様が短期間の内に適切に判断するためには、買付者及び当社取締役会の双方から適切かつ十分な情報

が提供されることが不可欠です。さらに、当社株式の継続保有をお考えの株主の皆様にとっても、かかる買付行為

が当社に与える影響や、買付者が考える当社の経営に参画したときの経営方針、事業計画の内容、当該買付行為に

対する当社取締役会の意見等の情報は、当社株式の継続保有を検討するうえで重要な判断材料になると考えます。

 そこで、当社としましては、大量の買付行為を行う買付者において、株主の皆様の判断のために、当社が設定し

事前に開示する一定の合理的なルールに従って、買付行為に関する必要かつ十分な情報を当社取締役会に事前に提

供し、一定の評価期間の経過を待つべきであると考えております。また、かかる合理的なルールに違反する買付行

為に対して、当社取締役会が当該ルールに従って適切と考える方策をとることは、当社株主共同の利益を守るため

に必要であると考えております。 



 もっとも、当社は、大量の買付行為に応じて当社株式の売買を行うかどうかは、 終的には当社株式を保有する

当社株主の皆様の判断に委ねられるべきものであると考えておりますので、当該買付行為への対応策の導入・継

続・廃止や当該対応策に基づく具体的な対抗措置の発動の是非については、基本的には当社株主総会における株主

の皆様のご意向を直接確認することが望ましいと考えております（以上の当社の財務及び事業の方針の決定を支配

する者の在り方に関する考え方について、以下「本基本方針」といいます。）。 

 

Ⅱ 当社の財産の有効な活用、適切な企業集団の形成その他の本基本方針の実現に資する特別な取組み（平成19年

５月７日取締役会決議） 

１．本基本方針の実現に資する特別な取組み 

  当社は、経営方針である「お客様第一」「技術の再構築」「グローバル体制の確立」に基づき、企業理念を 

 『私達は「摩擦と振動、その制御と解析」により、ひとつひとつのいのちを守り、育み、支え続けて行きます』

 と定め、ブレーキ製品関連事業に経営資源を集中した事業展開により、業績の拡大を行ってまいりました。 

  現在も企業理念に基づいた経営資源の集中を進めており、主力製品のひとつであるディスクブレーキパッド 

 （摩擦材）のＯＥＭ世界シェア30％獲得を目指した中期経営計画「Global 30」を推進しております。 

  この中期経営計画「Global 30」では、以下のような挑戦課題を掲げております。 

  ・人づくりをベースとした技術開発とグローバルレベルでのモノづくりの強化 

   グローバル化が急速に進む自動車業界の中で、人材の育成は重要な課題となっております。当社では、技 

  術面では高機能ブレーキの開発を行うプロジェクトをはじめとする高い技術の追求とプロ人材の育成を進  

    めており、モノづくりの面からもモノづくりプロジェクトなどによる 適な製造技術の追求及び改善活動  

    を日々進めております。これらの取り組みをグループの中核となる日本をベースに進め、海外拠点への展開 

    を行ってまいります。 

  ・コスト革命の深化 

   価値観の多様化が進んでいる中で、経営資源の有効活用を目指して、共通化・標準化をひとつの切り口と 

  した原価低減活動を進めております。 

  ・国内事業の再編 

   西の拠点である曙ブレーキ山陽製造㈱の工場集約をはじめとした国内 適生産配置を進めるとともに、ロ 

  ジスティクスの見直しや、基幹部品となる鋳物事業の内製化なども含めた競争力の強化を行ってまいりま 

    す。 

  ・アジア戦略の確立と実行 

   アジアについては、中国に２生産拠点、インドネシアに１生産拠点を有しておりますが、現在、タイに建設

  中のAkebono Brake (Thailand) Co., Ltd.を含めて、今後の成長市場であるアジア市場でのビジネス拡大を 

  図ってまいります。 

  ・将来を見据えた技術開発の取組み 

   高級車と軽・コンパクトカーといった市場の二極化への対応はもとより、環境規制を先取りした製品開 

  発、革新的な技術の追求に向けての取組みを強化していきます。 

  ・北米体制の再構築 

   Ambrake Corporationの完全子会社化に伴い、調達機能の集約や、各拠点の生産アイテムの見直しを進め 

  ており、効率化の追求と合わせたビジネスの拡大を図ってまいります。 

  ・補修品事業の拡大 

   補修品のシェアが低い北米での事業拡大を中心に、新市場及び販路の開拓を進めております。 

  ・欧州黒字化体質の定着 

   黒字化の定着と、さらなるビジネスの拡大に向けた取組みを強化してまいります。 

   当社では上記の、多くの挑戦課題をクリアし、高品質で低コストの製品をグローバルに供給することで、マ 

  ーケットで必要不可欠な存在を目指して、業績目標の達成に向け邁進しております。 

 

２．本基本方針の実現に資する特別な取組みに関する当社取締役会の考え方 

   上記の中期経営計画に基づく取組みは、当社グループの市場価値を向上させ、その結果、当社株主共同の 

  利益を著しく損なう買付者が現れる危険性を低減するものですから、本基本方針に沿うものであると考えま 

  す。  

   また、かかる取組みは、当社グループの価値を向上させるものですから、当社株主共同の利益を損なうもの 

  ではなく、当社役員の地位の維持を目的とするものでないことは明らかであると考えます。 



Ⅲ 本基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを防止するため

の取組み（当社株券等の大量買付行為に関する対応策）（平成19年５月７日取締役会決議、平成19年６月21日株主

総会承認可決） 

 当社は、本基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを防止す

るための取組みとして、当社株券等の大量の買付行為への対応策として、以下に定める内容の合理的なルール（以

下「大量買付ルール」といいます。）を設定いたします。 

 なお、Ⅲに記載する当社株券等の大量買付行為への対応策を以下「本プラン」といいます。 

 

１．本プランの対象 

   本プランは、特定株主グループ（注１）の議決権割合（注２）を20％以上とすることを目的とする当社株券等

  （注３）の買付行為、又は結果として特定株主グループの議決権割合が20％以上となる当社株券等の買付行為 

  （市場取引、公開買付け等の具体的な買付方法の如何を問いません。）を適用対象とします。但し、あらかじめ

  当社取締役会が同意した買付行為は、本プランの適用対象からは除外いたします。 

   なお、本プランの適用を受ける買付行為を以下「大量買付行為」といい、大量買付行為を行う者を以下「大量

  買付者」といいます。 

 

 注１：特定株主グループとは、 

   (i) 当社の株券等（証券取引法第27条の23第１項に規定する株券等をいいます。）の保有者（同法第27条 

      23第３項に基づき保有者に含まれる者を含みます。以下同じとします。）及びその共同保有者（同法 

           第27条の23第５項に規定する共同保有者をいい、同条第６項に基づき共同保有者とみなされる者を含 

           みます。以下同じとします。）並びに当該保有者との間で又は当該保有者の共同保有者との間で保有 

           者・共同保有者間の関係と類似した一定の関係にある者（以下「準共同保有者」といいます。）又 

           は、 

   (ⅱ) 当社の株券等（同法第27条の２第１項に規定する株券等をいいます。）の買付け等（同法第27条の２ 

      第１項に規定する買付け等をいい、競売買の方法によるか否かを問わず取引所有価証券市場において 

         行われるものを含みます。）を行う者及びその特別関係者（同法第27条の２第７項に規定する特別関 

      係者をいいます。）を意味します。 

  注２：議決権割合とは、 

   (i)  特定株主グループが、注１の(i)記載の場合は、①当該保有者の株券等保有割合（同法第27条の23第４

      項に規定する株券等保有割合をいいます。この場合においては、当該保有者の共同保有者の保有株券 

           等の数（同項に規定する保有株券等の数をいいます。以下同じとします。）も計算上考慮されるもの 

           とします。）と、②当該保有者の準共同保有者の株券等保有割合とを合わせた割合（但し、①と②の 

           合算において、①と②との間で重複する保有株券等の数については、控除するものとします。）又 

           は、 

   (ⅱ) 特定株主グループが、注１の(ii)記載の場合は、当該大量買付者及び当該特別関係者の株券等所有割 

      合（同法第27条の２第８項に規定する株券等所有割合をいいます。）の合計を意味します。 

         なお、各株券等保有割合及び各株券等所有割合の算出に当たっては、総議決権の数（同法第27条の２ 

           第８項に規定するものをいいます。）及び発行済株式の総数（同法第27条の23第４項に規定するもの 

      をいいます。）は、有価証券報告書、半期報告書及び自己株券買付状況報告書のうち直近に提出され 

           たものを参照することができるものとします。 

  注３：株券等とは、証券取引法第27条の23第１項に規定する株券等を意味します。 

 

２．大量買付ルールの内容 

   （１）大量買付ルールの概要 

    大量買付ルールは、大量買付行為が行われる場合に、（i）大量買付者に対し、事前に当該大量買付行為に  

   関する必要かつ十分な情報の提供を求め、（ⅱ）当該大量買付行為についての情報収集・検討等を行う時間を 

   確保した上で、（ⅲ）取締役会が株主の皆様に当社経営陣の計画、代替案等の提示や、大量買付者との交渉を 

   行ない、（ⅳ）当該大量買付行為に対し対抗措置を発動するか否かについて株主の皆様の意思を確認するため 

   の株主総会を開催する手続きを定め、かかる株主の皆様の意思を確認する機会を確保するため、大量買付者に 

   は、上記（i）及至（ⅳ）の手続きが完了するまで大量買付行為の開始をお待ちいただくことを要請するもので

   す。 



   （２）情報の提供 

    大量買付者には、大量買付行為の実行に先立ち、当社代表取締役宛に、大量買付者の名称、住所、設立準拠 

   法、代表者の氏名、国内連絡先及び提案する大量買付行為の概要を明示した、大量買付ルールに従う旨の「意 

   向表明書」をご提出いただいたうえで、当社取締役会に対して、当社株主の皆様の判断及び当社取締役会とし 

   ての意見形成のために必要かつ十分な情報（以下「本必要情報」といいます。)を提供していただきます。 

    当社取締役会は、意向表明書受領後10営業日以内に、大量買付者から提供いただくべき本必要情報のリスト 

   を当該大量買付者に交付します。当社取締役会は、大量買付者から提供された情報を精査し、必要に応じて当 

   社取締役会から独立した外部専門家等と協議の上、当該情報だけでは不十分と認められる場合には、大量買付 

   者に対して本必要情報が揃うまで追加的に情報提供を求めます。 

    本必要情報の具体的内容は、大量買付者の属性、大量買付行為の目的及び内容によって異なりますが、一般 

   的な項目の一部は以下のとおりです。 

    ①大量買付者及びそのグループ（共同保有者、準共同保有者及び特別関係者を含みます。）の概要（大量買 

       付者の事業内容、資本構成、当社及び当社グループの事業と同種の事業についての経験等に関する情報を 

       含みます。） 

    ②大量買付行為の目的及び内容（買付等の対価の価額・種類、買付等の時期、関連する取引の仕組み、買付 

       等の方法の適法性、買付等及び関連する取引の実現可能性等を含みます。） 

     ③当社株券等の取得対価の算定根拠及び取得資金の裏付け（資金の提供者（実質的提供者を含みます。） 

       具体的名称、調達方法、関連する取引の内容を含みます。） 

    ④当社及び当社グループの経営に参画した後に想定している経営者候補（当社及び当社グループの事業と同 

       種の事業についての経験等に関する情報を含みます。）、経営方針、事業計画、財務計画、資本政策、配 

       当政策、資産活用策等（以下「買付後経営方針等」といいます。） 

     ⑤当社及び当社グループの取引先、顧客、従業員等のステークホルダーと当社及び当社グループとの関係に 

       関し、大量買付行為完了後に予定する変更の有無及びその内容 

    なお、大量買付行為の提案があった事実及び当社取締役会に提供された本必要情報は、当社株主の皆様の判 

   断のために必要であると認められる場合には、当社取締役会が適切と判断する時点で、その全部又は一部を開 

   示します。 

   （３）取締役会による評価期間 

    次に、当社取締役会は、本必要情報の提供が完了した後、60日間（対価を現金（円貨）のみとする公開買付 

   けによる当社全株式の買付の場合）又は90日間（その他の大量買付行為の場合）を取締役会による評価、検  

   討、交渉、意見形成、代替案立案のための期間（以下、「取締役会評価期間」）として設定します。当社取締 

   役会は、本必要情報の提供が完了した場合には、速やかにその旨及び取締役会評価期間が満了する日を公表い 

   たします。 

   取締役会評価期間中、当社取締役会は、必要に応じて当社取締役会から独立した外部専門家等の助言を受け 

  ながら、提供された本必要情報を十分に評価・検討し、当社取締役会としての意見を慎重にとりまとめ、公表 

  します。また、必要に応じ、大量買付者との間で大量買付行為に関する条件改善について交渉したり、当社取 

  締役会として当社株主の皆様に対し代替案を提示することもあります。 

   （４）当社株主総会における株主意思の確認 

    当社取締役会は、大量買付者において大量買付ルールが遵守されている場合、原則として、取締役会評価期 

   間満了後に以下に定める要領に従って、すみやかに当社株主総会（以下「株主意思確認総会」といいます。） 

   を開催し、株主の皆様のご判断に基づいて、大量買付行為に対し、対抗措置を発動すべきか否かを決するもの 

   とします。 

    但し、当社取締役会は、株主の皆様に大量買付行為に応じるか否かの判断を委ねるのが相当と判断する場合 

   には、株主意思確認総会を開催しないことができるものとします（この場合、当社取締役会は、当該大量買付 

   行為に対し対抗措置をとりません。）。 

    ①当社取締役会は、株主意思確認総会において議決権を行使しうる株主を確定するために基準日（以下「本 

       基準日」といいます。）を設定するため、本基準日の２週間前までに当社定款に定める方法により公告し 

       ます。 

    ②株主意思確認総会において議決権を行使できる株主は、本基準日の 終の株主名簿又は実質株主名簿に記 

       載又は記録された株主とします。 

    ③当社取締役会は、株主意思確認総会において株主の皆様に発動の是非をご判断いただくべき対抗措置の具 

       体的な内容を、事前に決定のうえ、公表します。 



     ④株主意思確認総会の決議は、法令及び当社第106回定時株主総会において承認可決されたことにともなう変

    更後の定款第44条に基づき、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する当社株 

    主が出席し、その議決権の過半数をもって行うものとします。 

    ⑤大量買付者は、株主意思確認総会終結時まで、当社株券等の買付けを開始してはならないものとします。 

       （なお、大量買付者が株主意思確認総会終結時までに当社株券等の買付けを開始したときは、当社取締役 

    会は、株主意思確認総会の開催を中止し、当社取締役会の決議のみにより対抗措置を発動することができ 

    るものとします。） 

    ⑥当社取締役会は、株主意思確認総会にて株主の皆様が判断するための情報等に関し、重要な変更等が発生 

       した場合には、本基準日を設定した後であっても、本基準日の変更、又は株主意思確認総会の開催の延期 

       若しくは中止をすることができるものとします。 

 

３．大量買付者が大量買付ルールを遵守した場合 

   大量買付者により大量買付ルールが遵守された場合は、上述のとおり、当社取締役会は、株主意思確認総会に

    おいて対抗措置の発動を承認する決議がなされない限り、大量買付行為に対する対抗措置をとりません。 

 

４．大量買付者が大量買付ルールを遵守しない場合 

   大量買付者により大量買付ルールが遵守されなかった場合には、具体的な買付方法の如何にかかわらず、当社

  取締役会は、当社株主共同の利益を守ることを目的として、新株予約権の発行等、会社法その他の法律及び当社

  定款が認める対抗措置をとり、大量買付行為に対抗する場合があります。大規模買付者が大規模買付ルールを遵

  守したか否か及び対抗措置の発動の適否は、当社取締役会から独立した外部専門家等の意見も参考にし、当社取

  締役会が決定します。 

   具体的にいかなる手段を講じるかについては、その時点で も適切と当社取締役会が判断したものを選択する

  こととします。具体的対抗措置として新株予約権の無償割当てを行う場合の概要は（注）に記載のとおりです。

   なお、大量買付者により、大量買付ルールが遵守されなかった場合であっても、当社取締役会は、株主の皆様

  のご意思を尊重する趣旨から、上記２（４）に定める要領に従って株主意思確認総会を開催し、対抗措置を発  

  動することの是非について株主の皆様にご判断いただくこともできるものとします。 

 

５．株主・投資家に与える影響等 

   （１）本プランの導入が株主・投資家に与える影響等 

    本プランは、当社株主の皆様が大量買付行為に応じるか否かを判断するために必要な情報や、現に当社の経 

   営を担っている当社取締役会の意見を当社株主の皆様に提供し、さらには、当社株主の皆様が代替案の提示を 

   受ける機会を確保し、 終的には大量買付行為の提案を受けた時点における株主の皆様により対抗措置の発動 

   の是非を直接的に判断していただくことを目的としています。これにより、当社株主の皆様は、十分な情報の 

   もとで、大量買付行為に応じるか否かについて適切な判断をすることが可能となり、そのことが当社の企業価 

   値ひいては株主価値の確保・向上につながるものと考えます。従いまして、本プランの導入は、当社株主及び 

   投資家の皆様が適切な投資判断を行う上での前提となるものであり、当社株主及び投資家の皆様の利益に資す 

   るものであると考えております。 

    なお、前記３．及び４．において述べたとおり、大量買付者が大量買付ルールを遵守するか否かにより大量 

   買付行為に対する当社の対応方針が異なりますので、当社株主及び投資家の皆様におかれましては、大量買付 

   者の動向にご注意ください。 

   （２）対抗措置発動時に株主・投資家に与える影響等 

    大量買付者が大量買付ルールを遵守しない場合等一定の場合には、当社取締役会は、当社株主共同の利益を 

   守ることを目的として、会社法その他の法律及び当社定款により認められている対抗措置をとることがありま 

   すが、当該対抗措置の仕組上、当社株主の皆様（大量買付ルールを遵守しない大量買付者、及び株主の皆様が 

   株主意思確認総会において対抗措置を発動することが相当と判断した大量買付者を除きます。）が法的権利又 

   は経済的側面において格別の損失を被るような事態が生じることは想定しておりません。例えば、具体的対抗 

   措置として無償割当てによる新株予約権の発行を決議した場合に、当該新株予約権の無償割当てに係る権利落 

   ち日以後に当該決議を撤回することは想定しておりません。当社取締役会が具体的対抗措置をとることを決定 

   した場合には、法令及び証券取引所規則に従って適時適切な開示を行います。 



     （３）対抗措置の発動に伴って株主の皆様に必要となる手続き 

    イ．名義書換の手続き 

     対抗措置として、当社取締役会又は株主意思確認総会において、新株予約権無償割当てを実施することを

      決議した場合には、当社は、新株予約権無償割当てに係る割当期日を公告いたします。割当期日における当

      社の 終の株主名簿又は実質株主名簿に記載又は記録された株主に新株予約権が無償にて割り当てられます

      ので、株主の皆様におかれましては、速やかに株式の名義書換手続を行って頂く必要があります。（なお、

      証券保管振替機構に対する預託を行っている株券については、名義書換手続は不要です。） 

    ロ．新株予約権の行使の手続き 

     対抗措置として、当社取締役会又は株主意思確認総会において、新株予約権無償割当てを実施することを

      決議した場合には、当社は、割当期日における当社の 終の株主名簿又は実質株主名簿に記載又は記録され

      た株主の皆様に対し、原則として、新株予約権の行使請求書（行使に係る新株予約権の内容・数等の必要事

      項及び株主ご自身が特定株主グループに属する者でないこと等について確認する旨の文言を記載した当社所

      定の書式によるものとします。）その他新株予約権の権利行使に必要な書類を送付いたします。新株予約権

      の無償割当て後、株主の皆様においては、行使期間内に、これらの必要書類を提出した上、原則として、新

      株予約権１個当たり１円以上で当社取締役会が新株予約権無償割当て決議において定める価額を払込取扱場

      所に払い込むことにより、新株予約権１個につき、当社取締役会が別途定める数の当社株式が発行されるこ

      とになります。 

    ハ．当社による新株予約権の取得の手続き 

     当社は、当社取締役会が新株予約権を取得する旨の決定をした場合、法定の手続きに従い、当社取締役会

      が別途定める日の到来日をもって新株予約権を取得します。また、新株予約権の取得と引換えに当社株式を

      株主の皆様に交付するときは、速やかにこれを交付いたします。なお、この場合、かかる株主の皆様には、

      別途、ご自身が特定株主グループに属する者でないこと等について確認する旨の文言を記載した当社所定の

      書式による書面をご提出いただくことがあります。 

     なお、割当て方法、名義書換方法、行使の方法及び当社による取得の方法の詳細等につきましては、対抗

      措置に関する当社取締役会の決議が行われた後、株主の皆様に対して情報開示又は通知いたしますので、当

      該内容をご確認ください。 

 

６．本プランの適用開始と有効期限 

   本プランは、平成19年６月21日開催の当社第106回定時株主総会において、「買収防衛策の導入等」及び「新 

 株予約権無償割当て等の決定機関」に関する定款変更議案並びに本プラン導入の承認議案が可決されたことにと

 もない、同日より発効し、その有効期限は、平成20年６月30日までに開催される第107回定時株主総会の終結の 

 時までとなっております。但し、当社第107回定時株主総会において本プランを継続することが承認された場合 

 は、かかる有効期限は更に１年間延長されるものとし、その後も同様とします。当社取締役会は、本プランを継

 続することが承認された場合、その旨を速やかにお知らせします。 

  また、かかるプランの継続が決定された場合であっても、当社株主共同の利益の保護の観点から、関係法令の

 整備や、東京証券取引所が定める上場制度の整備等を踏まえ随時見直しを行い、当社株主総会の承認を得て本プ

 ランの変更を行うことがあります。その場合には、その変更内容を速やかにお知らせします。 

  なお、平成19年３月31日現在の大株主の状況は、「第４ 提出会社の状況 １ 株式等の状況 (6)大株主の 

 状況」に記載のとおりです。 

 

７．本プランが本基本方針に沿うものであること、当社株主共同の利益を損なうものではないこと、及び当社役員

の地位の維持を目的とするものではないこと及びその理由 

  （１）本プランが本基本方針に沿うものであること 

   本プランは、大量買付ルールの内容、大量買付行為が為された場合の対応方針、株主及び投資家の皆様に与 

   える影響等を規定するものです。 

   本プランは、大量買付者が大量買付行為に関する必要かつ十分な情報を当社取締役会に事前に提供するこ 

   と、及び当社取締役会のための一定の評価期間が経過し、株主の皆様に当社取締役会が対抗措置をとることの 

   是非を株主総会において直接的に意思を確認した後にのみ当該大量買付行為を開始することを求め、これを遵 

   守しない大量買付者に対して当社取締役会が対抗措置を講じることがある旨を定めております。 

    また、大量買付ルールが遵守されている場合は、原則として当社株主総会における株主の皆様のご判断に基 

   づいて、大量買付行為に対して対抗措置を発動すべきか否かを決するものとしており、対抗措置の発動を承認 

   する決議がなされない限り、大量買付行為に対する対抗措置をとらない旨を定めております。 

   このように本プランは、本基本方針の考え方に沿って設計されたものであるといえます。 



  （２）本プランが当社株主共同の利益を損なうものではないこと 

  Ⅰで述べたとおり、本基本方針は、当社株主共同の利益を尊重することを前提としています。本プランは、 

  本基本方針の考え方に沿って設計され、当社株主の皆様が大量買付行為に応じるか否かを判断するために必要 

  な情報や当社取締役会の意見の提供、代替案の提示を受ける機会の提供を保障し、 終的には大量買付行為の 

  提案を受けた時点における株主の皆様により対抗措置の発動の是非を判断していただくことを目的としており 

  ます。本プランによって、当社株主及び投資家の皆様は適切な投資判断を行うことができますので、本プラン 

  が当社株主共同の利益を損なうものではなく、むしろその利益に資するものであると考えます。 

   さらに、本プランの発効・延長が当社株主の皆様の承認を条件としており、当社株主が望めば本プランの廃 

  止も可能であることは、本プランが当社株主共同の利益を損なわないことを担保していると考えられます。 

 （３）本プランが当社役員の地位の維持を目的とするものではないこと 

  本プランは、大量買付行為を受け入れるか否かが 終的には当社株主の皆様の判断に委ねられるべきことを大

 原則としつつ、当社株主共同の利益を守るために必要な範囲で大量買付ルールの遵守の要請や対抗措置の発動を

 行うものです。本プランは当社取締役会が対抗措置を発動する場合を事前かつ詳細に開示しており、当社取締役

 会による対抗措置の発動はかかる本プランの規定に従って行われ、原則として株主の皆様に株主総会において直

 接的に発動の是非を判断していただきます。また、当社取締役会は単独で本プランの発効・延長を行うことはで

 きず、当社株主の皆様の承認を要します。 

  以上から、本プランが当社役員の地位の維持を目的とするものでないことは明らかであると考えております。



（注）新株予約権概要 

 

 1. 新株予約権付与の対象となる株主及びその発行条件 

 当社取締役会で定める割当期日における 終の株主名簿又は実質株主名簿に記載又は記録された株主に対し、その 

  所有する当社普通株式（但し、当社の所有する当社普通株式を除く。）１株につき１個の割合で新たに払込みをさ 

  せないで新株予約権を割当てる。 

 

 2. 新株予約権の目的となる株式の種類及び数 

 新株予約権の目的となる株式の種類は当社普通株式とし、新株予約権の目的となる株式の総数は、当社取締役会で 

 定める割当期日における当社発行可能株式総数から当社普通株式の発行済株式（当社の所有する当社普通株式を除 

 く。）の総数を減じた株式数を上限とする。新株予約権１個当たりの目的となる株式の数は当社取締役会が別途定 

 める数とする。但し、当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、所要の調整を行うものとする。 

 

 3. 発行する新株予約権の総数 

 新株予約権の割当総数は、当社取締役会が別途定める数とする。当社取締役会は、複数回にわたり新株予約権の割 

 当を行うことがある。 

 

 4. 各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額（払込みをなすべき額） 

 各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額（払込みをなすべき額）は１円以上で当社取締役会が定める額 

 とする。 

 

 5. 新株予約権の譲渡制限 

 新株予約権の譲渡による当該新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要する。 

 

 6. 新株予約権の行使条件 

 議決権割合が20％以上の特定株主グループに属する者に行使を認めないこと等を行使の条件として定める。詳細に 

 ついては、当社取締役会において別途定めるものとする。 

 

 7. 新株予約権の行使期間等 

 新株予約権の行使期間、取得事由及び取得条件その他必要な事項については、当社取締役会が別途定めるものとす 

 る。 



４【事業等のリスク】 

 有価証券報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、当社グループの業績及び財政状態等に

影響を及ぼす可能性があるリスク要因のうち、重要と考えられる事項は以下のとおりであります。なお、以下の記載

は当社株式への投資に係る全てのリスク要因を網羅するものではありません。 

・経済状況 

 当社グループにおける営業収入は当社グループが製品を生産・販売している国または地域の経済状況の影響を受け

ます。すなわち、日本・北米・アジア・欧州を含む当社グループの主要市場における景気後退、及びそれに伴う予測

を超えた需要の縮小は当社グループの業績及び財政状態に悪影響を及ぼす可能性があります。 

・ＯＥＭ顧客企業への依存 

 当社グループにおける営業収入のうち、ＯＥＭ製品の依存度は概ね70％であり、そのため自動車メーカー及びティ

ア１メーカー（自動車メーカーへの１次取引先）の業績不振、予期せぬ契約の打ち切り、価格の値引き、調達方針の

変更は当社グループの業績及び財政状態に悪影響を及ぼす可能性があります。 

・原材料・部品の調達及び市況の変動 

 当社グループは多数の外部取引先から原材料・鋼材・部品等を調達しておりますが、そのいくつかの原材料・部品

については、特定の取引先に依存しております。市況変化による価格の高騰や品不足、取引先の生産能力不足による

納入遅延、取引先が製造した製品の欠陥、経営状態の悪化、不慮の事故等によって、当社グループの製品原価の上

昇、生産遅延・停止が起こり、当社グループの業績及び財政状態に悪影響を及ぼす可能性があります。 

・海外市場への事業進出 

 当社グループの生産及び販売活動は、北米、欧州、アジア等の諸地域に展開しております。これらの海外市場への

進出には、以下のようなリスクが内在しており、これらの事象が発生した場合、製品の生産、販売に遅延や停止が生

じる可能性があります。これらの遅延・停止は当社グループの業績及び財政状態に悪影響を及ぼす可能性がありま

す。 

①予期しえない法律・規則、不利な影響を及ぼす租税制度の変更 

②不利な政治的または経済的要因の発生 

③人材の採用と確保の難しさ及び労務問題の発生 

④技術インフラの未整備 

⑤テロ・戦争・ストライキ等の社会的混乱 

・製品の品質不具合 

 当社グループでは、常により高度な品質保証体制の構築を目指しており、万全の体制をもって製品の生産につとめ

ておりますが、当社グループの製品は、直接安全に関わる部位に使用されるものが多く、万が一、製品の欠陥等が発

生し、お客様への流出が防止できなかった場合、多大な費用の発生と社会的信用の低下により、当社グループの業績

及び財政状態に悪影響を及ぼす可能性があります。 

・新製品開発 

 当社グループは独立系自動車部品メーカーとしての事業展開をはかるために多大な経営資源を新製品・新技術に投

入しておりますが、市場やお客様ニーズの予測の違いや業界の技術の急激な変化等により、お客様の必要とする新製

品・新技術の開発が出来なかった場合、当社グループの業績や財政状態に悪影響を及ぼす可能性があります。 

・知的財産の保護 

 当社グループは、他社製品と差別化できるノウハウを保持しております。これらの技術とノウハウは今後の当社グ

ループの発展に不可欠なものであり、これらの資産保護については 善の努力を傾注しておりますが、特定の地域で

は、知的財産権による保護が不完全であったり、限定的でしかなかったりしております。そのため、第三者が当社グ

ループの知的財産を使用して類似した製品を製造することを防止できない可能性があります。このような場合、当社

グループの事業活動に悪影響を及ぼす可能性があります。 

・情報セキュリティ・個人情報保護 

 当社グループでは、専門委員会を設置し、情報セキュリティ・個人情報保護について、ハード面・ソフト面（規則

遵守・啓蒙活動）から漏洩防止に努めておりますが、当社グループで保有している機密情報、個人情報が漏洩した場

合、会社の信用失墜により当社グループの業績及び財政状態に悪影響を与える可能性があります。また、コンピュー

ターウィルスやハッカー、その他の原因で、システムの誤動作や停止が発生した場合、その内容や規模により、正常

な事業の継続が困難になることから当社グループの業績及び財政状態に悪影響を与える可能性があります。 

・公法規制 

 事業を展開する各国における排ガス基準や騒音、省エネルギー、リサイクル、製造工場からの汚染物質排出レベル

等の環境に関する法規制、自動車等の安全性に関する法規制、企業取引に関する法規制、税法等様々な規制のもとに

当社グループは事業を行っております。当社グループはコンプライアンスの遵守を徹底させておりますが、予期せざ

る法規制の変更等により当社グループの業績及び財政状態に影響を与える可能性があります。 



・為替レートの変動及び金利の動向 

 当社グループの事業は、各地域毎に原材料・部品の輸入、製品等の輸出の取引があります。為替リスクを 小限に

軽減すべく、当社グループは為替予約等によるヘッジを実施しておりますが全てのリスクをヘッジすることは難し

く、その変動は当社グループの業績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。 

 また当社グループの連結有利子負債にかかる金利の動向によって、当社グループの業績及び財政状態に影響を与え

る可能性があります。 

・為替レートによる換算の影響 

 当社の海外関係会社財務諸表は現地通貨で作成されておりますが、当社グループの連結財務諸表作成時においてこ

れらの財務諸表は円換算されるため、現地における価値が変わらない場合においても、換算時の為替レートにより円

換算後の連結財務諸表上の価値が影響を受けます。 

・減損会計 

 当社グループは、生産・販売・物流等の施設を所有もしくは賃借しており、事業用固定資産に対する減損会計の適

用により、所有する固定資産及びファイナンス・リース資産について減損処理が必要になった場合には、当社グルー

プの業績及び財政状態に悪影響を及ぼす可能性があります。 

・アスベスト問題 

 アスベスト問題については、社内に特別委員会を設置し、従業員・近隣住民を含めての健康診断や相談窓口を設け

る等積極的対応を実施しておりますが、アスベストを含む製品に携わった従業員や工場周辺住民の健康被害に関連し

て発生する費用や訴訟が当社グループの業績及び財政状態に影響を与える可能性があります。 

・自然災害等 

 当社グループでは、地震、台風等の自然災害による操業停止に備え、対策をおこなっておりますが、一部製品にお

いては一時的に生産に支障が発生した場合において、当社グループの業績及び財政状態に悪影響を与える可能性があ

ります。 

 なお、上述した将来に関する事項は、本有価証券報告書提出日現在において当社グループが判断したものでありま

す。 

５【経営上の重要な契約等】 

 該当事項はありません。 



６【研究開発活動】 

 当社グループでは、コアテクノロジである「摩擦と振動」技術を活かし、自動車のみならず、あらゆる交通機関の

各種ブレーキ商品の確立を目指し新摩擦材・次世代型のブレーキの開発を進めております。また商品開発を支える基

礎技術、解析の深化を重点的におこなうため研究開発投資と開発体制の充実をはかっております。 

 日米欧に中国を加えた開発拠点において、それぞれの特長を活かし連携しながらグローバル・レベルでの競争力を

高め次期商品開発を進めております。 

(日本) 

  摩擦材においては、乗用車高性能パッドと中・大型用ライニングを中心に、高性能・長寿命で音・振動特性に優

れ、環境に配慮した安全な摩擦材原材料を使用した高品質な商品の開発に取組んでおります。同時に、性能や環境へ

の配慮を確保しながら低コスト化についての開発も進めております。 

  環境に配慮した摩擦材製品を開発するために、開発・設計段階から、環境負荷の少ない製品づくりを目指して、さ

まざまな取組みをおこなっております。「原材料の環境負荷評価システム」はその一例であります。新規に採用する

原材料については、サンプルの入手段階から、材料メーカーのＭＳＤＳ(Material Safety Data Sheet：化学物質安

全データシート)による環境安全性や法規制への対応内容を評価し、その上で独自の手法により、原材料の分析、評

価をおこなっております。このシステムはすべての原材料に適用され、２段階の評価をパスした原材料だけが調達の

対象となります。 

  ディスク・ブレーキ、ドラム・ブレーキの開発においては、 適構造設計とアルミ合金等の新材料技術による軽量

化製品開発を進めております。ブレーキの標準化と部品の共通化を促進して、全体での生産効率向上を図りコスト競

争力向上に結び付けております。また、環境に配慮した製品の設計も推進しており、ＥＵ廃車指令の当社当該物質で

ある鉛については電着塗料の無鉛化への切替を完了し、６価クロムについては３価クロムへの全面切替を実行してお

ります。 

  ㈱曙ブレーキ中央技術研究所においては、[１]商品開発に必要な材料の基盤技術確立、[２]将来ニーズを先取した

新技術確立、[３]高い専門性を持った技術者の育成、を使命として研究開発に取組んでおります。 

  具体的には、摩擦材の高機能化技術、摩擦材メカニズムの解明、環境対応関連技術開発等のテーマを持ち、世界ト

ップクラスの独創技術を確立して新世代の摩擦材を開発し、他社との差別化をはかっております。 

(北米) 

  現地北米カーメーカーはもとよりグローバルなニーズに基づいて北米市場に 適な新摩擦材や次世代ブレーキの開

発に取組んでおります。また、日系・韓国系カーメーカーに関しても、開発から量産までの現地完結開発を展開して

おります。 

  摩擦材においては、乗用車からピックアップトラック用まで幅広く高性能で音振特性に優れた材質開発を環境面対

応(グリーン材)を加味しながらおこなっております。ディスク・ブレーキにおいても、乗用車・ＳＵＶ・ピックアッ

プトラックと幅広く開発しております。一例として軽量アルミ合金による新ディスク・ブレーキを完成させ量産化に

至っております。さらに従来製品に代わる新機構を採用した次世代リヤパーキング付ディスク・ブレーキやフルサイ

ズＳＵＶ・ピックアップトラック用新型ディスク・ブレーキも開発し、現在車種展開をおこなっております。さら

に、日本と連携のもとで安価な新構造ブレーキや熱容量性の良いディスク・ブレーキ等、次期商品開発も進めており

ます。 

(欧州) 

  欧州においては、摩擦材開発に特化しており、要求性能が特有で、且つ、環境規制の厳しい欧州市場に適合する摩

擦材から日米市場向け輸出欧州車に適合する摩擦材まで幅広いお客様ニーズに対応できる開発をおこなっておりま

す。また、静粛性を重視した日米市場向けと高性能を重視した欧州市場向け材質の両方の性質を取入れた「ハイブリ

ッド材」をキーに新たなお客様開拓を推し進めております。開発拠点のあるフランス以外では、ドイツに開発の出先

機関(現地法人)を置き、よりお客様に密着した開発を展開しております。現地調達原材料による材料の共通化及び欧

州製法の導入等により、コスト競争力も増してきております。 

  

  なお、当連結会計年度における研究開発費の総額は1,271百万円であり、この他に研究・開発に携わる部門に係る

費用は8,413百万円であります。 



７【財政状態及び経営成績の分析】 

(1)財政状態 

 当連結会計年度末(以下「当期末」という)の総資産は、対前期比55億円(3.6％)増加して1,556億円となりまし

た。流動資産は同28億円(5.8％)増加の504億円、固定資産は同27億円(2.7％)増加の1,051億円となりました。 

 流動資産の増加の主な要因は、北米における債権流動化の終了等により受取手形及び売掛金が40億円増加し、

また北米での売上拡大による恒常在庫の増加等によりたな卸資産が23億円増加したことによるものであります。 

 固定資産の増加の主な要因は、無形固定資産が11億円及び投資その他の資産が18億円増加しております。無形

固定資産の増加に関しては主に当社におけるＩＴ投資によるものであります。また、投資その他の資産について

は、主に当社における投資有価証券の増加によるものであります。 

 当期末の負債の合計は、対前期比16億円(△1.5％)減少して1,033億円となりました。流動負債は同30億円(△

5.1％)減少の555億円、固定負債は同14億円(3.0％)増加の478億円となりました。 

 流動負債の減少の主な要因は、短期借入金が38億円、一年以内に返済予定の長期借入金が18億円減少したのに

対し、一年以内に償還予定の社債が27億円増加したことによります。 

 固定負債の増加の主な要因は、流動負債への振替により社債が31億円減少したのに対し、長期借入金が68億円

増加したことによります。 

 当期末の純資産は523億円となり、自己資本比率は30.4％、１株当たり純資産は440円91銭となりました。 

(2)経営成績 

 当連結会計年度の売上高は、対前期比309億円(21.7％)増加して1,732億円となりました。売上原価については

同266億円(23.9％)増加して1,380億円となり、販売費及び一般管理費は22億円(11.2％)増加して213億円となり、

営業利益は同21億円(18.3％)増加して139億円となりました。 

 営業外損益については、持分法適用会社の子会社化等により持分法による投資利益が対前期比８億円減少し、

支払利息が同４億円増加したこと等により、経常利益が同11億円(10.3％)増加の122億円となりました。 

 特別損益については、特別利益に投資有価証券売却益が７億円、特別損失に固定資産売廃却損４億円、減損損

失に２億円計上した結果、税金等調整前当期純利益が118億円となりました。 

 当期純利益については、対前期比８億円(13.2％)増加の66億円となりました。 



第３【設備の状況】 

１【設備投資等の概要】 

 当連結会計年度の設備投資については、生産・開発設備更新・新規購入等で総額89億円となりました。その地域別

の内訳は、日本50億円、北米20億円、欧州２億円、アジア17億円であります。 

２【主要な設備の状況】 

(1) 提出会社 

 （注）１ 帳簿価額のうち「その他」は、工具器具及び備品の金額であり、建設仮勘定の金額を含んでおりません。な

お、金額には消費税等を含んでおりません。 

２ 帳簿価額は、内部取引に伴う未実現利益消去前の金額を記載しております。 

３ 従業員数の( )は臨時従業員数を外書しております。 

４ 提出会社の本社土地のうち5,323㎡(千葉県御宿町)は賃貸中であります。 

５ 従業員数には、提出会社からの出向者が含まれております。 

  平成19年３月31日現在

事業所名 

（所在地） 

事業の種類別 
セグメントの 

名称 
設備の内容 

帳簿価額(百万円) 
従業 
員数 
(名) 

建物 
及び 
構築物 

機械装置
及び 
運搬具 

土地 ㎡ 
その他 

(器具備品) 
合計 

開発部門 

(埼玉県羽生市) 

ブレーキ製品

関連事業 
研究開発設備 1,035 855 － － 357 2,247 

316 

(11)

本社他     (注)

４ 

(東京都中央区他) 

ブレーキ製品

関連事業 
本社業務関係他 3,905 349 5,469 51,664 321 10,044 

520 

(20)

曙ブレーキ羽生製造㈱ 

貸与 

(埼玉県羽生市) 

ブレーキ製品

関連事業 

ディスクブレーキパ

ッド等の製造設備 
432 552 2,173 75,424 149 3,306 

186 

(25)

曙ブレーキ岩槻製造㈱ 

貸与      (注)

５ 

(埼玉県さいたま市岩

槻区) 

ブレーキ製品

関連事業 

ディスク及びドラム

ブレーキアッセンブ

リー、シューアッセ

ンブリー等の製造設

備 

1,279 2,342 3,921 96,252 237 7,779 
630 

(43)

曙ブレーキ福島製造㈱ 

貸与      (注)

５ 

(福島県桑折町) 

ブレーキ製品

関連事業 

ブレーキライニン

グ、鉄道車両用部品

の製造設備 

541 1,389 1,667 86,391 123 3,720 
341 

(33)

曙ブレーキ三春製造㈱ 

貸与      (注)

５ 

(福島県三春町) 

ブレーキ製品

関連事業 

ディスク・ブレーキ

アッセンブリー、ブ

レーキ部品、鉄道車

両用部品の製造設備 

295 912 1,227 175,579 140 2,574 
297 

(42)

アケボノテック㈱ 

貸与      (注)

５ 

(福島県いわき市) 

ブレーキ製品

関連事業 

ブレーキ制動テスト

設備 
567 155 1,752 764,848 36 2,510 

34 

(1)

曙ブレーキ山形製造㈱ 

貸与      (注)

５ 

(山形県寒河江市) 

ブレーキ製品

関連事業 

ディスクブレーキパ

ッドの製造設備 
1,694 5 1,721 131,371 1 3,421 

315 

(36)



(2) 国内子会社 

 （注）１ 帳簿価額のうち「その他」は、工具器具及び備品の金額であり、建設仮勘定の金額を含んでおりません。な

お、金額には消費税等を含んでおりません。 

２ 帳簿価額は、内部取引に伴う未実現利益消去前の金額を記載しております。 

３ 従業員数の( )は臨時従業員数を外書しております。 

(3) 在外子会社 

 （注）１ 帳簿価額のうち「その他」は、工具器具及び備品の金額であり、建設仮勘定の金額を含んでおりません。な

お、金額には消費税等を含んでおりません。 

２ 帳簿価額は、内部取引に伴う未実現利益消去前の金額を記載しております。 

３ 従業員数の( )は臨時従業員数を外書しております。 

  平成19年３月31日現在

国内会社 
会社名 

事業所名 
(所在地) 

事業の種類別 
セグメントの 

名称 
設備の内容 

帳簿価額(百万円) 
従業 
員数 
(名) 

建物 
及び 

構築物 

機械装置
及び 
運搬具 

土地 ㎡ 
その他 
(器具 
備品) 

合計 

曙ブレーキ山形

製造㈱ 

本社 

(山形県 

寒河江市) 

ブレーキ製品 

関連事業 

ディスクブレーキ

パッドの製造設備 
105 2,161 ─ ─ 171 2,437 

315 

(36)

曙ブレーキ山陽

製造㈱ 

本社他 

(岡山県 

総社市) 

ブレーキ製品 

関連事業 

ディスク及びドラ

ムブレーキアッセ

ンブリー、シュー

アッセンブリー、

ブレーキ部品の製

造設備 

1,009 2,446 1,046 105,613 356 4,857 
729 

(11)

  平成19年３月31日現在

在外子会社 
会社名 

事業所名 
(所在地) 

事業の種
類別セグ
メントの

名称 

設備の内容 

帳簿価額(百万円) 
従業 
員数 
(名) 

建物 
及び 

構築物 

機械装置
及び 

運搬具 
土地 ㎡ 

その他 
(器具備品) 

合計 

アケボノコーポレ

ーション(ノース

アメリカ) 

本社 

(米国ミシガン州) 

ブレーキ

製品関連

事業 

研究開発設備 1,274 1,130 458 73,367 58 2,921 
223 

(1)

アムテックブレー

キL.L.C. 

本社 

(米国 

ケンタッキー州) 

ブレーキ

製品関連

事業 

ブレーキ部品

の製造設備 
1,011 2,736 42 222,569 59 3,848 

252 

(21)

エーマックブレー

キL.L.C. 

本社 

(米国 

ケンタッキー州) 

ブレーキ

製品関連

事業 

ブレーキ部品

の製造設備 
1,331 4,845 48 202,300 61 6,284 

546 

(－)

アムブレーキコー

ポレーション 

本社 

(米国 

ケンタッキー州) 

ブレーキ

製品関連

事業 

ブレーキ部品

の製造設備 
1,043 6,276 124 222,575 66 7,510 

973 

(55)

アケボノヨーロッ

パS.A.S. 

本社 

(仏国ゴネス市) 

ブレーキ

製品関連

事業 

研究開発設備 396 602 103 7,000 75 1,176 
45 

(1)

アケボノ 

アラスS.A.S. 

本社 

(仏国アラス市) 

ブレーキ

製品関連

事業 

ディスクブレ

ーキパッドの

製造設備 

469 1,848 27 39,852 67 2,410 
98 

(20)

曙光制動器(蘇州)

有限公司 

本社 

(中国蘇州市) 

ブレーキ

製品関連

事業 

ディスクブレ

ーキパッドの

製造設備 

685 490 － － 44 1,219 
51 

(2)

ピーティートゥリ

ダールマヴィセサ 

本社 

(インドネシア 

ジャカルタ市) 

ブレーキ

製品関連

事業 

ブレーキ関連

部品の製造設

備 

208 1,688 264 86,910 307 2,468 
720 

(318)



３【設備の新設、除却等の計画】 

(1) 重要な設備の新設等 

    当社グループの設備投資計画は20,000百万円であり、内訳は次のとおりであります。 

 （注）上記金額には、消費税等は含まれておりません。 

(2) 重要な設備の除却等 

該当事項はありません。 

地域 金額（百万円） 設備等の主な目的・内容 資金調達方法 

日本 12,900 

試験・研究開発、新規受注対応、既存設備更新、合理化、
環境保全 
ディスクブレーキ・ドラムブレーキ・ディスクブレーキパ
ッド・ドラムブレーキライニング製造設備、鋳物工場設
立、センサー工場拡張、高性能ブレーキ開発、新事務所建
設、IT関連等 

自己資金及び借入金 

北米 3,600 

試験・研究開発、新規受注対応、既存設備更新、合理化、
環境保全、補修品事業強化 
ディスクブレーキ・ディスクブレーキパッド製造設備、新
事務所建設等 

自己資金及び借入金 

欧州 1,300 
試験・研究開発、新規受注対応、既存設備更新、合理化、
環境保全 
ディスクブレーキパッド製造設備、高性能ブレーキ開発等 

自己資金及び借入金 

アジア 2,200 

新規受注対応、合理化、環境保全 
ディスクブレーキ・ドラムブレーキ・ディスクブレーキパ
ッド製造設備、二輪車用ブレーキ製造設備、タイ工場建設
等 

自己資金及び借入金 

合計 20,000    



第４【提出会社の状況】 

１【株式等の状況】 

(1）【株式の総数等】 

①【株式の総数】 

 （注）平成19年６月21日開催の第106回定時株主総会において、定款一部変更の件が承認され、同日付で発行可能株式総

数は120,000,000株増加し、440,000,000株となりました。 

②【発行済株式】 

 （注）提出日現在の発行株式には、平成19年６月１日以降提出日までの新株予約権の権利行使により発行された株式数

は含まれておりません。 

種類 発行可能株式総数(株) 

普通株式 320,000,000 

計 320,000,000 

種類 
事業年度末現在 
発行数(株) 

(平成19年３月31日) 

提出日現在 
発行数(株) 

(平成19年６月21日) 

上場証券取引所名又
は登録証券業協会名 

内容 

普通株式 110,992,343 110,992,343 
東京証券取引所 

(市場第一部) 

完全議決権株式であり権利

内容に何ら限定のない当社

における標準となる株式 

計 110,992,343 110,992,343 ― ― 



(2）【新株予約権等の状況】 

平成13年改正旧商法及び会社法に基づき新株予約権を発行しております。 

第１回新株予約権(平成17年２月３日発行) 

株主総会の特別決議日(平成16年６月18日) 

 （注） 新株予約権１個当たりの株式数は、1,000株であります。 

  
事業年度末現在 

(平成19年３月31日) 
提出日の前月末現在 
(平成19年５月31日) 

新株予約権数(個) (注) 547 530 

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） ― ― 

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左 

新株予約権の目的となる株式の数(株) 547,000 530,000 

新株予約権の行使時の払込金額(円) 554,000(１株当たり554円) 同左 

新株予約権の行使期間 
平成18年８月１日～ 

平成22年７月31日 
同左 

新株予約権の行使により株式を発行する場合の 

株式の発行価格及び資本組入額(円) 

発行価格 554

資本組入額 277
同左 

新株予約権の行使の条件 

各新株予約権の一部行使はで

きないものとし、新株予約権

発行時において当社及び当社

子会社・関連会社の取締役、

監査役及び従業員であった者

は、新株予約権行使時におい

ても当社、当社子会社又は当

社の関連会社の取締役、監査

役又は従業員であることを要

します。ただし、任期満了に

よる退任、定年退職その他正

当な理由がある場合はこの限

りではありません。その他細

目については、当社と対象者

との間で締結する新株予約権

申込証兼新株予約権割当契約

に定めるところによります。 

同左 

新株予約権の譲渡に関する事項 

新株予約権の譲渡をするに

は、当社取締役会の承認を要

します。 

同左 

代用払込みに関する事項  ― ― 

組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項  ― ― 



第２回新株予約権(平成17年８月１日発行) 

株主総会の特別決議日(平成17年６月22日) 

 （注） 新株予約権１個当たりの株式数は、100株であります。 

  
事業年度末現在 

(平成19年３月31日) 
提出日の前月末現在 
(平成19年５月31日) 

新株予約権数(個) (注) 290 260 

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個）  ― ― 

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左 

新株予約権の目的となる株式の数(株)  29,000 26,000 

新株予約権の行使時の払込金額(円) 100(１株当たり１円) 同左 

新株予約権の行使期間 
平成17年８月１日～ 

平成21年７月31日 
同左 

新株予約権の行使により株式を発行する場合の 

株式の発行価格及び資本組入額(円) 

発行価格 1

資本組入額 1
同左 

新株予約権の行使の条件 

各新株予約権の１個当たりの

一部行使はできないものとし

ます。また権利行使は新株予

約権10個を単位としておこな

うものとします。その他の細

目については、当社と対象者

との間で締結する新株予約権

割当契約書に定めるところに

よります。 

同左 

新株予約権の譲渡に関する事項 

新株予約権の譲渡をするに

は、当社取締役会の承認を要

します。 

同左 

代用払込みに関する事項  ― ― 

組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項  ― ― 



第２回新株予約権(２)(平成18年４月19日発行) 

株主総会の特別決議日(平成17年６月22日) 

 （注） 新株予約権１個当たりの株式数は、100株であります。 

  
事業年度末現在 

(平成19年３月31日) 
提出日の前月末現在 
(平成19年５月31日) 

新株予約権数(個) (注) 32 32 

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） ― ― 

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左 

新株予約権の目的となる株式の数(株) 3,200 3,200 

新株予約権の行使時の払込金額(円) 100(１株当たり１円) 同左 

新株予約権の行使期間 
平成18年４月19日～ 

平成22年４月18日 
同左 

新株予約権の行使により株式を発行する場合の 

株式の発行価格及び資本組入額(円) 

発行価格 1

資本組入額 1
同左 

新株予約権の行使の条件 

各新株予約権の１個当たりの

一部行使はできないものとし

ます。また権利行使は新株予

約権10個を単位としておこな

うものとします。その他の細

目については、当社と対象者

との間で締結する新株予約権

割当契約書に定めるところに

よります。 

同左 

新株予約権の譲渡に関する事項 

新株予約権の譲渡をするに

は、当社取締役会の承認を要

します。 

同左 

代用払込みに関する事項 ― ― 

組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ― ― 



第３回新株予約権(Ａ)(平成18年７月３日発行) 

株主総会の特別決議日(平成18年６月20日) 

 （注） 新株予約権１個当たりの株式数は、100株であります。 

  
事業年度末現在 

(平成19年３月31日) 
提出日の前月末現在 
(平成19年５月31日) 

新株予約権数(個) (注) 302 302 

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） ― ― 

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左 

新株予約権の目的となる株式の数(株) 30,200 30,200 

新株予約権の行使時の払込金額(円) 100(１株当たり１円) 同左 

新株予約権の行使期間 
平成20年７月４日～ 

平成22年７月３日 
同左 

新株予約権の行使により株式を発行する場合の 

株式の発行価格及び資本組入額(円) 

発行価格 1

資本組入額 1
同左 

新株予約権の行使の条件 

各新株予約権の１個当たりの

一部行使はできないものとし

ます。また権利行使は新株予

約権10個を単位としておこな

うものとします。その他の細

目については、当社と対象者

との間で締結する新株予約権

割当契約書に定めるところに

よります。 

同左 

新株予約権の譲渡に関する事項 

新株予約権の譲渡をするに

は、当社取締役会の承認を要

します。 

同左 

代用払込みに関する事項 ― ― 

組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ― ― 



第３回新株予約権(Ｂ)(平成18年７月３日発行) 

株主総会の特別決議日(平成18年６月20日) 

 （注） 新株予約権１個当たりの株式数は、100株であります。 

  
事業年度末現在 

(平成19年３月31日) 
提出日の前月末現在 
(平成19年５月31日) 

新株予約権数(個) (注) 595 595 

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） ― ― 

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左 

新株予約権の目的となる株式の数(株) 59,500 59,500 

新株予約権の行使時の払込金額(円) 100(１株当たり１円) 同左 

新株予約権の行使期間 
平成23年７月４日～ 

平成28年７月３日 
同左 

新株予約権の行使により株式を発行する場合の 

株式の発行価格及び資本組入額(円) 

発行価格 1

資本組入額 1
同左 

新株予約権の行使の条件 

各新株予約権の１個当たりの

一部行使はできないものとし

ます。また権利行使は新株予

約権10個を単位としておこな

うものとします。その他の細

目については、当社と対象者

との間で締結する新株予約権

割当契約書に定めるところに

よります。 

同左 

新株予約権の譲渡に関する事項 

新株予約権の譲渡をするに

は、当社取締役会の承認を要

します。 

同左 

代用払込みに関する事項 ― ― 

組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ― ― 



(3）【ライツプランの内容】 

 該当事項はありません。 

(4）【発行済株式総数、資本金等の推移】 

 （注）１ 平成14年６月21日開催の第101回定時株主総会決議による資本準備金2,600百万円の取崩しによる減少 

２ 新株引受権の権利行使による増加(平成15年４月１日～平成16年３月31日)及び平成15年６月20日開催の第

102回定時株主総会決議による資本準備金2,712百万円の取崩しによる減少 

３ 新株引受権の権利行使による増加(平成16年４月１日～平成17年３月31日)及び転換社債の転換による増加

(平成16年４月１日～平成17年３月31日) 

４ 新株予約権等の権利行使による増加(平成17年４月１日～平成18年３月31日)及び転換社債の転換による増加

(平成17年４月１日～平成17年９月30日) 

５ 新株予約権等の権利行使による増加(平成18年４月１日～平成19年３月31日) 

(5）【所有者別状況】 

 （注） 当事業年度末現在の自己株式は3,708,846株であり、「個人その他」欄に3,708単元及び「単元未満株式の状

況」欄に846株含まれております。当期末日現在の証券保管振替機構名義の株式は、13,500株であり「その他

の法人」欄に、13単元及び「単元未満株式の状況」欄に500株含まれております。 

なお、自己株式3,708,846株は株主名簿記載上の株式数であり、期末日現在の実質的な所有株式数は、

3,707,846株であります。 

年月日 
発行済株式 
総数増減数 
(千株) 

発行済株式 
総数残高 
(千株) 

資本金増減額

(百万円) 

資本金残高 

(百万円) 

資本準備金 
増減額 
(百万円) 

資本準備金 
残高 

(百万円) 

平成15年３月31日 

(注)１ 
― 94,019 ― 9,038 △2,600 5,012 

平成16年３月31日 

(注)２ 
1,489 95,508 161 9,200 △2,548 2,465 

平成17年３月31日 

(注)３ 
2,000 97,508 428 9,628 427 2,892 

平成18年３月31日 

(注)４ 
13,307 110,816 3,931 13,559 3,921 6,813 

平成19年３月31日 

(注)５ 
176 110,992 18 13,578 18 6,831 

  平成19年３月31日現在

区分 

株式の状況(１単元の株式数1,000株) 

単元未満 
株式の状況

(株) 
政府及び 
地方公共 
団体 

金融機関 証券会社 
その他の 
法人 

外国法人等 
個人 
その他 

計 
個人以外 個人 

株主数 

(人) 
― 50 25 89 69 2 3,739 3,974 ― 

所有株式数 

(単元) 
― 26,678 553 45,606 20,791 18 16,302 109,948 1,044,343 

所有株式数 

の割合(％) 
― 24.26 0.50 41.48 18.91 0.02 14.83 100.00 ― 



(6）【大株主の状況】 

 （注）１ 当社は、自己株式3,708千株(発行済株式総数に対する所有株式数の割合は、3.34％)を所有しております

が、上記大株主からは除いております。 

２ ロバートボッシュエル・エル・シー及びその共同保有者（プルフゼントラム ボックスベルグ ゲーエムベ

ーハー)から、平成19年１月３日現在で、18,497,000株を保有している旨の報告を受けておりますが、当社

として期末時点における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりませ

ん。ロバートボッシュエル・エル・シーは、ロバートボッシュコーポレーションからの名称変更とのことで

あります。なお、それぞれの会社の所有株式数は、次のとおりであります。 

ロバートボッシュエル・エル・シー              15,297,000株 

プルフゼントラム ボックスベルグ ゲーエムベーハー      3,200,000株 

  平成19年３月31日現在

氏名又は名称 住所 
所有株式数 
(千株) 

発行済株式 
総数に対する 
所有株式数 
の割合(％) 

トヨタ自動車株式会社 愛知県豊田市トヨタ町１ 15,495 13.96 

ロバートボッシュコーポレーション

（常任代理人ボッシュ・レックスロス

株式会社） 

2800 South 25th Avenue Broadview, 

Illinois 60153,U.S.A. 

(茨城県土浦市東中貫町５－１) 

12,597 11.34 

伊藤忠商事株式会社 東京都港区北青山２－５－１ 10,553 9.50 

日本トラスティ・サービス信託銀行株

式会社（信託口） 
東京都中央区晴海１－８－１１ 8,292 7.47 

ドイッチェバンクアーゲーフランクフ

ルト（常任代理人株式会社みすほコー

ポレート銀行兜町証券決済業務室） 

Jonghofstrasse 5/11 Frankfurt 

(東京都中央区日本橋兜町６－７) 
5,900 5.31 

いすゞ自動車株式会社 東京都品川区南大井６－２６－１ 4,648 4.18 

株式会社みずほコーポレート銀行（常

任代理人資産管理サービス信託銀行株

式会社） 

東京都千代田区丸の内１－３－３ 

 (東京都中央区晴海１－８－１２) 
3,915 3.52 

日本マスタートラスト信託銀行株式会

社（信託口） 
東京都港区浜松町２－１１－３ 3,571 3.21 

アイシン精機株式会社 愛知県刈谷市朝日町２－１ 3,133 2.82 

株式会社ブリヂストン 東京都中央区京橋１－１０－１ 2,800 2.52 

計 ― 70,906 63.88 



(7）【議決権の状況】 

①【発行済株式】 

 （注）１ 「完全議決権株式(その他)」欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式が13,000株(議決権13個)含ま

れております。 

２ 「単元未満株式」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が500株、当社所有の自己株式846株が含まれてお

ります。 

②【自己株式等】 

 （注） 株主名簿上は当社名義となっているが、実質所有していない株式が1,000株(議決権１個)あります。なお、当

該株式数は、上記「発行済株式」の「完全議決権株式(その他)」欄の普通株式に含めております。 

  平成19年３月31日現在

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容 

無議決権株式 ― ― ― 

議決権制限株式(自己株式等) ― ― ― 

議決権制限株式(その他) ― ― ― 

完全議決権株式(自己株式等) 

(自己保有株式) 

普通株式 

3,707,000 

― 
権利内容に何ら制限の無い当社に

おける標準となる株式 

完全議決権株式(その他) 
普通株式 

106,241,000 
106,241 同上 

単元未満株式 
普通株式 

1,044,343 
― 同上 

発行済株式総数 110,992,343 ― ― 

総株主の議決権 ― 106,241 ― 

  平成19年３月31日現在

所有者の氏名 
又は名称 

所有者の住所 
自己名義 
所有株式数 

(株) 

他人名義 
所有株式数 

(株) 

所有株式数 
の合計 
(株) 

発行済株式 
総数に対する
所有株式数 
の割合(％) 

(自己保有株式) 

曙ブレーキ工業㈱ 

東京都中央区日本橋小網町 

19―５ 
3,707,000 ― 3,707,000 3.33 

計 ― 3,707,000 ― 3,707,000 3.33 



(8）【ストックオプション制度の内容】 

① 平成16年６月18日開催の定時株主総会の基づくもの 

 当社は、新株予約権方式によるストックオプション制度を採用しております。当該制度は、平成13年改正旧商

法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づき、当社及び当社子会社・関連会社の取締役、監査役、執行役員及

び従業員等に対して新株予約権を無償で発行することを平成16年６月18日開催の第103回定時株主総会において

特別決議されたものであります。 

 当該制度の内容は、次のとおりであります。 

 （注）１ 新株予約権１個当たりの株式数は、1,000株であります。 

２ 新株予約権の行使時の払込金額は、平成17年８月２日に555,000円から554,000円に変更されました。また、

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額も、平成17年８月２日にそれ

ぞれ555円、278円から554円、277円に変更されました。 

決議年月日 平成16年６月18日 

割当対象者の区分及び人数 当社及び当社子会社・関連会社の取締役等  517人 

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 

株式の数 693,000株 

新株予約権の行使時の払込金額 554,000円(１株当り554円) 

新株予約権の行使期間 平成18年８月１日～平成22年７月31日 

新株予約権の行使の条件 

各新株予約権の一部行使はできないものとし、新株予約権発行時におい

て当社及び当社子会社・関連会社の取締役、監査役及び従業員であった

者は、新株予約権行使時においても当社、当社子会社又は当社の関連会

社の取締役、監査役又は従業員であることを要します。ただし、任期満

了による退任、定年退職その他正当な理由がある場合はこの限りではあ

りません。その他細目については、当社と対象者との間で締結する新株

予約権申込証兼新株予約権割当契約に定めるところによります。 

新株予約権の譲渡に関する事項 
新株予約権の相続は認めません。新株予約権を譲渡するには、取締役会

の承認を要します。 

代用払込みに関する事項  ― 

組織再編行為に伴う新株予約権の交付に

関する事項 
 ― 



② 平成17年６月22日開催の定時株主総会の基づくもの 

 当社は、新株予約権方式によるストックオプション制度を採用しております。当該制度は、旧商法第280条ノ

20及び第280条ノ21の規定に基づき、当社の取締役、監査役、執行役員及び顧問に対して新株予約権を無償で発

行することを平成17年６月22日開催の第104回定時株主総会において特別決議されたものであります。 

（平成17年７月22日取締役会決議分） 

 （注） 新株予約権１個当たりの株式数は、100株であります。 

（平成18年４月18日取締役会決議分） 

 （注） 新株予約権１個当たりの株式数は、100株であります。 

決議年月日 平成17年６月22日 

割当対象者の区分及び人数 当社の取締役、監査役、執行役員、顧問  34人 

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 

株式の数 184,000株 

新株予約権の行使時の払込金額 100円(１株当り１円) 

新株予約権の行使期間 平成17年８月１日～平成21年７月31日 

新株予約権の行使の条件 

各新株予約権１個当たりの一部行使はできないものとします。また権利

行使は新株予約権10個を単位として行うものとします。その他の細目に

ついては、当社と対象者との間で締結する新株予約権割当契約書に定め

るところによります。 

新株予約権の譲渡に関する事項 新株予約権を譲渡するには、当社取締役会の承認を要します。 

代用払込みに関する事項  ― 

組織再編行為に伴う新株予約権の交付に

関する事項 
 ― 

決議年月日 平成17年６月22日 

割当対象者の区分及び人数 当社の社外取締役 １人 

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 

株式の数 3,200株 

新株予約権の行使時の払込金額 100円(１株当り１円) 

新株予約権の行使期間 平成18年４月19日～平成22年４月18日 

新株予約権の行使の条件 

各新株予約権１個当たりの一部行使はできないものとします。また権利

行使は新株予約権10個を単位として行うものとします。その他の細目に

ついては、当社と対象者との間で締結する新株予約権割当契約書に定め

るところによります。 

新株予約権の譲渡に関する事項 新株予約権を譲渡するには、当社取締役会の承認を要します。 

代用払込みに関する事項  ― 

組織再編行為に伴う新株予約権の交付に

関する事項 
 ― 



③ 平成18年６月20日開催の定時株主総会の基づくもの 

 当社は、新株予約権方式によるストックオプション制度を採用しております。当該制度は、会社法第236条、

第238条及び第239条の規定に基づき、当社の取締役及び役付執行役員に対して新株予約権を無償で発行すること

を平成18年６月20日開催の第105回定時株主総会において特別決議されたものであります。 

（中期新株予約権） 

 （注）１ 新株予約権１個当たりの株式数は、100株であります。 

２ 当社が株式分割または株式併合を行う場合には、目的となる株式を調整します。ただし、この調整は、新株

予約権のうち当該時点で権利行使をしていない新株予約権の目的となる株式の数についてのみ行い、調整の

結果生じる１株未満の端数については、切り捨てるものとします。また、当社が他社と吸収合併もしくは新

設合併を行い新株予約権が承継される場合、当社が他社と株式交換を行い完全親会社となる場合、または当

社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、当社は目的となる株式の数を調整することができるものとしま

す。 

（長期新株予約権） 

 （注）１ 新株予約権１個当たりの株式数は、100株であります。 

２ 当社が株式分割または株式併合を行う場合には、目的となる株式を調整します。ただし、この調整は、新株

予約権のうち当該時点で権利行使をしていない新株予約権の目的となる株式の数についてのみ行い、調整の

結果生じる１株未満の端数については、切り捨てるものとします。また、当社が他社と吸収合併もしくは新

設合併を行い新株予約権が承継される場合、当社が他社と株式交換を行い完全親会社となる場合、または当

社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、当社は目的となる株式の数を調整することができるものとしま

す。 

決議年月日 平成18年６月20日 

割当対象者の区分及び人数 当社の取締役及び役付執行役員 17人 

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 

株式の数 30,200株 

新株予約権の行使時の払込金額 100円(１株当り１円) 

新株予約権の行使期間 平成20年７月４日～平成22年７月３日 

新株予約権の行使の条件 

各新株予約権１個当たりの一部行使はできないものとします。また権利

行使は新株予約権10個を単位として行うものとします。その他の細目に

ついては、当社と対象者との間で締結する新株予約権割当契約書に定め

るところによります。 

新株予約権の譲渡に関する事項 新株予約権を譲渡するには、当社取締役会の承認を要します。 

代用払込みに関する事項  ― 

組織再編行為に伴う新株予約権の交付に

関する事項 
 ― 

決議年月日 平成18年６月20日 

割当対象者の区分及び人数 当社の取締役及び役付執行役員 17人 

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 

株式の数 59,500株 

新株予約権の行使時の払込金額 100円(１株当り１円) 

新株予約権の行使期間 平成23年７月４日～平成28年７月３日 

新株予約権の行使の条件 

各新株予約権１個当たりの一部行使はできないものとします。また権利

行使は新株予約権10個を単位として行うものとします。その他の細目に

ついては、当社と対象者との間で締結する新株予約権割当契約書に定め

るところによります。 

新株予約権の譲渡に関する事項 新株予約権を譲渡するには、当社取締役会の承認を要します。 

代用払込みに関する事項 ― 

組織再編行為に伴う新株予約権の交付に

関する事項 
― 



④ 平成19年６月21日開催の定時株主総会の決議に基づくもの 

（中期新株予約権） 

 （注）１ 新株予約権１個当たりの株式数は、100株であります。 

２ 当社が株式分割または株式併合を行う場合には、目的となる株式を調整します。ただし、この調整は、新株

予約権のうち当該時点で権利行使をしていない新株予約権の目的となる株式の数についてのみ行い、調整の

結果生じる１株未満の端数については、切り捨てるものとします。また、当社が他社と吸収合併もしくは新

設合併を行い新株予約権が承継される場合、当社が他社と株式交換を行い完全親会社となる場合、または当

社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、当社は目的となる株式の数を調整することができるものとしま

す。 

（長期新株予約権） 

 （注）１ 新株予約権１個当たりの株式数は、100株であります。 

２ 当社が株式分割または株式併合を行う場合には、目的となる株式を調整します。ただし、この調整は、新株

予約権のうち当該時点で権利行使をしていない新株予約権の目的となる株式の数についてのみ行い、調整の

結果生じる１株未満の端数については、切り捨てるものとします。また、当社が他社と吸収合併もしくは新

設合併を行い新株予約権が承継される場合、当社が他社と株式交換を行い完全親会社となる場合、または当

社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、当社は目的となる株式の数を調整することができるものとしま

す。 

決議年月日 平成19年６月21日 

割当対象者の区分及び人数  当社の取締役及び役付執行役員 

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 

株式の数 44,500株 

新株予約権の行使時の払込金額 100円(１株当り１円) 

新株予約権の行使期間 
新株予約権の割当日の翌日から２年を経過した日より２年間とし、その

具体的な期間は当社取締役会において決定します。 

新株予約権の行使の条件 

各新株予約権１個当たりの一部行使はできないものとします。また、そ

の他の権利行使の条件は、当社取締役会の決議により決定されるものと

します。 

新株予約権の譲渡に関する事項 新株予約権を譲渡するには、当社取締役会の承認を要します。 

代用払込みに関する事項  ― 

組織再編行為に伴う新株予約権の交付に

関する事項 
 ― 

決議年月日 平成19年６月21日 

割当対象者の区分及び人数  当社の取締役及び役付執行役員 

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 

株式の数 82,700株 

新株予約権の行使時の払込金額 100円(１株当り１円) 

新株予約権の行使期間 
新株予約権の割当日の翌日から５年を経過した日より５年間とし、その

具体的な期間は当社取締役会において決定します。 

新株予約権の行使の条件 

各新株予約権１個当たりの一部行使はできないものとします。また、そ

の他の権利行使の条件は、当社取締役会の決議により決定されるものと

します。 

新株予約権の譲渡に関する事項  新株予約権を譲渡するには、当社取締役会の承認を要します。 

代用払込みに関する事項  ― 

組織再編行為に伴う新株予約権の交付に

関する事項 
 ― 



２【自己株式の取得等の状況】 

【株式の種類等】 旧商法第221条第６項の規定に基づく単元未満株式の買取請求による普通株式の取得及び会社法

第155条第７号に該当する普通株式の取得 

(1) 【株主総会決議による取得の状況】 

該当事項はありません。 

(2) 【取締役会決議による取得の状況】 

該当事項はありません。 

(3) 【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】 

 (注) 当期間における取得自己株式には、平成19年６月１日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取

りによる株式は含まれておりません。 

(4) 【取得自己株式の処理状況及び保有状況】 

 (注) １ 当事業年度の内訳は、新株予約権等の権利行使（株式数162,000株、処分価額の総額77,029,000円）及び単元

未満株式の売渡請求による売渡（株式数276株、処分価額の総額322,368円）であります。また、当期間は、

新株予約権の権利行使によるものであります。 

 ２ 当期間における保有自己株式数には、平成19年６月１日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式

の買取りによる株式は含まれておりません。 

区分 株式数（株） 価額の総額（円） 

 当事業年度における取得自己株式 66,571 72,187,445 

 当期間における取得自己株式数 4,771 4,742,397 

区分 

当事業年度 当期間 

株式数（株）
処分価額の総額

（円） 
株式数（株） 

処分価額の総額
（円） 

引き受ける者の募集を行った取得自己株式 ― ― ― ― 

消却の処分を行った取得自己株式 ― ― ― ― 

合併、株式交換、会社分割に係る移転を行った 

取得自己株式 
― ― ― ― 

その他 （注）１ 162,276 77,351,368 20,000 9,421,000 

保有自己株式数 3,707,846 ― 3,692,617 ― 



３【配当政策】 

 当社は、株主の皆様に対する利益還元を経営の最重要課題のひとつとして位置づけており、グローバルな視点に立

ち事業を展開し、企業価値の最大化につとめております。 

 利益配分に関しましては、安定的な配当の継続を基本に、業績及び配当性向等を総合的に勘案して株主の皆様の御

期待に応えていく所存であります。また、内部留保の充実により市場競争力及び財務体質の一層の強化をはかり、当

社グループの目標とする成長戦略を実現してまいります。  

 当社は、中間配当と期末配当の年２回の剰余金の配当を行うことを基本方針としており、これらの決定機関は、期

末配当については株主総会、中間配当については取締役会となっております。 

 なお、定款において「取締役会の決議によって、毎年９月30日を基準日として中間配当をすることができる。」旨

を定めております。 

 当事業年度の配当につきましては、上記方針に基づき、１株当たり６円（うち中間配当３円）を実施することを決

定いたしました。この結果、配当性向は19.1％となりました。  

 なお、当事業年度に係る剰余金の配当は以下のとおりであります。 

４【株価の推移】 

(1)【最近５年間の事業年度別最高・最低株価】 

 （注） 株価は東京証券取引所市場第１部におけるものであります。 

(2)【最近６月間の月別最高・最低株価】 

 （注） 株価は東京証券取引所市場第１部におけるものであります。 

決議年月日 
配当金の総額 

（百万円） 

１株当たり配当額 

（円） 

平成18年10月30日 

取締役会決議 
322 3.00 

平成19年６月21日 

定時株主総会決議 
322 3.00 

回次 第107期 第108期 第109期 第110期 第111期 

決算年月 平成15年３月 平成16年３月 平成17年３月 平成18年３月 平成19年３月 

最高(円) 259 477 696 1,315 1,393 

最低(円) 162 227 430 540 896 

月別 
平成18年 
10月 

11月 12月 
平成19年 
１月 

２月 ３月 

最高(円) 1,017 1,120 1,194 1,164 1,125 1,081 

最低(円) 933 967 1,036 1,056 992 957 



５【役員の状況】 

役名 職名 氏名 生年月日 略歴 任期 
所有株式数
(千株) 

代表取締役 会長兼社長 信 元 久 隆 昭和24年５月９日生 

昭和52年６月 当社入社 

（注）７ 784 

昭和58年６月 当社取締役 

昭和59年６月 当社常務取締役 

昭和60年６月 当社専務取締役 

昭和61年６月 当社代表取締役副社長 

平成２年６月 当社代表取締役社長 

平成６年６月 当社代表取締役会長兼社長

(現) 

平成12年４月 当社執行役員会長兼社長(現) 

代表取締役 

執行役員副社長 

経営諮問会議 

議長 

生産部門管掌 

生産技術部門 

管掌 

品質保証部門 

管掌 

調達部門管掌 

コーポレートス

タッフ部門管掌 

横 尾 俊 治 昭和21年３月８日生 

昭和43年４月 当社入社 

（注）７ 58 

平成７年６月 当社取締役 

平成10年５月 当社常務取締役 

平成12年４月 当社上席専務執行役員 

平成12年６月 当社取締役 

平成13年５月 当社執行役員副社長 

平成15年４月 当社執行役員上席副社長 

平成16年10月 当社代表取締役(現) 

平成17年４月 当社執行役員副社長(現) 

社長補佐、技術系全般(開

発、生産、品証、調達を含

む)、労務福祉管掌、株式会

社ＡＰＳ代表取締役(現) 

平成18年１月 経営諮問会議議長(現)、生産

部門管掌(現)、生産技術部門

管掌(現)、品質保証部門管掌

(現)、ＣＡＴＩプロジェクト

管掌 

平成19年１月 調達部門管掌(現) 

平成19年５月 コーポレートスタッフ部門管

掌(現) 

取締役 

執行役員副社長 

ＣＦＯ 

経営企画部門長 

ＶＣＥＴプロジ

ェクト管掌 

内部監査室管掌 

荻 野 好 正 昭和25年６月３日生 

昭和50年４月 伊藤忠商事株式会社入社 

（注）７ 12 

平成16年７月 当社入社 顧問 

平成16年12月 経理財務部門担当 

平成17年４月 当社常務執行役員 

平成17年６月 当社取締役(現) 財務経理部

門統括ＣＦＯ 

平成18年１月 センサー部門管掌、ＶＣＥＴ

プロジェクト管掌(現)、新商

品開発室管掌 

平成18年４月 当社専務執行役員 

平成19年２月 当社執行役員副社長(現) 

平成19年４月 ＣＦＯ 経営企画部門長(現) 

平成19年５月 内部監査室管掌(現) 

 



役名 職名 氏名 生年月日 略歴 任期 
所有株式数
(千株) 

取締役 
専務執行役員 

渉外担当 
西 垣 順 充 昭和24年７月２日生 

昭和47年４月 三光汽船株式会社入社 

（注）５ 63 

昭和61年１月 当社入社 国際業務本部海外

企画課主査 

平成２年６月 アムブレーキコーポレーショ

ン代表取締役社長 

平成６年２月 当社経営企画室長 

平成８年６月 当社取締役 

企画部門担当兼企画グループ

リーダー 

平成12年４月 当社常務執行役員 戦略企画

部門担当兼管理部門担当 

平成12年６月 当社取締役退任 

平成15年４月 当社専務執行役員(現) 

経営企画部門担当 

平成16年６月 当社取締役(現) 

平成18年１月 コーポレートスタッフ部門統

括 

平成18年６月 内部監査室管掌 

平成19年５月 渉外担当(現) 

取締役 

専務執行役員 

補修品営業部門 

管掌 

グローバル補修

品担当 

コーポレートス

タッフ部門管掌

補佐 

石 毛 三 知 之 昭和22年７月６日生 

昭和45年４月 当社入社 

（注）７ 44 

平成11年１月 補修品カンパニー プレジデ

ント補佐 

平成12年１月 補修品カンパニー ＣＯＯ 

平成12年４月 当社常務執行役員 

平成15年４月 当社専務待遇執行役員 

平成18年１月 当社専務執行役員(現)、補修

品営業部門管掌(現)、グロー

バル補修品担当(現) 

平成19年５月 コーポレートスタッフ部門管

掌補佐(現) 

平成19年６月 当社取締役(現) 

取締役 

専務執行役員 

産業機械・鉄道

部門管掌 

新商品開発室 

管掌 

調達部門管掌 

補佐 

後 藤 和 彦 昭和22年10月27日生 

昭和45年４月 当社入社 

（注）７ 51 

平成12年１月 商用車カンパニー ＣＯＯ 

平成12年４月 当社執行役員 

平成13年５月 当社常務行役員 

平成15年４月 当社専務執行役員(現) 

平成19年１月 産業機械・鉄道部門管掌(現) 

平成19年４月 新商品開発室管掌(現)、調達

部門管掌補佐(現) 

平成19年６月 当社取締役(現) 

取締役 
専務執行役員 

開発部門長 
工 藤 高 昭和33年３月２日生 

昭和55年４月 当社入社 

（注）７ 13 

平成16年１月 当社執行役員 

平成18年１月 開発部門長(現) 

平成18年４月 当社常務執行役員 

平成19年１月 当社専務執行役員(現) 

平成19年５月 株式会社曙ブレーキ中央技術

研究所 代表取締役社長(現) 

平成19年６月 当社取締役(現) 

取締役 

専務執行役員 

自動車営業 

部門長 

欧州事業担当 

斉 藤 剛 昭和34年11月８日生 

昭和57年４月 当社入社 

（注）７ 29 

平成13年５月 当社執行役員 

平成15年４月 当社常務執行役員 

平成18年１月 自動車営業部門長(現)、欧州

事業担当(現) 

平成19年１月 当社専務執行役員(現) 

平成19年４月 アケボノブレーキヨーロッパ

N.V. ＣＥＯ(現) 

平成19年６月 当社取締役(現) 

 



役名 職名 氏名 生年月日 略歴 任期 
所有株式数
(千株) 

社外取締役   伊 藤 邦 雄 昭和26年12月13日生 

昭和55年４月 一橋大学商学部講師 

（注）７ － 

昭和59年４月 同大学助教授 

平成４年４月 同大学教授 

平成14年８月 同大学大学院商学研究科長・

商学部長 

平成16年６月 東京海上日動火災保険株式会

社 監査役就任(現) 

平成16年12月 一橋大学副学長 

平成17年６月 当社社外取締役(現) 

平成18年12月 一橋大学大学院商学研究科 

教授(現) 

社外取締役   鶴 島 琢 夫 昭和13年２月11日生 

昭和36年９月 東京証券取引所入所 

（注）７ － 

平成２年５月 同所常任監事 

平成３年５月 同所常務理事 

平成６年５月 同所専務理事 

平成９年５月 同所副理事長 

平成13年11月 株式会社東京証券取引所 

顧問 

平成14年６月 株式会社日本証券クリアリン

グ機構 代表取締役社長 

平成16年４月 株式会社東京証券取引所 

代表取締役社長 

平成17年12月 同社 代表取締役退任  

平成19年６月 当社社外取締役(現) 

常勤監査役   石 田 明 世 昭和24年１月８日生 

昭和46年４月 伊藤忠商事株式会社入社 

（注）６ 23 

平成14年４月 当社入社 経理財務部門担当 

平成14年６月 執行役員 経理財務部門担当 

平成15年４月 常務執行役員 経理財務部門

担当 

平成16年12月 常務執行役員待遇 

平成18年６月 当社常勤監査役(現) 

常勤監査役   木 村 恵司郎 昭和26年12月24日生 

昭和49年４月 当社入社 

（注）４ 7 

平成９年２月 管理部門財務グループリーダ

ー 

平成12年２月 経理財務部門経理グループリ

ーダー 

平成15年１月 監査役室長 

平成17年６月 当社常勤監査役(現) 

 



 （注）１ 当社では、経営環境の急激な変化に迅速かつ的確に対応するため執行役員制を導入しております。 

執行役員は24名で、会長兼社長 信元久隆、副会長 桑野秀光、副社長待遇 柏木剛、副社長 横尾俊治、

副社長 荻野好正、専務執行役員 西垣順充、専務執行役員 石毛三知之、専務執行役員 後藤和彦、専務

執行役員 工藤高、専務執行役員 斉藤剛、専務執行役員 石垣吉広、専務執行役員 宇津木聡、常務執行

役員 佐藤光夫、常務執行役員 相澤義春、常務執行役員 出嶋清、常務執行役員 小林浩治、執行役員 

宮本雅弘、執行役員待遇 若林亨、執行役員 尾高成也、執行役員 溝渕末義、執行役員待遇 松本和夫、

執行役員 齋藤一巳、執行役員 宮嶋寛二、執行役員 安藤昌明で構成されております。 

２ 取締役伊藤邦雄、鶴島琢夫は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。 

３ 監査役松田秀次郎、遠藤今朝夫は、会社法第２条第16号に定める社外監査役であります。 

４ 平成17年６月22日開催の定時株主総会の終結の時から４年間 

５ 平成18年６月20日開催の定時株主総会の終結の時から２年間 

６ 平成18年６月20日開催の定時株主総会の終結の時から４年間 

７ 平成19年６月21日開催の定時株主総会の終結の時から２年間 

８ 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第２項に定める補欠監査

役１名を選出しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。 

役名 職名 氏名 生年月日 略歴 任期 
所有株式数
(千株) 

監査役   松 田 秀次郎 昭和13年４月17日生 

昭和44年４月 公認会計士登録 

（注）６ － 

平成11年10月 株式会社ティ・ワイ・オー監

査役就任(現) 

平成13年６月 株式会社花王監査役就任(非

常勤) 

平成16年６月 同社監査役退任 

平成18年６月 当社監査役(現) 

監査役   遠 藤 今朝夫 昭和26年11月28日生 

昭和58年９月 公認会計士登録 

（注）６ － 

昭和59年３月 プライスウォータハウスコン

サルタント株式会社(現ＩＢ

Ｍコンサルタント株式会社)

入社 

昭和61年３月 デロイトアンドトウシュ会計

事務所ロスアンゼルス及びニ

ューヨーク事務所勤務 

平成３年２月 米国公認会計士登録 

平成12年４月 霞が関監査法人代表社員(現) 

平成18年６月 当社監査役(現) 

              1,085 

氏名 生年月日 略歴 
所有株式数 
(千株) 

恒 石 彰 久 昭和12年１月１日生 

昭和41年８月 公認会計士登録 

－ 

昭和43年９月 等松・青木監査法人(現監査法人トーマツ)入社 

昭和58年１月 監査法人トーマツ代表社員就任 

平成９年２月 税理士登録 

平成12年３月 監査法人トーマツ退社 

平成12年４月 日本公認会計士協会入社 

平成14年６月 荏原実業株式会社監査役就任(現) 



６【コーポレート・ガバナンスの状況】 

(コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方) 

 当社は、コーポレート・ガバナンスの確立により、グローバルな視点に立った透明で公正な経営をおこない、企業

価値の最大化に努めております。そのためには、経営の透明性の向上、経営監視機能の強化、経営環境の変化に対応

できる迅速かつ適切な意思決定、適時適切な情報の公開、内部統制システムの整備及びコンプライアンス経営の遂行

が不可欠と考えております。 

 コーポレート・ガバナンスの充実は、グローバル市場での永続性のある業績の向上、さらには企業価値の向上に資

するばかりでなく、当社が重要保安部品のメーカーとして法令や企業倫理などを遵守し、すべてのステークホルダー

に対する企業の社会的責任を果たし、社会貢献をしていく上においても最も重要な課題のひとつとして取り組んでお

ります。 

(コーポレート・ガバナンスに関する施策の実施状況) 

(会社の機関の内容) 

(1) 株主総会、取締役会、各種重要会議体 

 当社は、経営のための会議体として、会社法の規定する株主総会、取締役会、監査役会に加えて、政策会議、経

営諮問会議、技術会議、執行役員会議などの重要会議体を設定しております。 

 取締役会は代表取締役を含む８名と監査役４名が出席し、原則月１回の定例取締役会を開催するほか、必要に応

じて適宜開催しております。また、社外の独立した立場からの視点を反映させて、コーポレート・ガバナンスの強

化と取締役会の機能強化及び活性化を図るため、１名の社外取締役を委嘱しております。  

 各種重要会議体についても、重要な経営課題について、十分な審議を経て迅速で適格な判断を下すため、原則月

１回開催しております。 

 なお、平成19年６月21日開催の第106回定時株主総会において、経営陣の強化を図るため、取締役を２名増員

し、取締役は10名（内、社外取締役２名）となりました。 

(2) 監査役・監査役会 

 当社は、経営者の業務執行の適正を確保していくため、監査役・監査役会、会計監査人、内部監査室の三様監査

体制を整えております。 

 当社の監査役会は、常勤監査役２名、非常勤監査役２名によって構成され、非常勤監査役が社外監査役でありま

す。また、監査役の職務を補助するため、監査役室を設置し、２名の専任のスタッフを配置しております。 

 監査役は重要な意思決定の過程及び業務の執行状況を把握するために、取締役会などの重要な経営会議に出席す

るとともに、取締役との意見交換会を持ち、当社グループの経営や業績に重大な影響を及ぼす事項などを遅滞なく

検討し、迅速な対応に努めております。 

 監査役および監査役会は、会計監査人から監査内容について、適宜、説明を受けるとともに、必要に応じて会計

監査人の監査に立ち会うなど連携をおこなっております。また、 監査体制、監査計画、監査実施状況について、

会計監査人と定期的にミーティングを実施しております。 

 監査役および監査役会と内部監査室は、それぞれの監査の実効性を高めるため、相互補完体制として、年度活動

方針の事前調整、月次報告会、監査報告書の相互配布、及び合同監査などの連携をおこなっております。 

(3) 内部監査室 

 内部監査室は、５名の専任スタッフによって構成され、グループ会社を含めた各組織の経営目標の効果的な達成

に役立つことを目的として、合法性と合理性の観点から公正かつ独立の立場で、経営諸活動の遂行状況を検討・評

価し、助言や勧告をおこなっております。 

(内部統制システム及びリスク管理体制の整備の状況) 

 当社は、平成18年５月８日開催の取締役会において、内部統制システムの構築に関する基本方針について決議して

おり、内部統制は、当社においては、リスク管理、法令等の遵守(コンプライアンス)、業務の効率化、適正な財務報

告などの目的を達成するために当社およびグループ企業の役員および従業員の行動を方向づけ、推進する仕組みであ

り、企業経営がリスクを伴うものである以上、経営管理上不可欠なものと認識しております。 

 内部統制システムは、企業価値・株主価値の維持・向上と不正の防止を目指すものであり、内部統制システムを構

築して、継続的にシステムを見直しながらその機能を高めていくことは、当社グループの目標・方針を実現して、永

続的成長を実現するために絶対不可欠なものであり、経営の根幹と考えております。 

 当社及び当社グループのコンプライアンスの考え方は、当社の理念、代表取締役社長からのメッセージ、企業行動

基準及び企業行動規範などからなる「コンプライアンス・マニュアル」を基本としております。コンプライアンス活

動を推進していくため、代表取締役社長の指示のもと、各部門長をメンバーとするコンプライアンス委員会を設置

し、ひとりひとりがコンプライアンスの考え方に則った行動をとるように、役員及び従業員の教育を行い、コンプラ

イアンス体制を整備しております。 



 また、当社の各部門及びグループ企業で管理しているリスクを統合して、リスクマネジメント体制を構築するた

め、当社グループのリスクマネジメントの推進組織として、代表取締役社長を委員長とし、各年度の全社的な重点リ

スクの所管部署の責任者及び委員長が選んだメンバーによるリスクマネジメント委員会を組成しております。 

 リスクマネジメント委員会は、取締役会で承認されたリスクマネジメントに関する目標・計画の策定とその実施、

リスクマネジメントに関する社内規程の策定、リスクマネジメント実施状況・有効性の評価、及びリスクマネジメン

トシステムに関する是正・改善対策の策定及び実施などを行います。また、同委員会は、リスクに応じた有事の際の

迅速かつ適切な情報伝達と緊急体制を整備いたします。 

(役員報酬及び監査報酬) 

 当事業年度における役員報酬及び監査報酬の内容は、以下のとおりであります。 

・役員報酬の内容 

(注)１ 上記のうち、社外役員（社外取締役及び社外監査役）に対する報酬等の総額は３名11百万円であります。

  ２ 上記のうち、監査役の報酬等の総額には、当事業年度中に役員退職慰労引当金として費用処理した７百万

 円を含んでおります。 

  ３ 上記のほか、退任取締役３名及び打ち切り支給する取締役３名の計６名に対し総額905百万円の退職慰労 

 金が支払われる予定です。 

  ４ 上記のほか、平成18年６月20日開催の第105回定時株主総会決議に基づき、役員退職慰労金を下記のとお 

 り支給しております。 

  退任監査役 ２名 53百万円 

・監査報酬の内容 

公認会計士法第２条第１項に規定する業務に基づく報酬  44百万円 

上記以外の業務に基づく報酬              23百万円 

(社外取締役及び社外監査役との関係) 

 当社における社外取締役は１名であり、社外監査役は２名であります。当該社外取締役に対して、平成17年６月22

日開催の第104回定時株主総会の決議に基づき、ストックオプションとして新株予約権32個(3,200株)を無償で発行し

ております。上記以外に社外取締役及び社外監査役との間に、人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関

係はありません。 

 なお、平成19年６月21日開催の第106回定時株主総会において、社外取締役を１名増員しております。 

(会計監査) 

 当社は、会社法に基づく会計監査人及び証券取引法に基づく会計監査に監査法人トーマツを起用しております。当

事業年度において業務を執行した公認会計士の氏名及び継続監査年数、監査業務に関わる補助者の構成については下

記のとおりであります。 

・業務を執行した公認会計士の氏名 

指定社員 業務執行社員  小川 陽一郎(継続監査年数２年) 

指定社員 業務執行社員  石塚 雅博 (継続監査年数２年) 

指定社員 業務執行社員  久世 浩一 (継続監査年数２年) 

・会計監査業務に関わる補助者の構成 

公認会計士 ８名 

会計士補等 ４名 

その他   ２名 

区分 人数 報酬等の総額 

取締役 ８人 261百万円 

監査役 ４人 46百万円 

合計 12人 306百万円 



(責任限定契約の内容の概要) 

 当社と社外取締役及び社外監査役は、会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の損害賠償責任を

限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、社外取締役は１百万円または法令が

定める額のいずれか高い額、社外監査役は１百万円または法令が定める額のいずれか高い額としております。なお、

当該責任限定が認められるのは、当該社外取締役または社外監査役が責任の原因となった職務の遂行について善意か

つ重大な過失がないときに限られます。 

(取締役の定数) 

 当社の取締役は12名以内とする旨定款に定めております。 

(取締役の選任及び解任の決議要件) 

 当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が

出席し、その議決権の過半数をもって行う旨定款に定めております。 

 また、解任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、そ

の議決権の３分の２以上をもって行う旨定款に定めております。 

(株主総会の特別決議要件) 

 当社は、会社法第309条第２項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の

議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の３分の２以上をもって行う旨定款に定めております。こ

れは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするも

のであります。 

(自己株式の取得) 

 当社は、会社法第165条第２項の規定に基づき、取締役会の決議によって市場取引等により自己株式の取得をする

ことができる旨定款に定めております。これは、機動的な資本政策を遂行できるようにするためであります。 

(その他) 

 当社は、社外の弁護士より、適宜、経営および法務に関する指導、助言をいただいております。また、会計監査人

とは別に、社外の公認会計士に、適宜、経営および会計に関する指導、助言をいただいております。 

 また、当社の企業活動や財務情報については、迅速で正確な開示につとめております。日頃のＩＲ活動を充実する

とともに、定時株主総会後に、株主の方々に当社の近況を御報告し、直接意見を交換して、当社への理解を深めてい

ただいております。 

(会社の機関・内部統制の関係図) 



第５【経理の状況】 

１ 連結財務諸表及び財務諸表の作成方法について 

(1) 当社の連結財務諸表は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和51年大蔵省令第28号。

以下「連結財務諸表規則」という。)に基づいて作成しております。 

 なお、前連結会計年度（平成17年４月１日から平成18年３月31日まで）は、改正前の連結財務諸表規則に基づ

き、当連結会計年度（平成18年４月１日から平成19年３月31日まで）は、改正後の連結財務諸表規則に基づいて作

成しております。 

(2) 当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下

「財務諸表等規則」という。)に基づいて作成しております。 

 なお、前事業年度（平成17年４月１日から平成18年３月31日まで）は、改正前の財務諸表等規則に基づき、当事

業年度（平成18年４月１日から平成19年３月31日まで）は、改正後の財務諸表等規則に基づいて作成しておりま

す。 

(3) 当連結会計年度及び当事業年度より、当社の連結財務諸表及び財務諸表に掲記される科目その他の事項の金額に

ついては、百万円未満の金額を、それぞれ四捨五入しております。 

２ 監査証明について 

 当社は、証券取引法第193条の２の規定に基づき、前連結会計年度(平成17年４月１日から平成18年３月31日まで)

及び前事業年度(平成17年４月１日から平成18年３月31日まで)並びに当連結会計年度(平成18年４月１日から平成19

年３月31日まで)及び当事業年度(平成18年４月１日から平成19年３月31日まで)の連結財務諸表及び財務諸表につい

て、監査法人トーマツにより監査を受けております。 



１【連結財務諸表等】 

(1）【連結財務諸表】 

①【連結貸借対照表】 

    
前連結会計年度 

（平成18年３月31日） 
当連結会計年度 

（平成19年３月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（百万円） 
構成比 
（％） 

金額（百万円） 
構成比 
（％） 

（資産の部）               

Ⅰ 流動資産               

１ 現金及び預金     5,120     3,592   

２ 受取手形及び売掛金 ※4,8   25,480     29,518   

３ たな卸資産 ※４   8,469     10,809   

４ 未収入金     4,701     3,829   

５ 繰延税金資産     1,923     1,899   

６ その他     2,207     807   

貸倒引当金     △214     △8   

流動資産合計     47,686 31.8   50,447 32.4 

Ⅱ 固定資産               

(1) 有形固定資産               

１ 建物及び構築物 ※４ 43,420     43,220     

減価償却累計額   24,106 19,314   25,090 18,130   

２ 機械装置及び運搬具 ※４ 124,734     127,168     

減価償却累計額   91,051 33,683   96,401 30,767   

３ 土地 ※4,5   22,118     22,340   

４ 建設仮勘定     2,084     5,768   

５ その他   22,857     23,307     

減価償却累計額   20,129 2,728   20,587 2,720   

有形固定資産合計     79,927 53.2   79,725 51.2 

(2) 無形固定資産               

１ 連結調整勘定     928     －   

２ のれん     －     744   

３ その他     4,125     5,458   

無形固定資産合計     5,053 3.4   6,201 4.0 

(3) 投資その他の資産               

１ 投資有価証券 ※２   8,893     10,849   

２ 繰延税金資産     7,156     6,380   

３ その他     1,496     2,061   

貸倒引当金     △113     △85   

投資その他の資産合計     17,432 11.6   19,206 12.4 

固定資産合計     102,412 68.2   105,132 67.6 

Ⅲ 繰延資産               

１ 社債発行費     7     2   

２ 開業費     1     0   

繰延資産合計     8 0.0   2 0.0 

資産合計     150,106 100.0   155,580 100.0 

      
 



    
前連結会計年度 

（平成18年３月31日） 
当連結会計年度 

（平成19年３月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（百万円） 
構成比 
（％） 

金額（百万円） 
構成比 
（％） 

（負債の部）               

Ⅰ 流動負債               

１ 支払手形及び買掛金 ※８   19,920     21,751   

２ 短期借入金 ※4,6   13,280     9,465   

３ 一年以内に返済予定の 
長期借入金 

※４   8,500     6,666   

４ 一年以内に償還予定の 
社債 

    400     3,100   

５ 未払法人税等     3,046     1,089   

６ 未払費用     6,531     6,481   

７ 賞与引当金     2,199     2,368   

８ その他 ※４   4,600     4,599   

流動負債合計     58,476 39.0   55,519 35.7 

Ⅱ 固定負債               

１ 社債     3,600     500   

２ 長期借入金 ※４   11,643     18,479   

３ 長期未払金 ※４   4,910     3,221   

４ 退職給付引当金     17,165     16,536   

５ 役員退職慰労引当金     960     903   

６ 繰延税金負債     3,184     3,158   

７ 再評価に係る繰延税金 
負債 

※５   3,890     4,450   

８ その他     1,070     554   

固定負債合計     46,422 30.9   47,800 30.7 

負債合計     104,898 69.9   103,318 66.4 

（少数株主持分）               

少数株主持分     4,199 2.8   － － 

（資本の部）               

Ⅰ 資本金     13,559 9.0   － － 

Ⅱ 資本剰余金     7,912 5.3   － － 

Ⅲ 利益剰余金     12,878 8.6   － － 

Ⅳ 土地再評価差額金 ※５   5,835 3.9   － － 

Ⅴ その他有価証券評価差額金     2,812 1.9   － － 

Ⅵ 為替換算調整勘定     523 0.3   － － 

Ⅶ 自己株式 ※７   △2,510 △1.7   － － 

資本合計     41,009 27.3   － － 

負債、少数株主持分 
及び資本合計 

    150,106 100.0   － － 

      
 



    
前連結会計年度 

（平成18年３月31日） 
当連結会計年度 

（平成19年３月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（百万円） 
構成比 
（％） 

金額（百万円） 
構成比 
（％） 

（純資産の部）               

Ⅰ 株主資本               

１ 資本金     － －   13,578 8.7 

２ 資本剰余金     － －   7,900 5.1 

３ 利益剰余金     － －   18,545 11.9 

４ 自己株式     － －   △2,479 △1.6 

株主資本合計     － －   37,544 24.1 

Ⅱ 評価・換算差額等               

１ その他有価証券評価差額
金 

    － －   3,351 2.2 

２ 繰延ヘッジ損益     － －   △1 △0.0 

３ 土地再評価差額金 ※５   － －   5,276 3.4 

４ 為替換算調整勘定     － －   1,130 0.7 

評価・換算差額等合計     － －   9,756 6.3 

Ⅲ 新株予約権     － －   90 0.1 

Ⅳ 少数株主持分     － －   4,872 3.1 

純資産合計     － －   52,262 33.6 

負債純資産合計     － －   155,580 100.0 

      



②【連結損益計算書】 

    
前連結会計年度 

（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（百万円） 
百分比 
（％） 

金額（百万円） 
百分比 
（％） 

Ⅰ 売上高   142,260 100.0 173,159 100.0 

Ⅱ 売上原価 ※４ 111,407 78.3 138,011 79.7

売上総利益   30,853 21.7 35,148 20.3

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※1,4   

１ 荷造運送費   2,552 －   

２ 従業員給料   4,918 －   

３ 従業員賞与   780 －   

４ 従業員賞与引当金繰入額   520 －   

５ 退職給付費用   326 －   

６ 減価償却費   529 －   

７ 試験研究費・委託研究費   251 －   

８ その他   9,247 19,123 13.5 － 21,273 12.3

営業利益   11,730 8.2 13,875 8.0

Ⅳ 営業外収益     

１ 受取利息   9 182   

２ 受取配当金   156 122   

３ 持分法による投資利益   828 10   

４ 消費税差額   － 112   

５ 連結調整勘定償却額   5 －   

６ 雑収入   498 1,496 1.1 311 737 0.4

Ⅴ 営業外費用     

１ 支払利息   903 1,259   

２ 製品補償費   421 333   

３ 減価償却費   224 270   

４ 雑支出   653 2,201 1.5 593 2,455 1.4

経常利益   11,025 7.8 12,157 7.0

Ⅵ 特別利益     

１ 固定資産売却益 ※２ 5 4   

２ 投資有価証券売却益   204 670   

３ 関係会社株式売却益   52 2   

４ 在外子会社における収益
計上基準変更に伴う利益 

  219 －   

５ その他 ※６ 86 566 0.3 44 720 0.4

      
 



    
前連結会計年度 

（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（百万円） 
百分比 
（％） 

金額（百万円） 
百分比 
（％） 

Ⅶ 特別損失     

１ 固定資産売廃却損 ※３ 446 447   

２ 減損損失 ※５ 1,936 227   

３ 本店建替関連損失   － 183   

４ 役員退職慰労引当金繰入
額 

  171 －   

５ 貸倒引当金繰入額   179 －   

６ 退職給付費用   645 －   

７ たな卸資産廃却損   156 －   

８ その他 ※７ 746 4,279 3.0 231 1,088 0.6

税金等調整前当期純利益   7,312 5.1 11,789 6.8

法人税、住民税及び事業
税 

  2,703 3,923   

法人税等調整額   △1,566 1,137 0.8 562 4,485 2.6

少数株主利益   318 0.2 673 0.4

当期純利益   5,857 4.1 6,631 3.8

      



③【連結剰余金計算書及び連結株主資本等変動計算書】 

連結剰余金計算書 

   
前連結会計年度 

(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

区分 
注記 
番号 

金額(百万円) 

(資本剰余金の部)  

Ⅰ 資本剰余金期首残高  4,077 

Ⅱ 資本剰余金増加高  

１ 転換社債の転換による増
加高 

 3,868 

２ 新株予約権等の行使によ
る増加高 

 53 3,921

Ⅲ 資本剰余金減少高  

自己株式処分差損  86 86 

Ⅳ 資本剰余金期末残高  7,912 

(利益剰余金の部)  

Ⅰ 利益剰余金期首残高  7,274 

Ⅱ 利益剰余金増加高  

１ 当期純利益  5,857 

２ 持分法適用会社増加によ
る利益剰余金増加高 

 325 

３ 土地再評価差額金取崩額  6 6,188

Ⅲ 利益剰余金減少高  

１ 配当金  583 

２ その他  1 584 

Ⅳ 利益剰余金期末残高  12,878 

       



連結株主資本等変動計算書 

当連結会計年度（自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日） 

（注）１ 新株予約権等の行使によるものであります。 

２ 平成18年６月定時株主総会における利益処分項目は、配当金642百万円であります。 

  
株主資本 

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計 

平成18年３月31日 残高 
（百万円） 

13,559 7,912 12,878 △2,510 31,839

連結会計年度中の変動額     

新株の発行（注）１ 18 18   37

平成18年６月定時株主総会にお
ける利益処分項目（注）２ 

  △642   △642

剰余金の配当   △322   △322

当期純利益   6,631   6,631

自己株式の取得   △77 △77

自己株式の処分   △30 108 77

株主資本以外の項目の連結会計
年度中の変動額（純額） 

    

連結会計年度中の変動額合計 
（百万円） 

18 △12 5,667 31 5,704

平成19年３月31日 残高 
（百万円） 

13,578 7,900 18,545 △2,479 37,544

  

評価・換算差額等 

新株予約権 
少数株主 
持分 

純資産合計その他 
有価証券 

評価差額金 

繰延ヘッジ
損益 

土地再評価
差額金 

為替換算 
調整勘定 

評価・換算
差額等合計

平成18年３月31日 残高 
（百万円） 

2,812 － 5,835 523 9,170 － 4,199 45,208

連結会計年度中の変動額         

新株の発行（注）１         37

平成18年６月定時株主総会にお
ける利益処分項目（注）２ 

        △642

剰余金の配当         △322

当期純利益         6,631

自己株式の取得         △77

自己株式の処分         77

株主資本以外の項目の連結会計
年度中の変動額（純額） 

539 △1 △560 608 587 90 673 1,350

連結会計年度中の変動額合計 
（百万円） 

539 △1 △560 608 587 90 673 7,054

平成19年３月31日 残高 
（百万円） 

3,351 △1 5,276 1,130 9,756 90 4,872 52,262



④【連結キャッシュ・フロー計算書】 

  
前連結会計年度 

(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

区分 
注記 
番号 

金額（百万円） 金額（百万円） 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー 

税金等調整前当期純利益 7,312 11,789

減価償却費 7,622 9,284

減損損失 1,936 227

有形固定資産売廃却損益 425 443

貸倒引当金の増加（△は減少）額 151 △232

退職給付引当金の増加（△は減少）額 97 △1,300

受取利息及び受取配当金 △165 △303

持分法による投資利益 △828 △10

支払利息 903 1,259

投資有価証券売却損益 △204 △670

売上債権の減少（△は増加）額 509 △3,736

たな卸資産の増加額 △146 △2,154

仕入債務の増加（△は減少）額 △2,902 905

その他 △1,159 2,429

小計 13,551 17,932

利息及び配当金の受取額 165 305

利息の支払額 △920 △1,236

法人税等の支払額 △637 △6,162

営業活動によるキャッシュ・フロー 12,159 10,839

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー 

有形固定資産の取得による支出 △5,709 △7,091

有形固定資産の売却による収入 270 99

無形固定資産の取得による支出 △2,509 △1,795

投資有価証券の取得による支出 － △1,386

投資有価証券の売却による収入 262 975

関係会社株式の取得による支出 △4,174 －

その他 △17 62

投資活動によるキャッシュ・フロー △11,877 △9,136

 



  
前連結会計年度 

(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

区分 
注記 
番号 

金額（百万円） 金額（百万円） 

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー 

短期借入金純増減額 2,695 △4,065

長期借入れによる収入 8,000 13,603

長期借入金の返済による支出 △7,233 △8,705

ファイナンス・リース債務の返済による支出 － △2,686

社債発行による収入 1,000 －

社債償還による支出 △4,858 △400

株式の発行による収入 107 37

配当金の支払額 △582 △961

少数株主への配当金の支払額 － △132

自己株式純増減額 △2,498 0

その他 127 5

財務活動によるキャッシュ・フロー △3,242 △3,305

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 185 31

Ⅴ 現金及び現金同等物の減少額  △2,775 △1,571

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高 7,437 5,108

Ⅶ 新規連結子会社の現金及び現金同等物の期首残高 446 －

Ⅷ 現金及び現金同等物の期末残高 5,108 3,537

       



連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

項目 
前連結会計年度 

（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

１ 連結の範囲に関する事項 (イ)連結子会社の数  33社 

 主要な連結子会社名は、「第１企業

の概況 ４関係会社の状況」に記載し

ているため省略した。 

 なお、持分法適用関連会社であった

山陽ブレーキ工業㈱(現曙ブレーキ山陽

製造㈱)が平成17年４月１日に連結子会

社であった山陽ハイドリック工業㈱を

吸収合併したため、新たに連結の範囲

に含めている。また、北米において

は、平成17年８月31日にアムブレーキ

コーポレーション他２社の持分法適用

関連会社の株式を追加取得し完全子会

社化したため、新たに連結の範囲に含

めている。インドネシアにおいては、

持分法適用関連会社であったピーティ

ートゥリダールマヴィセサの株式を追

加取得したため、新たに連結の範囲に

含めている。 

 以上の結果、当連結会計年度におい

ては、株式の取得等により新たに５社

を連結の範囲に含めるとともに、合併

に伴い１社を連結の範囲から除外して

いる。 

(イ)連結子会社の数  32社 

 主要な連結子会社名は、「第１企業

の概況 ４関係会社の状況」に記載し

ているため省略しております。 

 なお、新たにアケボノブレーキタイ

ランドCO.,LTD.及びアケボノアドバン

スドエンジニアリングLTD.他１社を設

立し、新たに連結の範囲に含めており

ます。 

 また、曙エンジニアリング㈱は当社

に、曙ブレーキ館林製造㈱は曙ブレー

キ福島製造㈱にそれぞれ吸収合併さ

れ、他２社は清算結了したため連結の

範囲から除外しております。 

 以上の結果、当連結会計年度におい

ては、新たに３社を連結の範囲に含め

るとともに、４社を連結の範囲から除

外しております。 

  (ロ)非連結子会社の数 －社 (ロ)非連結子会社の数 －社 

２ 持分法の適用に関する事

項 

(イ)持分法を適用した関連会社数 １社 

会社等の名称 

・大和産業㈱ 

 大和産業㈱は、当期純損益及び利益

剰余金等に及ぼす影響が増したため、

当連結会計年度より持分法を適用して

いる。 

(イ)持分法を適用した関連会社数 １社 

持分法適用関連会社の名称 

・大和産業㈱ 

  (ロ)持分法を適用しない非連結子会社及

び関連会社のうち主要な会社の名称 

・トーワ金属㈱ 

他２社 

(ロ)持分法を適用しない非連結子会社及

び関連会社のうち主要な会社の名称 

・トーワ金属㈱ 

他１社 

   持分法を適用しない理由 

 持分法非適用会社３社は、それぞれ当

期純損益及び利益剰余金等に及ぼす影響

が軽微であり、かつ全体としても重要性

がないため、持分法を適用していない。 

 持分法を適用しない理由 

 持分法非適用会社２社は、それぞれ当

期純損益及び利益剰余金等に及ぼす影響

が軽微であり、かつ全体としても重要性

がないため、持分法を適用しておりませ

ん。 

  (ハ)持分法適用会社のうち、決算日が異

なる会社については、当該会社の事業年

度に係る財務諸表を使用している。 

(ハ)持分法適用会社のうち、決算日が異

なる会社については、当該会社の事業年

度に係る財務諸表を使用しております。 

 



項目 
前連結会計年度 

（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

３ 連結子会社の事業年度等

に関する事項 

 アケボノコーポレーション(ノースアメ

リカ)他在外連結子会社12社の決算日は12

月31日であり、連結財務諸表の作成にあ

たっては、同日現在の財務諸表を基礎と

し、連結決算日との間に生じた重要な取

引については、連結上必要な調整を行っ

ている。 

 アケボノコーポレーション(ノースアメ

リカ)他在外連結子会社11社の決算日は12

月31日であり、連結財務諸表の作成にあ

たっては、同日現在の財務諸表を基礎と

し、連結決算日との間に生じた重要な取

引については、連結上必要な調整を行っ

ております。 

４ 会計処理基準に関する事

項 

   

(1) 重要な資産の評価基準

及び評価方法 

(a) 有価証券 

その他有価証券 

時価のあるもの……決算日前１ヶ月

の市場価格等の

平均価格に基づ

く時価法 

(評価差額は、全

部資本直入法に

より処理し、売

却原価は、移動

平均法により算

定) 

(a) 有価証券 

その他有価証券 

時価のあるもの……決算日前１ヶ月

の市場価格等の

平均価格に基づ

く時価法 

(評価差額は、全

部純資産直入法

により処理し、

売却原価は、移

動平均法により

算定) 

  時価のないもの……移動平均法によ

る原価法 

時価のないもの……同左 

  (b) デリバティブ 

時価法 

(b) デリバティブ 

同左 

  (c) たな卸資産 

提出会社……製品は、総平均法によ

る原価法 

仕掛品は、総平均法に

よる原価法 

原材料及び貯蔵品は、

終仕入法による原価

法 

(c) たな卸資産 

提出会社……同左 

  連結子会社…国内子会社は原則とし

て提出会社と同一であ

るが、在外子会社は、

主に先入先出法による

低価法 

連結子会社…国内子会社は原則とし

て提出会社と同一であ

りますが、在外子会社

は、主に先入先出法に

よる低価法 

 



項目 
前連結会計年度 

（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

(2) 重要な減価償却資産の

減価償却の方法 

(d) 有形固定資産 

提出会社……主として定率法 

(ただし平成10年４月１

日以降に取得した建物

(建物附属設備は除く)

は、定額法を採用して

いる。) 

(d) 有形固定資産 

提出会社……主として定率法 

(ただし平成10年４月１

日以降に取得した建物

(建物附属設備は除く)

は、定額法を採用して

おります。) 

  連結子会社…主として定率法によっ

ている(ただし平成10年

４月１日以降に取得し

た建物(建物附属設備は

除く)は、定額法を採用

している。)が、一部子

会社は定額法によって

いる。 

 なお、主な耐用年数は以下のとお

りである。 

建物及び構築物   ３～60年 

機械装置及び運搬具 ２～12年 

連結子会社…主として定率法によっ

ております(ただし平成

10年４月１日以降に取

得した建物(建物附属設

備は除く)は、定額法を

採用しております。)

が、一部子会社は定額

法によっております。 

 なお、主な耐用年数は以下のとお

りであります。 

建物及び構築物   ３～60年 

機械装置及び運搬具 ２～15年 

  (e) 無形固定資産 

 定額法 

 なお、ソフトウェア(自社利用分)に

ついては、社内における利用可能期間

(５年)に基づく定額法 

(e) 無形固定資産 

同左 

(3) 重要な繰延資産の処理

方法 

(f) 社債発行費 

３年間で毎期均等償却 

(f) 社債発行費 

同左 

  (g) 開業費 

５年間で毎期均等償却 

(g) 開業費 

同左 

  (h) 新株発行費 

支出時に全額費用として処理 

(h) 株式交付費 

同左 

(4) 重要な引当金の計上基

準 

(i) 賞与引当金 

 従業員に対して支給する賞与の見込

額のうち当連結会計年度の末日におい

て負担すべき見積額を計上している。 

(i) 賞与引当金 

 従業員に対して支給する賞与の見込

額のうち当連結会計年度の末日におい

て負担すべき見積額を計上しておりま

す。 

 



項目 
前連結会計年度 

（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

  (j) 退職給付引当金 

 従業員の退職給付に備えるため、当

連結会計年度末における退職給付債務

及び年金資産の見込額に基づき、当連

結会計年度の末日において発生してい

ると認められる額を計上している。 

 過去勤務債務は、その発生時の従業

員の平均残存勤務期間以内の一定の年

数(５年)で定額法により費用処理して

いる。 

 数理計算上の差異は、その発生時の

従業員の平均残存勤務期間以内の一定

の年数(14～15年)で定額法により翌連

結会計年度から費用処理している。 

(j) 退職給付引当金 

 従業員の退職給付に備えるため、当

連結会計年度末における退職給付債務

及び年金資産の見込額に基づき、当連

結会計年度の末日において発生してい

ると認められる額を計上しておりま

す。 

 過去勤務債務は、その発生時の従業

員の平均残存勤務期間以内の一定の年

数(５年)で定額法により費用処理して

おります。 

 数理計算上の差異は、その発生時の

従業員の平均残存勤務期間以内の一定

の年数(14～15年)で定額法により翌連

結会計年度から費用処理しておりま

す。 

  (k) 貸倒引当金 

 債権の貸倒れによる損失に備えるた

め一般債権については貸倒実績率によ

り、貸倒懸念債権等特定の債権につい

ては個別に回収可能性を検討し、回収

不能見込額を計上している。 

(k) 貸倒引当金 

 債権の貸倒れによる損失に備えるた

め一般債権については貸倒実績率によ

り、貸倒懸念債権等特定の債権につい

ては個別に回収可能性を検討し、回収

不能見込額を計上しております。 

  (l) 役員退職慰労引当金 

 取締役及び監査役の退職慰労金の支

給に備えるため、内規に基づく連結会

計年度末要支給額を役員退職慰労引当

金として計上している。 

 ただし、提出会社の取締役の退職慰

労金は、平成17年４月１日以降の新規

加算を停止している。 

(l) 役員退職慰労引当金 

 取締役及び監査役の退職慰労金の支

給に備えるため、内規に基づく連結会

計年度末要支給額を役員退職慰労引当

金として計上しております。 

 ただし、提出会社の取締役の退職慰

労金は、平成17年４月１日以降の新規

加算を停止しております。 

(5) 重要な外貨建の資産又

は負債の本邦通貨への

換算の基準 

(m) 重要な外貨建の資産又は負債の本邦

通貨への換算の基準 

 外貨建金銭債権債務は、連結決算日

の直物為替相場により円貨に換算し、

換算差額は損益として処理している。

なお、在外子会社等の資産及び負債

は、在外子会社の決算日の直物為替相

場により円貨に換算し、収益及び費用

は在外子会社の会計期間に基づく期中

平均相場により円貨に換算し、換算差

額は少数株主持分及び資本の部におけ

る為替換算調整勘定に含めている。 

(m) 重要な外貨建の資産又は負債の本邦

通貨への換算の基準 

 外貨建金銭債権債務は、連結決算日

の直物為替相場により円貨に換算し、

換算差額は損益として処理しておりま

す。なお、在外子会社の資産及び負債

は、在外子会社の決算日の直物為替相

場により円貨に換算し、収益及び費用

は在外子会社の会計期間に基づく期中

平均相場により円貨に換算し、換算差

額は純資産の部における為替換算調整

勘定及び少数株主持分に含めて計上し

ております。 

 



項目 
前連結会計年度 

（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

(6) 重要なリース取引の処

理方法 

(n) 重要なリース取引の処理方法 

 リース物件の所有権が借主に移転す

ると認められるもの以外のファイナン

ス・リース取引については、通常の賃

貸借取引に係る方法に準じた会計処理

によっている。 

 ただし、在外子会社等については、

一部売買処理によっている。 

(n) 重要なリース取引の処理方法 

 リース物件の所有権が借主に移転す

ると認められるもの以外のファイナン

ス・リース取引については、通常の賃

貸借取引に係る方法に準じた会計処理

によっております。 

 ただし、在外子会社については、一

部売買処理によっております。 

(7) 重要なヘッジ会計の方

法 

(o) 重要なヘッジ会計の方法 

①ヘッジ会計の方法 

 金利スワップ、金利オプション及び

通貨オプションに関しては、繰延ヘッ

ジ処理を採用している。なお、金利ス

ワップについては特例処理の要件を満

たしている場合は特例処理を採用して

いる。また、為替予約については原則

的な処理方法を採用している。 

(o) 重要なヘッジ会計の方法 

①ヘッジ会計の方法 

 金利スワップ、金利オプション及び

通貨オプションに関しては、繰延ヘッ

ジ処理を採用しております。なお、金

利スワップについては特例処理の要件

を満たしている場合は特例処理を採用

しております。また、為替予約につい

ては原則的な処理方法を採用しており

ます。 

  ②ヘッジ手段とヘッジ対象 

 当連結会計年度にヘッジ会計を適用

したヘッジ手段とヘッジ対象は以下の

とおりである。 

ａ ヘッジ手段…為替予約 

ヘッジ対象…外貨建資産・負債 

ｂ ヘッジ手段…金利スワップ 

ヘッジ対象…借入金利息 

ｃ ヘッジ手段…金利オプション 

ヘッジ対象…借入金利息 

ｄ ヘッジ手段…通貨オプション 

ヘッジ対象…外貨建資産・負債 

②ヘッジ手段とヘッジ対象 

ａ ヘッジ手段…為替予約、 

        通貨オプション 

ヘッジ対象…外貨建資産・負債 

ｂ ヘッジ手段…金利スワップ、 

        金利オプション 

ヘッジ対象…借入金利息 

  ③ヘッジ方針 

 当社グループは、デリバティブ取引

に関し「社内規定」に従い、将来の為

替変動リスク及び金利変動リスク回避

のためにヘッジをおこなっている。 

③ヘッジ方針 

 当社グループは、デリバティブ取引

に関し「社内規定」に従い、将来の為

替変動リスク及び金利変動リスク回避

のためにヘッジをおこなっておりま

す。 

  ④ヘッジ有効性の評価 

 ヘッジ対象のキャッシュ・フロー変

動の累計又は相場変動とヘッジ手段の

キャッシュ・フロー変動の累計又は変

動相場を四半期ごとに比較し、両者の

変動額等を基礎にして、ヘッジ有効性

を評価している。ただし、特例処理に

よっている金利スワップについては、

有効性の評価を省略している。 

④ヘッジ有効性の評価 

 ヘッジ対象のキャッシュ・フロー変

動の累計又は相場変動とヘッジ手段の

キャッシュ・フロー変動の累計又は変

動相場を四半期ごとに比較し、両者の

変動額等を基礎にして、ヘッジ有効性

を評価しております。ただし、特例処

理によっている金利スワップについて

は、有効性の評価を省略しておりま

す。 

 



項目 
前連結会計年度 

（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

(8) その他連結財務諸表作

成のための重要な事項 

(p) 消費税等の会計処理 

 消費税及び地方消費税の会計処理

は、税抜方式によっており、控除対象

外消費税及び地方消費税は、長期前払

費用として計上し、法人税法の規定す

る期間にわたり償却している。 

(p) 消費税等の会計処理 

 消費税及び地方消費税の会計処理

は、税抜方式によっております。 

  (q) 連結納税制度の適用 

 当連結会計年度より連結納税制度を

適用している。 

(q) 連結納税制度の適用 

 連結納税制度を適用しております。 

５ 連結子会社の資産及び負

債の評価に関する事項 

 連結子会社の資産及び負債の評価方法

は、全面時価評価法を採用している。 

 連結子会社の資産及び負債の評価方法

は、全面時価評価法を採用しておりま

す。 

６ 連結調整勘定の償却に関

する事項 

 連結調整勘定の償却については、５年

間の均等償却を行っている。 

────── 

７ のれん及び負ののれんの

償却に関する事項 

──────  のれん及び負ののれんの償却について

は、５年間の定額法により償却を行って

おります。 

８ 利益処分項目等の取扱い

に関する事項 

 連結剰余金計算書は、連結会社の利益

処分について連結会計年度中に確定した

利益処分に基づいて作成されている。 

────── 

９ 連結キャッシュ・フロー

計算書における資金の範

囲 

 連結キャッシュ・フロー計算書におけ

る資金(現金及び現金同等物)は、手許現

金、随時引き出し可能な預金及び容易に

換金可能であり、かつ、価値の変動につ

いて僅少なリスクしか負わない取得日か

ら３ヶ月以内に償還期限の到来する短期

投資からなる。 

 連結キャッシュ・フロー計算書におけ

る資金(現金及び現金同等物)は、手許現

金、随時引き出し可能な預金及び容易に

換金可能であり、かつ、価値の変動につ

いて僅少なリスクしか負わない取得日か

ら３ヶ月以内に償還期限の到来する短期

投資からなっております。 



（会計処理の変更） 

前連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

（固定資産の減損会計） 

 当連結会計年度より固定資産の減損に係る会計基準

（「固定資産の減損に係る会計基準の設定に関する意見

書」(企業会計審議会 平成14年８月９日)）及び「固定

資産の減損に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適

用指針第６号 平成15年10月31日)を適用している。これ

により営業利益は０百万円、経常利益は８百万円それぞ

れ増加し、税金等調整前当期純利益は488百万円減少して

いる。なお、セグメント情報に与える影響については、

当該箇所に記載している。また、減損損失累計額につい

ては、改正後の連結財務諸表規則に基づき各資産の金額

から直接控除している。 

────── 

（ヘッジ会計の方法） 

 従来、為替予約については、振当処理の要件を満たし

ている場合には振当処理をおこなっていたが、為替リス

クの評価及び為替予約に関する管理体制を見直したこと

を契機に、ヘッジ会計の適用方法を再検討したことに伴

い、当連結会計年度より原則的処理方法、すなわち、ヘ

ッジ手段である為替予約を時価評価し評価差額を損益と

して処理する方法に変更している。なお、この変更に伴

う影響額は軽微である。 

────── 

（たな卸資産の評価方法） 

 仕掛品の評価基準及び評価方法については、従来、先

入先出法による原価法によっていたが、基幹システムの

見直しに着手したことを契機に、より生産工程に適合し

た期間損益計算をおこなうため、当連結会計年度より総

平均法による原価法に変更している。なお、この変更に

伴う影響は軽微である。 

────── 

（収益計上基準） 

 当連結会計年度より連結子会社となったアムブレーキ

コーポレーションでは、金型に係る売上計上基準につい

て、従来、利用期間に応じて繰延処理をしていたが、完

全子会社化を契機にグループ内の会計処理の整合をはか

るため、引渡時に一括処理する方法に変更している。こ

れに伴い税金等調整前当期純利益が219百万円多く計上さ

れている。 

────── 

 



前連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

────── （貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準） 

 当連結会計年度より、「貸借対照表の純資産の部の表

示に関する会計基準」（企業会計基準第５号 平成17年

12月９日）及び「貸借対照表の純資産の部の表示に関す

る会計基準等の適用指針」（企業会計基準適用指針第８

号 平成17年12月９日）を適用しております。 

 これまでの資本の部の合計に相当する金額は47,301百

万円であります。 

 なお、当連結会計年度における連結貸借対照表の純資

産の部については、連結財務諸表規則の改正に伴い、改

正後の連結財務諸表規則により作成しております。 

────── （ストック・オプション等に関する会計基準） 

 当連結会計年度より、「ストック・オプション等に関

する会計基準」（企業会計基準第８号 平成17年12月27

日）及び「ストック・オプション等に関する会計基準の

適用指針」（企業会計基準適用指針第11号 平成18年５

月31日）を適用しております。 

 これにより営業利益、経常利益及び税金等調整前当期

純利益は、それぞれ90百万円減少しております。 

 なお、セグメント情報に与える影響は、当該箇所に記

載しております。 



（表示方法の変更） 

前連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

(連結貸借対照表) 

１ 前連結会計年度において、投資その他の資産に区分

掲記していた「長期貸付金」(当連結会計年度末残高

133百万円)は、重要性が乏しいため、当連結会計年度

より投資その他の資産の「その他」に含めて表示し

た。 

(連結貸借対照表) 

１ 前連結会計年度において、「連結調整勘定」として

掲記されていたものは、当連結会計年度から「のれ

ん」と表示しております。 

２ 前連結会計年度において、流動負債に区分掲記して

いた「未払消費税等」(当連結会計年度末残高352百万

円)は、重要性が乏しいため、当連結会計年度より流動

負債の「その他」に含めて表示した。 

 

(連結損益計算書) 

１ 前連結会計年度において、営業外収益に区分掲記し

ていた「賃貸収入」は、重要性が乏しいため、当連結

会計年度より「雑収入」に含めて表示した。 

 なお、当連結会計年度における「賃貸収入」は49百

万円である。 

(連結損益計算書) 

１ 前連結会計年度まで、販売費及び一般管理費は主要

な費用を区分掲記しておりましたが、当連結会計年度

より、その主要な費用及び金額を注記することといた

しました。 

２ 営業外費用の「減価償却費」は前連結会計年度まで

営業外費用の「その他」に含めて表示していたが、当

連結会計年度において営業外費用の10／100を超えたた

め区分掲記している。 

 なお、前連結会計年度の営業外費用の「減価償却

費」は、10百万円である。 

 

３ 前連結会計年度において、特別損失に区分掲記して

いた「投資有価証券評価損」は、重要性が乏しいた

め、当連結会計年度より「その他の特別損失」に含め

て表示した。 

 なお、当連結会計年度における「投資有価証券評価

損」は８百万円である。 

 

(連結剰余金計算書) 

１ 前連結会計年度において、資本剰余金増加高に区分

掲記していた「増資による新株の発行」は、転換社債

の転換による増加高の重要性が増したため、当連結会

計年度より「転換社債の転換による増加高」(前連結会

計年度333百万円)及び「新株予約権等の行使による増

加高」(前連結会計年度94百万円)として区分掲記して

いる。 

────── 

(連結キャッシュ・フロー計算書関係) 

１ 前連結会計年度において、営業活動によるキャッシ

ュ・フローの「減価償却費」に含めていた「繰延資産

償却費」は、当連結会計年度より「その他」に含めて

表示している。 

 なお、当連結会計年度における「繰延資産償却費」

は５百万円である。 

(連結キャッシュ・フロー計算書関係) 

１ 前連結会計年度において、投資活動によるキャッシ

ュ・フローの「その他」に含めて表示していた「投資

有価証券の取得による支出」（前連結会計年度４百万

円）は、重要性が増したため、当連結会計年度より区

分掲記しております。 

 



（追加情報） 

前連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

２ 前連結会計年度において、営業活動によるキャッシ

ュ・フローの区分に記載していた「投資有価証券評価

損」は、当連結会計年度より「その他」に含めて表示

している。 

 なお、当連結会計年度における「投資有価証券評価

損」は８百万円である。 

 

３ 前連結会計年度において、投資活動によるキャッシ

ュ・フローの区分に記載していた「有形固定資産及び

無形固定資産の売却による収入」は、当連結会計年度

より「有形固定資産の売却による収入」として表示し

ている。 

 なお、前連結会計年度における「有形固定資産の売

却による収入」は1,354百万円である。 

 

４ 前連結会計年度において、財務活動によるキャッシ

ュ・フローの区分に記載していた「長期未払金減少額

ファイナンス・リース債務の返済による支出」は、当

連結会計年度より「その他」に含めて表示している。 

 なお、当連結会計年度における「長期未払金減少額

ファイナンス・リース債務の返済による支出」は238百

万円である。 

 

５ 前連結会計年度において、財務活動によるキャッシ

ュ・フローの「その他」に含めて表示していた「自己

株式純増加額」（前連結会計年度44百万円）は、重要

性が増したため、当連結会計年度より区分掲記してい

る。 

 

前連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

(代行返上等) 

 当社及び一部の連結子会社は、「確定給付企業年金

法」の施行に伴い、厚生年金基金の代行返上部分につい

て、平成16年12月１日に厚生労働大臣から過去分及び将

来分返上の認可を受け、平成17年５月20日に国に返還額

( 低責任準備金)の納付をおこなっている。なお、当連

結会計年度における損益に与える影響額は軽微である。 

────── 



注記事項 

（連結貸借対照表関係） 

前連結会計年度 
(平成18年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成19年３月31日) 

 １ (1) 受取手形割引高  １ (1) 受取手形割引高 

輸出為替手形割引高 24百万円 輸出為替手形割引高 1百万円

 このうち非連結子会社及び関連会社輸出為替手形

割引高はない。 

 このうち非連結子会社及び関連会社輸出為替手形

割引高はありません。 

(2) 受取手形裏書譲渡高 27百万円  

※２ 関連会社に対するものは次のとおりである。 ※２ 関連会社に対するものは次のとおりであります。 

投資有価証券(株式) 356百万円 投資有価証券(株式) 365百万円

 ３ 偶発債務 

(1) 債務保証 

 連結子会社以外の会社の銀行よりの借入金に対

し債務保証を行っている。 

 ３ 偶発債務 

(1) 債務保証 

 連結子会社以外の会社の銀行よりの借入金に対

し債務保証を行っております。 

日本イーダブリューアイ㈱ 575百万円

従業員 1百万円

計 576百万円

協同組合ウィングバレイ 163百万円

従業員 1百万円

計 164百万円

 なお、日本イーダブリューアイ㈱に対する債務

保証は、連結子会社曙ブレーキ山陽製造㈱及び他

社12社による連帯保証である。 

 なお、協同組合ウィングバレイに対する債務保

証は、他社負債額を含めた連帯保証債務総額1,228

百万円のうちの当社グループ負担額であります。 

(2) 債権流動化に伴う買戻し義務限度額 

661百万円 

(2) 債権流動化に伴う買戻し義務限度額 

529百万円 

※４ 担保資産 

 担保に供している資産は下記のとおりである。 

※４ 担保資産 

 担保に供している資産は下記のとおりであります。

  (単位：百万円)

（担保提供資産）    

受取手形及び売掛金 484  

たな卸資産 61  

建物及び構築物 2,504 (117)

機械装置及び運搬具 54 (28)

土地 895 (17)

合 計 3,998 (162)

(上記に対応する債務)    

短期借入金 717 (300)

一年以内に返済予定の長期借入金 176  

流動負債「その他」(未払金) 90  

長期借入金 807  

長期未払金 540  

合 計 2,330 (300)

  (単位：百万円)

（担保提供資産）  

たな卸資産 67 

建物及び構築物 2,270 

機械装置及び運搬具 67 

土地 748 

合 計 3,151 

(上記に対応する債務)   

短期借入金 0 

一年以内に返済予定の長期借入金 182 

流動負債「その他」(未払金) 90 

長期借入金 635 

長期未払金 450 

合 計 1,358 

 上記のうち（ ）内は、工場財団抵当及びその対

応債務を内書している。なお、対応債務には、工場

財団抵当の他に建物及び構築物47百万円及び土地135

百万円に対応する部分が含まれている。 

 上記のほか、建物及び構築物858百万円及び土地

700百万円を、他社の借入金318百万円に対する担保

に供している。 

 上記のほか、建物及び構築物789百万円及び土地

700百万円を、他社の借入金84百万円に対する担保に

供しております。 

  

 



前連結会計年度 
(平成18年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成19年３月31日) 

※５ 提出会社は、土地の再評価に関する法律(平成10年

３月31日公布法律第34号)及び土地の再評価に関する

法律の一部を改正する法律(平成13年３月31日公布法

律第19号)に基づき、平成14年３月31日に事業用の土

地の再評価を行なっている。なお、再評価差額につ

いては、土地の再評価に関する法律の一部を改正す

る法律(平成11年３月31日公布法律第24号)に基づ

き、当該再評価差額に係る税金相当額を「再評価に

係る繰延税金負債」として負債の部に計上し、これ

を控除した金額を「土地再評価差額金」として資本

の部に計上している。 

※５ 提出会社は、「土地の再評価に関する法律」（平

成10年３月31日公布法律第34号）及び「土地の再評

価に関する法律の一部を改正する法律」（平成13年

３月31日公布法律第19号）に基づき、平成14年３月

31日に事業用の土地の再評価を行なっております。

なお、再評価差額については、「土地の再評価に関

する法律の一部を改正する法律」（平成11年３月31

日公布法律第24号）に基づき、当該再評価差額に係

る税金相当額を「再評価に係る繰延税金負債」とし

て負債の部に計上し、これを控除した金額を「土地

再評価差額金」として純資産の部に計上しておりま

す。 

・再評価の方法 

 土地の再評価に関する法律施行令(平成10年３月

31日公布政令第119号)第２条第５号に定める不動

産鑑定士による鑑定評価に基づいて算出したほ

か、一部については同政令第２条第４号に定める

標準地の路線価に合理的な調整を行って算出して

いる。 

・再評価を行なった年月日   平成14年３月31日 

・再評価を行なった土地の期末における 

時価と再評価後の帳簿価額との差額 

△2,484百万円 

・再評価の方法 

 「土地の再評価に関する法律施行令」（平成10

年３月31日公布政令第119号）第２条第５号に定め

る不動産鑑定士による鑑定評価に基づいて算出し

たほか、一部については同政令第２条第４号に定

める標準地の路線価に合理的な調整を行って算出

しております。 

・再評価を行なった年月日   平成14年３月31日 

・再評価を行なった土地の期末における 

時価と再評価後の帳簿価額との差額 

△2,489百万円 

※６ 当社及び連結子会社は運転資金の効率的な調達を

行うため主要取引金融機関と当座貸越契約及び貸出

コミットメント契約を締結している。 

 当連結会計年度末における当座貸越契約及び貸出

コミットメントに係る借入未実行残高等は次のとお

りである。 

※６ 当社及び連結子会社は運転資金の効率的な調達を

行うため主要取引金融機関と当座貸越契約及び貸出

コミットメント契約を締結しております。 

 当連結会計年度末における当座貸越契約及び貸出

コミットメントに係る借入未実行残高等は次のとお

りであります。 

当座貸越極度額及び 

貸出コミットメントの総額 
14,600百万円

借入実行残高 ─百万円

差引額 14,600百万円

当座貸越極度額及び 

貸出コミットメントの総額 
14,500百万円

借入実行残高 －百万円

差引額 14,500百万円

※７ 保有自己株式数 ※７        ────── 

普通株式 3,803,551株    

※８        ────── ※８ 連結会計年度末日満期手形 

 連結会計年度末日満期手形の会計処理について

は、手形交換日をもって決済処理をしております。

なお、当連結会計年度の末日は金融機関の休日であ

ったため、次の連結会計年度末日満期手形が連結会

計年度末残高に含まれております。 

    受取手形 529百万円

支払手形 471百万円



（連結損益計算書関係） 

前連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

※１        ────── ※１ 販売費及び一般管理費のうち主要な費用及び金額

は次のとおりであります。 

荷造運送費  2,836百万円 

従業員給料  5,357百万円 

従業員賞与 946百万円 

従業員賞与引当金繰入額 465百万円 

退職給付費用 344百万円 

減価償却費 764百万円 

研究開発費   630百万円 

のれん償却額  185百万円 

※２ 固定資産売却益の内訳は機械装置及び運搬具1百万

円、土地4百万円である。 

※２ 固定資産売却益の内訳 

機械装置及び運搬具 4百万円 

※３ 固定資産売廃却損の内訳は、建物及び構築物19百

万円、機械装置及び運搬具345百万円、工具器具及び

備品30百万円、建設仮勘定34百万円、土地3百万円、

無形固定資産15百万円である。 

※３ 固定資産売廃却損の内訳 

建物及び構築物 371百万円 

機械装置及び運搬具 43百万円 

工具器具及び備品 32百万円 

土地 1百万円 

合計 447百万円 

※４ 一般管理費に含まれる研究開発費は、484百万円で

ある。 

※４ 一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発

費は、1,271百万円であります。 

 



前連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

※５ 減損損失 

 当連結会計年度において、以下の資産について減

損損失を計上している。 

※５ 減損損失 

 当連結会計年度において、以下の資産について減

損損失を計上しております。 

  (単位：百万円)

場所 用途 種類 金額 

山形県寒河江市 遊休地 土地 145 

埼玉県さいたま市他 遊休設備 
機械装置及
び運搬具等 

95 

埼玉県さいたま市 遊休施設 
建物及び構
築物 

44 

埼玉県羽生市 遊休施設 
建物及び構
築物 

46 

群馬県館林市 遊休地 土地 65 

岡山県岡山市 遊休地他 土地 174 

アメリカ ケンタッキー州 遊休施設 
建物及び構
築物 

78 

フランス アラス市他 遊休設備他 
機械装置及
び運搬具等 

1,240 

その他 遊休地他 土地等 49 

     合計 1,936 

 当社グループは、製品カテゴリを資産グループの

基礎とし、独立したキャッシュ・フローを生み出す

小単位でグルーピングをおこなっております。上

記の資産は、遊休資産となっていることから当該資

産の回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損

失として特別損失に227百万円計上しております。 

 なお、遊休設備等の回収可能価額は合理的な測定

が困難であることから備忘価額としております。 

  （単位：百万円）

場所 用途 種類 金額 

福島県桑折町 遊休設備等 
機械装置及

び運搬具等 
41 

埼玉県羽生市 遊休設備等 
機械装置及

び運搬具等 
48 

埼玉県さいたま市 遊休設備 
機械装置及

び運搬具 
82 

岡山県総社市 遊休設備 
機械装置及

び運搬具等 
56 

     合計 227

 当社グループは、製品カテゴリを資産グループの

基礎とし、独立したキャッシュ・フローを生み出す

小単位でグルーピングをおこなっている。上記の

資産は、遊休資産となっていることから当該資産の

回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失と

して特別損失に1,936百万円計上した。 

 当該土地の回収可能価額は正味売却価額により測

定し、主として不動産鑑定評価基準に基づく鑑定評

価額により算定している。なお、アメリカ及びフラ

ンスにおける減損損失については、現地の会計基準

に基づいて計上している。 

  

※６ その他特別利益の主なものは、研究開発助成金32

百万円である。 

※６ その他特別利益の主なものは、研究開発助成金39 

百万円であります。 

※７ その他特別損失の主なものは、工場閉鎖に伴う損

失168百万円である。 

※７ その他特別損失の主なものは、土壌汚染費用93百

万円であります。 



（連結株主資本等変動計算書関係） 

当連結会計年度（自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日） 

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

（注）１ 普通株式の発行済株式の株式数の増加176千株は、新株予約権等の行使による増加であります。 

２ 普通株式の自己株式の株式数の増加72千株は、単元未満株式の買取等による増加であります。 

３ 普通株式の自己株式の株式数の減少162千株は、新株予約権等の行使による自己株式の処分による減少であり

ます。 

２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項 

３．配当に関する事項 

(1) 配当金支払額 

(2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの 

  
前連結会計年度末
株式数（千株） 

当連結会計年度増
加株式数（千株） 

当連結会計年度減
少株式数（千株） 

当連結会計年度末
株式数（千株） 

発行済株式         

普通株式（注）１ 110,816 176 － 110,992 

合計 110,816 176 － 110,992 

自己株式         

普通株式（注）２，３ 3,803 72 162 3,713 

合計 3,803 72 162 3,713 

区分 新株予約権の内訳 
新株予約権の
目的となる株
式の種類 

新株予約権の目的となる株式の数（千株）  
当連結会計
年度末残高
（百万円）前連結会計 

年度末 
当連結会計 
年度増加 

当連結会計 
年度減少 

当連結会計 
年度末 

提出会社 

（親会社） 

ストック・オプション

としての新株予約権 
－ － － － － 90 

合計 － － － － － 90 

（決議） 株式の種類 
配当金の総額 
（百万円） 

 １株当たり 
 配当額（円） 

基準日 効力発生日 

平成18年６月20日 

定時株主総会 
普通株式 642 6.00 平成18年３月31日 平成18年６月20日

平成18年10月30日 

取締役会 
普通株式 322 3.00 平成18年９月30日 平成18年12月11日

（決議） 株式の種類 
配当金の総額 
（百万円） 

配当の原資 
 １株当たり 
 配当額（円）

基準日 効力発生日 

平成19年６月21日 

定時株主総会 
普通株式 322 利益剰余金 3.00 平成19年３月31日 平成19年６月22日



（連結キャッシュ・フロー計算書関係） 

前連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

(1) 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に

掲記されている科目の金額との関係 

(1) 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に

掲記されている科目の金額との関係 

(平成18年３月31日)

現金及び預金勘定 5,120百万円

預入期間が３か月を超える定期預金 △12百万円

現金及び現金同等物 5,108百万円

(平成19年３月31日)

現金及び預金勘定 3,592百万円

預入期間が３か月を超える定期預金 △55百万円

現金及び現金同等物 3,537百万円

   なお、当連結会計年度末の現金及び現金同等物に

は、平成19年４月２日に設立したアケボノブレーキヨ

ーロッパN.V.の別段預金752百万円及びアケボノブレー

キタイランドCO.,LTD.へ追加出資した別段預金90百万

円を含んでおります。 

(2) 株式の取得により新たに連結子会社となった会社の

資産及び負債の主な内訳 

          ────── 

(単位：百万円) 

 株式の取得により新たにアムブレーキコーポレーシ

ョン、ピーティートゥリダールマヴィセサ他２社を連

結したことに伴う連結開始時の資産及び負債の内訳並

びに株式の取得価額と取得のための支出との関係は次

のとおりである。 

  

  

流動資産 8,041

固定資産 10,620

連結調整勘定 940

流動負債 △6,722

固定負債 △1,982

少数株主持分 △892

関係会社株式 △5,189

株式の取得価額 4,816

未払金 △152

現金及び現金同等物 △490

取得のための支出 △4,174

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

(3) 重要な非資金取引の内容           ────── 

(転換社債の転換)   

転換社債の転換による 

資本金増加額 
3,878

転換社債の転換による 

資本剰余金増加額 
3,868

転換による転換社債減少額 7,746

   

   

   



（リース取引関係） 

前連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

１ リース物件の所有権が借主に移転すると認められる

もの以外のファイナンス・リース取引 

１ リース物件の所有権が借主に移転すると認められる

もの以外のファイナンス・リース取引 

① リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相

当額、減損損失累計額相当額及び期末残高相当額 

① リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相

当額、減損損失累計額相当額及び期末残高相当額 

            (単位：百万円) 

   

機械装置

及び 

運搬具 

 

有形固定

資産「そ

の他」 

 

無形固定

資産「そ

の他」 

  合計 

               

取得価額 

相当額 
  1,890   669   1,556   4,115 

減価償却累

計額相当額 
  1,046   495   1,023   2,564 

減損損失累

計額相当額 
  15   ─   ─   15 

期末残高 

相当額 
  829   174   533   1,536 

  
取得価額
相当額 
(百万円)

減価償却
累計額 
相当額 
(百万円) 

減損損失
累計額 
相当額 
(百万円) 

期末残高
相当額 
(百万円)

機械装置及び
運搬具 

1,865 1,322 12 530 

有形固定資産
「その他」 

325 245 ― 79 

無形固定資産
「その他」 

1,426 1,203 ― 223 

合計 3,616 2,771 12 832 

② 未経過リース料期末残高相当額及びリース資産減

損勘定期末残高相当額 

② 未経過リース料期末残高相当額及びリース資産減

損勘定期末残高相当額 

１年以内 817百万円

１年超 772百万円

合計 1,589百万円

リース資産減損勘定期末残高 15百万円

１年以内 536百万円

１年超 333百万円

合計 868百万円

リース資産減損勘定期末残高 10百万円

③ 支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額、減

価償却費相当額、支払利息相当額及び減損損失 

③ 支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額、減

価償却費相当額、支払利息相当額及び減損損失 

支払リース料 973百万円

リース資産減損勘定の取崩額 ─百万円

減価償却費相当額 911百万円

支払利息相当額 57百万円

減損損失 15百万円

支払リース料 868百万円

リース資産減損勘定の取崩額 5百万円

減価償却費相当額 780百万円

支払利息相当額 38百万円

減損損失 ―

④ 減価償却費相当額及び利息相当額の算定方法 

減価償却費相当額の算定方法 

 リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする

定額法によっている。 

④ 減価償却費相当額及び利息相当額の算定方法 

減価償却費相当額の算定方法 

 リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定

額法によっております。 

利息相当額の算定方法 

 リース料総額とリース物件の取得価額相当額の差

額を利息相当額とし、各期への配分方法については

利息法によっている。 

利息相当額の算定方法 

 リース料総額とリース物件の取得価額相当額の差額

を利息相当額とし、各期への配分方法については利息

法によっております。 

２ オペレーティング・リース取引 ２ オペレーティング・リース取引 

未経過リース料 未経過リース料 

１年以内 179百万円

１年超 292百万円

合計 471百万円

１年以内 146百万円

１年超 93百万円

合計 239百万円



（有価証券関係） 

前連結会計年度 

１ その他有価証券で時価のあるもの(平成18年３月31日現在) 

 （注） 表中の「取得価格」は減損処理後の帳簿価額である。なお、下落率が著しい株式の減損にあっては、個別銘柄

毎に、当連結会計年度における 高値・ 安値と帳簿価格との乖離状況等保有有価証券の時価水準を把握する

とともに発行体の外部信用格付を総合的に判断している。 

２ 当連結会計年度中に売却したその他有価証券(平成17年４月１日～平成18年３月31日) 

３ 時価のない有価証券の主な内容及び連結貸借対照表計上額(平成18年３月31日現在) 

区分 取得価格(百万円) 
連結貸借対照表計上額 

(百万円) 
差額(百万円) 

連結貸借対照表計上額が取得原価を

超えるもの 
      

株式 3,773 8,465 4,692 

小計 3,773 8,465 4,692 

連結貸借対照表計上額が取得原価を

超えないもの 
      

株式 2 1 △1 

小計 2 1 △1 

合計 3,775 8,466 4,691 

売却額(百万円) 売却益の合計額(百万円) 売却損の合計額(百万円) 

262 204 ─ 

区分 連結貸借対照表計上額(百万円) 

その他有価証券   

非上場株式 71 



当連結会計年度 

１ その他有価証券で時価のあるもの(平成19年３月31日現在) 

 （注） 表中の「取得原価」は減損処理後の帳簿価額であります。 

なお、減損処理にあたっては、期末における時価が取得原価に比べ50％以上下落した場合には減損処理を行っ

ております。 

２ 当連結会計年度中に売却したその他有価証券(平成18年４月１日～平成19年３月31日) 

３ 時価のない有価証券の主な内容及び連結貸借対照表計上額(平成19年３月31日現在) 

区分 取得原価(百万円) 
連結貸借対照表計上額 

(百万円) 
差額(百万円) 

連結貸借対照表計上額が取得原価を

超えるもの 
      

株式 4,854 10,416 5,561 

小計 4,854 10,416 5,561 

連結貸借対照表計上額が取得原価を

超えないもの 
      

株式 － － － 

小計 － － － 

合計 4,854 10,416 5,561 

売却額(百万円) 売却益の合計額(百万円) 売却損の合計額(百万円) 

975 670 － 

区分 連結貸借対照表計上額(百万円) 

その他有価証券   

非上場株式等 69 



（デリバティブ取引関係） 

１ 取引の状況に関する事項 

前連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

(1) 取引の内容 

 当社は、為替予約取引、金利スワップ取引、金利オ

プション取引及び通貨オプション取引のデリバティブ

取引を利用している。 

(1) 取引の内容 

 当社は、為替予約取引、金利スワップ取引、金利オ

プション取引及び通貨オプション取引のデリバティブ

取引を利用しております。 

(2) 取引に対する取組方針 

 当社は、通貨関連及び金利関連のデリバティブ取引

については、投機目的のための取引は行わない方針で

ある。 

(2) 取引に対する取組方針 

 当社は、通貨関連及び金利関連のデリバティブ取引

については、投機目的のための取引は行わない方針で

あります。 

(3) 取引の利用目的 

 当社は、外貨建資産・負債に係る将来の取引市場で

の為替相場の変動によるリスクを回避するため、為替

予約取引及び通貨オプション取引を行っている。 

 また、借入金に係る金利変動のリスクを回避するた

めに金利スワップ取引、金利オプション取引を行って

いる。 

 なお、デリバティブ取引を利用してヘッジ会計を行

っている。 

(3) 取引の利用目的 

 当社は、外貨建資産・負債に係る将来の取引市場で

の為替相場の変動によるリスクを回避するため、為替

予約取引及び通貨オプション取引を行っております。 

 また、借入金に係る金利変動のリスクを回避するた

めに金利スワップ取引、金利オプション取引を行って

おります。 

 なお、デリバティブ取引を利用してヘッジ会計を行

っております。 

①ヘッジ手段とヘッジ対象 

 当連結会計年度にヘッジ会計を適用したヘッジ手

段とヘッジ対象は以下のとおりである。 

ａ ヘッジ手段… 為替予約 

ヘッジ対象… 外貨建資産・負債 

ｂ ヘッジ手段… 金利スワップ 

ヘッジ対象… 借入金利息 

ｃ ヘッジ手段… 金利オプション 

ヘッジ対象… 借入金利息 

ｄ ヘッジ手段… 通貨オプション 

ヘッジ対象… 外貨建資産・負債 

①ヘッジ手段とヘッジ対象 

ａ ヘッジ手段… 為替予約、通貨オプション 

ヘッジ対象… 外貨建資産・負債 

ｂ ヘッジ手段… 金利スワップ、金利オプション 

ヘッジ対象… 借入金利息 

②ヘッジ方針 

 当社グループは、デリバティブ取引に関し「社内

規定」に従い、将来の為替変動リスク及び金利変動

リスク回避のためにヘッジをおこなっている。 

②ヘッジ方針 

 当社グループは、デリバティブ取引に関し「社内

規定」に従い、将来の為替変動リスク及び金利変動

リスク回避のためにヘッジをおこなっております。 

③ヘッジ有効性の評価 

 ヘッジ対象のキャッシュ・フロー変動の累計又は

相場変動とヘッジ手段のキャッシュ・フロー変動の

累計又は変動相場を四半期ごとに比較し、両者の変

動額等を基礎にして、ヘッジ有効性を評価してい

る。ただし、特例処理によっている金利スワップに

ついては、有効性の評価を省略している。 

③ヘッジ有効性の評価 

 ヘッジ対象のキャッシュ・フロー変動の累計又は

相場変動とヘッジ手段のキャッシュ・フロー変動の

累計又は変動相場を四半期ごとに比較し、両者の変

動額等を基礎にして、ヘッジ有効性を評価しており

ます。ただし、特例処理によっている金利スワップ

については、有効性の評価を省略しております。 

 



前連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

(4) 取引に係るリスクの内容 

 当社が利用している為替予約取引及び通貨オプショ

ン取引は為替相場の変動によるリスクを有しており、

また、金利スワップ取引及び金利オプション取引につ

いては市場金利の変動によるリスクを有している。 

 信用度の高い国内の銀行と証券会社であるため、相

手先の契約不履行による信用リスクは、ほとんどない

と判断している。 

(4) 取引に係るリスクの内容 

 当社が利用している為替予約取引及び通貨オプショ

ン取引は為替相場の変動によるリスクを有しており、

また、金利スワップ取引及び金利オプション取引につ

いては市場金利の変動によるリスクを有しておりま

す。 

 信用度の高い国内の銀行と証券会社であるため、相

手先の契約不履行による信用リスクは、ほとんどない

と判断しております。 

(5) 取引に係るリスクの管理体制 

 当社は、デリバティブ取引に関し「社内規定」に従

い管理を行っている。 

 なお、社債の発行、多額の借入金等は、取締役会の

専決事項であるので、それに伴う為替予約・通貨オプ

ション取引の締結、金利スワップ・金利オプション取

引契約の締結等は、同時に取締役会で決定されること

となる。 

(5) 取引に係るリスクの管理体制 

 当社は、デリバティブ取引に関し「社内規定」に従

い管理を行っております。 

 なお、社債の発行、多額の借入金等は、取締役会の

専決事項であるので、それに伴う為替予約・通貨オプ

ション取引の締結、金利スワップ・金利オプション取

引契約の締結等は、同時に取締役会で決定されること

となります。 

(6) 「取引の時価等に関する事項」についての補足説明 

 外貨建金銭債権債務等に為替予約が付されているこ

とにより、決済時における円貨額が確定している外貨

建金銭債権債務等で、貸借対照表に当該円貨額で表示

しているものについては、開示の対象から除いてい

る。 

 また契約額等は、この金額自体がデリバティブ取引

に係る市場リスク量又は信用リスク量を示すものでは

ない。 

(6) 「取引の時価等に関する事項」についての補足説明 

 外貨建金銭債権債務等に為替予約が付されているこ

とにより、決済時における円貨額が確定している外貨

建金銭債権債務等で、貸借対照表に当該円貨額で表示

しているものについては、開示の対象から除いており

ます。 

 また契約額等は、この金額自体がデリバティブ取引

に係る市場リスク量又は信用リスク量を示すものでは

ありません。 



２ 取引の時価等に関する事項 

デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益 

(1) 通貨関連 

 （注） 時価の算定方法 

取引先金融機関等から提示された価格等に基づき算定しております。 

(2) 金利関連 

  前連結会計年度及び当連結会計年度において金利スワップ取引をおこなっておりますが、ヘッジ会計を適用 

 しているため、注記の対象から除いております。 

次へ 

区分 種類 

前連結会計年度 
(平成18年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成19年３月31日) 

契約額等 
(百万円) 

契約額等の
うち１年超
(百万円) 

時価 
(百万円) 

評価損益 
(△は損) 
(百万円) 

契約額等 
(百万円) 

契約額等の 
うち１年超 
(百万円) 

時価 
(百万円) 

評価損益 
(△は損) 
(百万円) 

市場取引 

以外の 

取引 

為替予約取引                 

売建                 

米ドル 71 － 70 1 173 － 176 △3 

買建                 

ユーロ 128 － 128 0 91 － 94 3 

合計 － － － 1 － － － △1 



（退職給付関係） 

前連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

１ 採用している退職給付制度の概要 

 当社及び一部の国内連結子会社は、確定給付型の制

度として、確定給付型企業年金制度、適格退職年金制

度及び退職一時金制度を設けており、一部の在外連結

子会社は確定拠出型企業年金制度または確定給付型企

業年金制度を設けている。 

 また、一部の国内連結子会社は、日本自動車部品工

業厚生年金基金、埼玉県トラック厚生年金基金に加入

しており、当該年金基金への拠出額は退職給付費用と

して処理している。当該制度は総合設立の厚生年金基

金であり自社の拠出に対応する年金資産を合理的に計

算できないため、退職給付会計の実務指針第33項の例

外処理によっている。 

１ 採用している退職給付制度の概要 

 当社及び一部の国内連結子会社は、確定給付型の制

度として、確定給付型企業年金制度、適格退職年金制

度及び退職一時金制度を設けており、一部の在外連結

子会社は確定拠出型企業年金制度または確定給付型企

業年金制度を設けております。 

 また、一部の国内連結子会社は、日本自動車部品工

業厚生年金基金、埼玉県トラック厚生年金基金に加入

しており、当該年金基金への拠出額は退職給付費用と

して処理しております。当該制度は総合設立の厚生年

金基金であり自社の拠出に対応する年金資産を合理的

に計算できないため、退職給付会計の実務指針第33項

の例外処理によっております。 

２ 退職給付債務に関する事項(平成18年３月31日) ２ 退職給付債務に関する事項(平成19年３月31日) 

  (単位：百万円) 

  （国内） （在外） 

イ 退職給付債務 △28,748 △235 

ロ 年金資産 9,649 ─ 

ハ 未積立退職給付債務 

(イ＋ロ) 
△19,099 △235 

ニ 未認識数理計算上の 

差異 
2,950 16 

ホ 未認識過去勤務債務 

(債務の減額) 
△706 49 

ヘ 連結貸借対照表計上 

の純額(ハ＋ニ＋ホ) 
△16,855 △170 

ト 前払年金費用 140 ─ 

チ 退職給付引当金 

(ヘ－ト) 
△16,995 △170 

  (単位：百万円) 

  （国内） （在外） 

イ 退職給付債務 △29,251 △392 

ロ 年金資産 11,144 ─ 

ハ 未積立退職給付債務 

(イ＋ロ) 
△18,107 △392 

ニ 未認識数理計算上の 

差異 
3,012 80 

ホ 未認識過去勤務債務 

(債務の減額) 
△341 43 

ヘ 連結貸借対照表計上 

の純額(ハ＋ニ＋ホ) 
△15,435 △270 

ト 前払年金費用 830 ─ 

チ 退職給付引当金 

(ヘ－ト) 
△16,265 △270 

（注）１ 一部の連結子会社は、退職給付債務の算定に

あたり、簡便法を採用している。 

（注）一部の連結子会社は、退職給付債務の算定にあた

り、簡便法を採用しております。 

 



前連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

３ 退職給付費用に関する事項(自平成17年４月１日～至

平成18年３月31日) 

３ 退職給付費用に関する事項(自平成18年４月１日～至

平成19年３月31日) 

  (単位：百万円) 

  （国内） （在外） 

イ 勤務費用 1,181 388 

ロ 利息費用 536 ─ 

ハ 期待運用収益 △101 ─ 

ニ 数理計算上の差異の 

費用処理額 
400 ─ 

ホ 過去勤務債務の費用 

処理額 
△255 ─ 

ヘ 退職給付費用 

(イ+ロ+ハ+ニ+ホ) 
1,761 388 

ト 簡便法から原則法へ 

の変更に伴う費用処 

理額 

645 ─ 

チ 退職給付引当金 

(ヘ＋ト) 
2,406 388 

  (単位：百万円) 

  （国内） （在外） 

イ 勤務費用 1,277 517 

ロ 利息費用 559 29 

ハ 期待運用収益 △257 ─ 

ニ 数理計算上の差異の 

費用処理額 
299 20 

ホ 過去勤務債務の費用 

処理額 
△203 13 

ヘ 退職給付費用 

(イ+ロ+ハ+ニ+ホ) 
1,675 578 

（注）１ 簡便法を採用している連結子会社の退職給付

費用は、「イ 勤務費用」に計上している。 

２ 当社の国内連結子会社である曙ブレーキ山陽

製造株式会社及び曙ブレーキ山形製造株式会

社は、従来、退職給付債務の計算に際し簡便

法により計算をおこなっていたが、当連結会

計年度より原則法に変更した。これに伴い発

生した変更差額645百万円を特別損失に計上し

ている。 

３ 一部の国内連結子会社において、総合設立の

厚生年金基金を採用しており、退職給付債務

の計算に含めていない。なお、掛金拠出割合

に基づく年金資産残高は、898百万円である。 

４ 確定給付型の制度を設けている在外連結子会

社は、当連結会計年度末から連結の範囲に含

めているため、退職給付費用については記載

していない。 

（注）１ 簡便法を採用している連結子会社の退職給付

費用は、「イ 勤務費用」に計上しておりま

す。 

２ 一部の国内連結子会社において、総合設立の

厚生年金基金を採用しており、退職給付債務

の計算に含めておりません。なお、掛金拠出

割合に基づく年金資産残高は、981百万円であ

ります。 

４ 退職給付債務等の計算の基礎に関する事項 ４ 退職給付債務等の計算の基礎に関する事項 

イ 退職給付見込額の期間配分方法  

主として期間定額基準

ロ 割引率 主として2.0％

ハ 期待運用収益率 主として1.5％

ニ 過去勤務債務の費用処理年数 主として５年

(発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定

の年数で定額法により費用処理することとしてい

る。) 

ホ 数理計算上の差異の処理年数  

主として翌連結会計年度から14～15年

(発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定

の年数で定額法により、翌期から費用処理するこ

ととしている。) 

イ 退職給付見込額の期間配分方法  

主として期間定額基準

ロ 割引率 主として2.0％

ハ 期待運用収益率 主として3.0％

ニ 過去勤務債務の費用処理年数 主として５年

(発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定

の年数で定額法により費用処理することとしてお

ります。) 

ホ 数理計算上の差異の処理年数  

主として翌連結会計年度から14～15年

(発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定

の年数で定額法により、翌期から費用処理するこ

ととしております。) 



次へ 



（ストック・オプション等関係） 

当連結会計年度（自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日） 

１．当連結会計年度における費用計上額及び科目名 

  売上原価        10百万円 

  販売費及び一般管理費  80百万円 

２．ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況 

(1) ストック・オプションの内容 

（注）株式数に換算して記載しております。 

（注）株式数に換算して記載しております。 

  
旧商法第280条ノ19第２項 

に基づく新株引受権 
第１回新株予約権 第２回新株予約権 

付与対象者の区分及び人数 当社従業員 2,680名 
当社及び当社子会社・関連

会社の取締役等 517名 

当社の取締役、監査役、執

行役員、顧問 34名 

株式の種類別のストック・

オプション数（注） 
普通株式 2,680,000株 普通株式 693,000株 普通株式 184,000株 

付与日 平成13年２月28日 平成17年２月３日 平成17年８月１日 

権利確定条件 

新株引受権の行使時におい

ても当社の従業員であるこ

とを要する 

新株予約権の行使時におい

ても当社及び当社子会社・

関連会社の取締役等である

ことを要する 

なし 

対象勤務期間 
平成13年２月28日 

～平成14年６月23日 

平成17年２月３日 

～平成18年７月31日 

付与日と権利確定日は同一

であります 

権利行使期間 
平成14年６月24日 

～平成18年６月23日 

平成18年８月１日 

～平成22年７月31日 

平成17年８月１日 

～平成21年７月31日 

  第２回新株予約権（２） 第３回新株予約権（Ａ） 第３回新株予約権（Ｂ） 

付与対象者の区分及び人数 当社の社外取締役 １名 
当社の取締役及び役付執行

役員 17名 

当社の取締役及び役付執行

役員 17名 

株式の種類別のストック・

オプション数（注） 
普通株式 3,200株 普通株式 30,200株 普通株式 59,500株 

付与日 平成18年４月19日 平成18年７月３日 平成18年７月３日 

権利確定条件 なし なし なし 

対象勤務期間 
付与日と権利確定日は同一

であります 

付与日と権利確定日は同一

であります 

付与日と権利確定日は同一

であります 

権利行使期間 
平成18年４月19日 

～平成22年４月18日 

平成20年７月４日 

～平成22年７月３日 

平成23年７月４日 

～平成28年７月３日 



(2) ストック・オプションの規模及びその変動状況 

 当連結会計年度において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数について

は、株式数に換算して記載しております。 

① ストック・オプションの数 

② 単価情報 

   
旧商法第280条ノ19第２項

に基づく新株引受権 
第１回新株予約権 第２回新株予約権 

権利確定前 （株）       

前連結会計年度末   － 688,000 － 

付与   － － － 

失効   － － － 

権利確定   － 688,000 － 

未確定残   － － － 

権利確定後 （株）       

前連結会計年度末   284,000 － 52,000 

権利確定   － 688,000 － 

権利行使   176,000 139,000 23,000 

失効   108,000 2,000 － 

未行使残   － 547,000 29,000 

    第２回新株予約権（２） 第３回新株予約権（Ａ） 第３回新株予約権（Ｂ） 

権利確定前 （株）       

前連結会計年度末   － － － 

付与   3,200 30,200 59,500 

失効   － － － 

権利確定   3,200 30,200 59,500 

未確定残   － － － 

権利確定後 （株）       

前連結会計年度末   － － － 

権利確定   3,200 30,200 59,500 

権利行使   － － － 

失効   － － － 

未行使残   3,200 30,200 59,500 

    
旧商法第280条ノ19第２項

に基づく新株引受権 
第１回新株予約権 第２回新株予約権 

権利行使価格 （円） 209 554 1 

行使時平均株価 （円） 1,183 1,038 1,062 

公正な評価単価（付与日） （円） － － － 

    第２回新株予約権（２） 第３回新株予約権（Ａ） 第３回新株予約権（Ｂ） 

権利行使価格 （円） 1 1 1 

行使時平均株価 （円） － － － 

公正な評価単価（付与日） （円） － 1,011 994 



３．当連結会計年度において付与されたストック・オプションの公正な評価単価の見積方法 

(1) 使用した評価技法   ブラック・ショールズ式 

(2) 主な基礎数値及び見積方法 

 （注）１ 予想残存期間に対応する期間の株価実績に基づき算定しております。 

    ２ 権利行使開始日より約１年程度で行使が行われるものと推定して見積もっております。 

    ３ 平成18年３月期の配当実績によっております。 

    ４ 予想残存期間に対応する期間に対応する国債の利回りであります。  

４．ストック・オプションの権利確定数の見積方法 

 基本的には、将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採用し

ております。 

  第３回新株予約権（Ａ） 第３回新株予約権（Ｂ） 

 株価変動性  （注）１ 30.9％  37.3％ 

 予想残存期間 （注）２ ３年  ６年 

 予想配当   （注）３ ６円／株  ６円／株 

 無リスク利子率（注）４ 1.05％ 1.56％ 



（税効果会計関係） 

前連結会計年度 
(平成18年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成19年３月31日) 

１ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別

の内訳 

１ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別

の内訳 

(単位：百万円)

繰延税金資産   

退職給付引当金 6,784 

賞与引当金 885 

役員退職慰労引当金 375 

未払事業税 307 

固定資産減損損失 229 

未払費用 343 

在外子会社の留保損失 1,816 

その他 970 

繰延税金資産小計 11,709 

評価性引当額 △172 

繰延税金資産合計 11,537 

繰延税金負債   

その他有価証券評価差額金 1,876 

在外子会社の固定資産等 3,561 

その他 205 

繰延税金負債合計 5,642 

繰延税金資産(又は負債)の純額 5,895 

(単位：百万円)

繰延税金資産   

退職給付引当金 6,275 

賞与引当金 944 

役員退職慰労引当金 353 

貸倒引当金 244 

未払事業税 138 

固定資産減損損失 297 

未払費用 393 

在外子会社の留保損失 1,816 

税額控除繰越額 219 

その他 732 

繰延税金資産小計 11,411 

評価性引当額 △349 

繰延税金資産合計 11,063 

繰延税金負債   

その他有価証券評価差額金 2,374 

在外子会社の固定資産等 3,473 

その他 93 

繰延税金負債合計 5,941 

繰延税金資産(又は負債)の純額 5,122 

（注) 当連結会計年度における繰延税金資産の純額は、

連結貸借対照表の以下の項目に含まれている。 

（注) 当連結会計年度における繰延税金資産の純額は、

連結貸借対照表の以下の項目に含まれている。 

流動資産―繰延税金資産 1,923 

固定資産―繰延税金資産 7,156 

固定負債―繰延税金負債 3,184 

流動資産―繰延税金資産 1,899 

固定資産―繰延税金資産 6,380 

固定負債―繰延税金負債 3,158 

２ 法定実効税率と税効果適用後の法人税等の負担率と

の差異の原因となった主な項目別の内訳 

２ 法定実効税率と税効果適用後の法人税等の負担率と

の差異の原因となった主な項目別の内訳 

(単位：％)

法定実効税率 40.0 

(調整)   

交際費等永久に損金に算入されない 

項目 
1.9 

試験研究費等特別税額控除 △9.7 

外国税額控除 △8.9 

評価性引当額 2.3 

繰越税額控除 8.7 

関係会社からの受取配当金消去 8.4 

在外子会社の新規連結に伴う繰延税金

負債取崩額 
△5.2 

在外子会社の留保損失 △16.2 

持分法による投資損益 △4.5 

その他 △1.2 

税効果会計適用後の法人税等の負担率 15.6 

(単位：％)

法定実効税率 40.0 

(調整)   

交際費等永久に損金に算入されない 

項目 
1.5 

試験研究費等特別税額控除 △3.7 

外国税額控除 △4.7 

関係会社からの受取配当金消去 6.1 

繰越税額控除 △1.4 

その他 0.2 

税効果会計適用後の法人税等の負担率 38.0 



（セグメント情報） 

【事業の種類別セグメント情報】 

 当社及び連結子会社の事業は、ブレーキ製品関連事業のみの単一セグメントであるため、事業の種類別セグメ

ント情報の記載を省略しております。 

【所在地別セグメント情報】 

前連結会計年度(自 平成17年４月１日 至 平成18年３月31日) 

 （注）１ 国又は地域の区分は、地理的近接度によっている。 

２ 本邦以外の区分に属する主な国 

北米…米国   欧州他…仏国・中国・インドネシア 

３ 「消去又は全社」に含めた金額及び主な内容は、セグメント間取引の消去であり配賦不能営業費用はない。

４ 資産のうち「消去又は全社」に含めた全社資産の主なものは、親会社での余資運用資金(現金及び預金)、長

期投資資金(投資有価証券)に係る資産等で、その金額は12,020百万円である。 

５ 連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の「会計処理の変更」に記載のとおり、当連結会計年度よ

り減損会計を適用している。この変更に伴い、前連結会計年度に比べ、「日本」について営業利益は0百万

円多く、資産は488百万円少なく計上されている。 

  
日本 

(百万円) 
北米 

(百万円) 
欧州他 
(百万円) 

計 
(百万円) 

消去 
又は全社 
(百万円) 

連結 
(百万円) 

Ⅰ 売上高及び営業利益             

売上高             

(1) 外部顧客に対する売上高 101,046 39,482 1,732 142,260 ─ 142,260 

(2) セグメント間の内部 

売上高又は振替高 
5,097 365 1,744 7,206 (7,206) ─ 

計 106,143 39,847 3,476 149,466 (7,206) 142,260 

営業費用 96,075 37,970 3,895 137,940 (7,410) 130,530 

営業利益又は営業損失(△) 10,068 1,877 △419 11,526 204 11,730 

Ⅱ 資産 110,067 38,430 11,772 160,269 (10,163) 150,106 



当連結会計年度(自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日) 

 （注）１ 国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。 

２ 本邦以外の区分に属する主な国 

北米…米国   欧州…仏国   アジア…中国・インドネシア 

３ 「消去又は全社」に含めた金額及び主な内容は、セグメント間取引の消去であり配賦不能営業費用はありま

せん。 

４ 資産のうち「消去又は全社」に含めた全社資産の主なものは、親会社での余資運用資金(現金及び預金)、長

期投資資金(投資有価証券)に係る資産等で、その金額は14,628百万円であります。 

５ 連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の「会計処理の変更」に記載のとおり、当連結会計年度よ

り「ストック・オプション等に関する会計基準」（企業会計基準第８号 平成17年12月27日）及び「ストッ

ク・オプション等に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第11号 平成18年５月31日）を適

用しております。この変更に伴い、従来の方法によった場合に比べて、「日本」の営業費用は90百万円増加

し、営業利益が同額減少しております。 

（追加情報） 

  従来、「欧州他」に含めておりましたアジア地域について、その重要性が増したため当連結会計年度から「アジア」

 として区分表示しております。なお、前連結会計年度のセグメント情報を、当連結会計年度の地域区分によった場合の

 所在地別セグメント情報は次のとおりであります。 

前連結会計年度(自 平成17年４月１日 至 平成18年３月31日) 

  
日本 

(百万円) 
北米 

(百万円)
欧州 

(百万円)
アジア 
(百万円)

計 
(百万円) 

消去 
又は全社 
(百万円) 

連結 
(百万円) 

Ⅰ 売上高及び営業損益               

売上高               

(1) 外部顧客に対する売上高 95,324 66,944 2,432 8,458 173,159 ─ 173,159 

(2) セグメント間の内部 

売上高又は振替高 
10,760 445 1,852 540 13,597 (13,597) ─ 

計 106,085 67,389 4,285 8,998 186,756 (13,597) 173,159 

営業費用 97,186 62,589 4,481 8,685 172,940 (13,657) 159,284 

営業利益又は営業損失(△) 8,898 4,800 △196 313 13,815 60 13,875 

Ⅱ 資産 110,637 40,096 5,277 7,540 163,549 (7,969) 155,580 

  
日本 

(百万円) 
北米 

(百万円)
欧州 

(百万円)
アジア 
(百万円)

計 
(百万円) 

消去 
又は全社 
(百万円) 

連結 
(百万円) 

Ⅰ 売上高及び営業損益               

売上高               

(1) 外部顧客に対する売上高 101,046 39,482 1,443 289 142,260 ─ 142,260 

(2) セグメント間の内部 

売上高又は振替高 
5,097 365 1,704 40 7,206 (7,206) ─ 

計 106,143 39,847 3,147 329 149,466 (7,206) 142,260 

営業費用 96,075 37,970 3,485 410 137,940 (7,410) 130,530 

営業利益又は営業損失(△) 10,068 1,877 △338 △81 11,526 204 11,730 

Ⅱ 資産 110,067 38,430 4,842 6,981 160,320 (10,214) 150,106 



【海外売上高】 

前連結会計年度(自 平成17年４月１日 至 平成18年３月31日) 

 （注）１ 海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高である。 

２ 国又は地域の区分の方法及び各区分に属する主な国又は地域 

(1) 国又は地域の区分の方法 国又は地域の区分は、地理的近接度によっている。 

(2) 各区分に属する主な国又は地域 

北米……………米国、カナダ 

欧州……………ドイツ、仏国 

その他の地域…インドネシア、台湾、中国 

当連結会計年度(自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日) 

 （注）１ 海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。 

２ 国又は地域の区分の方法及び各区分に属する主な国又は地域 

(1) 国又は地域の区分の方法 国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。 

(2) 各区分に属する主な国又は地域 

北米……………米国、カナダ 

欧州……………ドイツ、仏国 

その他の地域…インドネシア、台湾、中国 

  北米 欧州 その他の地域 計 

Ⅰ 海外売上高(百万円) 37,270 2,195 7,384 46,849 

Ⅱ 連結売上高(百万円) ─ ─ ─ 142,260 

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の割合(％) 26.2 1.5 5.2 32.9 

  北米 欧州 その他の地域 計 

Ⅰ 海外売上高(百万円) 61,996 2,800 15,579 80,375 

Ⅱ 連結売上高(百万円) ─ ─ ─ 173,159 

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の割合(％) 35.8 1.6 9.0 46.4 



【関連当事者との取引】 

該当事項はありません。 

（１株当たり情報） 

 （注）１株当たり当期純利益及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

前連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

１株当たり純資産額 383円22銭

１株当たり当期純利益 56円60銭

潜在株式調整後 
１株当たり当期純利益 

52円12銭

１株当たり純資産額 440円91銭

１株当たり当期純利益 61円86銭

潜在株式調整後 
１株当たり当期純利益 

61円60銭

項目 
前連結会計年度 

(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

連結損益計算書上の当期純利益 5,857百万円 6,631百万円 

普通株式に係る当期純利益 5,857百万円 6,631百万円 

普通株主に帰属しない金額 ─ ─ 

普通株式の期中平均株式数 103,488千株 107,186千株 

潜在株式調整後１株当たり当期純利益の算定に 

用いられた当期純利益調整額の主要な内訳 
    

支払利息(税額相当額控除後) 15百万円 ─百万円 

当期純利益調整額 15百万円 ─百万円 

潜在株式調整後１株当たり当期純利益の算定に用い

られた普通株式増加数の主要な内訳 
    

2005年満期第２回無担保転換社債 8,395千株 ─千株 

新株予約権 419千株 418千株 

新株引受権 369千株 38千株 

普通株式増加数 9,184千株 456千株 



（重要な後発事象） 

前連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

          ────── （欧州事業再編） 

 欧州事業の抜本的再編の一環として、平成19年３月13

日開催の当社取締役会において欧州事業の再編を決議

し、平成19年４月２日にアケボノブレーキヨーロッパ

N.V.（特定子会社）を設立いたしました。設立した会社

の概要は以下のとおりです。 

  商号  ：アケボノブレーキヨーロッパN.V. 

  所在地 ：ベルギー 

  資本金 ：19百万ユーロ 

  事業内容：欧州事業統括、営業、市場調査 

  株主構成：当社100％ 

 また、平成19年４月２日に当社の連結子会社であるア

ケボノヨーロッパS.A.S.（特定子会社）の全株式をアケ

ボノブレーキヨーロッパN.V.に19百万ユーロで譲渡して

おります。 

（北米事業再編） 

 北米事業での経営資源の拡充及び補修用ブレーキ部品

の物流効率向上を行うため、平成18年12月19日に決定し

た伊藤忠商事株式会社との業務提携に基づき、平成19年

３月13日開催の当社取締役会において北米子会社の再編

を決議し、平成19年３月31日に以下の取引を実施いたし

ました。 

 (１)エーマックブレーキL.L.C.の完全子会社化 

   エーマックブレーキL.L.C.（特定子会社）は、従  

  来、当社の連結子会社であるアケボノコーポレーシ 

  ョン（ノースアメリカ）（特定子会社）が持分の 

  60％を保有し、伊藤忠グループが40％を保有してお 

  りましたが、アケボノコーポレーション（ノースア 

  メリカ）が伊藤忠グループが保有する持分を20百万 

  米ドルで取得し完全子会社化いたしました。 

 (２)アケボノコーポレーション（ノースアメリカ）の 

   第三者割当増資 

    アケボノコーポレーション（ノースアメリカ） 

   は、伊藤忠グループに対し28.4百万米ドルの第三 

   者割当増資を行いました。この結果、アケボノコ 

   ーポレーション（ノースアメリカ）の持株比率は 

   当社80％、伊藤忠グループ20％となっておりま 

   す。 



⑤【連結附属明細表】 

【社債明細表】 

 （注）１ 「当期末残高」欄の(内書)は、１年内償還予定の金額であります。 

２ 連結決算日後５年間の償還予定額は以下のとおりであります。 

【借入金等明細表】 

 （注）１ 「平均利率」については、借入金等の増減に対する加重平均利率を記載しております。 

２ 長期借入金及びその他の有利子負債(１年以内に返済予定のものを除いております。)の連結決算日後５年内

における返済予定額は以下のとおりであります。 

会社名 銘柄 発行年月日 
前期末残高 
(百万円) 

当期末残高 
(百万円) 

利率 
(％) 

担保 償還期限 

当社 

2007年満期第５回 

無担保社債 

(銀行保証付適格機関投資家限定) 

平成14年 

９月27日 
300 

100 

(100) 
0.46 なし 

平成19年 

９月27日 

当社 

2007年満期第７回 

無担保社債 

(銀行保証付適格機関投資家限定) 

平成14年 

９月30日 
300 

300 

(300) 
0.75 なし 

平成19年 

９月28日 

当社 

2008年満期第８回 

無担保社債 

(銀行保証付適格機関投資家限定) 

平成15年 

２月10日 
1,000 

1,000 

(1,000) 
0.49 なし 

平成20年 

２月８日 

当社 

2007年満期第１回 

無担保社債 

(銀行保証付適格機関投資家限定) 

平成16年 

５月20日 
1,500 

1,500 

(1,500) 
1.04 なし 

平成19年 

５月18日 

当社 

2010年満期第11回 

無担保社債 

(銀行保証付適格機関投資家限定) 

平成17年 

７月29日 
900 

700 

(200) 
0.46 なし 

平成22年 

７月29日 

合計 ― ― 4,000 
3,600 

(3,100) 
― ― ― 

１年以内 
(百万円) 

１年超２年以内 
(百万円) 

２年超３年以内 
(百万円) 

３年超４年以内 
(百万円) 

４年超５年以内 
(百万円) 

3,100 200 200 100 － 

区分 
前期末残高 
(百万円) 

当期末残高 
(百万円) 

平均利率 
(％) 

返済期限 

短期借入金 13,280 9,465 5.35 ― 

１年以内に返済予定の長期借入金 8,500 6,666 2.06 ― 

長期借入金(１年以内に返済予定

のものを除いております。) 
11,643 18,479 1.76 

平成20年６月30日から 

平成25年12月25日まで 

その他の有利子負債 

 リース債務等(１年以内) 
3,311 2,352 3.92 ― 

その他の有利子負債 

 リース債務等(１年超) 
4,671 3,221 5.75 

平成20年４月１日から 

平成29年９月30日まで 

合計 41,405 40,183 ― ― 

  
１年超２年以内 

(百万円) 
２年超３年以内 

(百万円) 
３年超４年以内 

(百万円) 
４年超５年以内 

(百万円) 

長期借入金 2,495 2,369 1,725 11,627 

その他の有利子負債 1,088 1,319 210 489 



(2）【その他】 

 当社の連結子会社である曙ビーエムエス株式会社に対して、曙ビーエムエス株式会社と株式会社コスモスイニシ

ア（平成18年９月１日に、株式会社リクルートコスモスから改称）が平成３年に共同で開発・竣工したマンション

の瑕疵に伴う損害賠償を要求される訴訟が、平成16年10月13日に、ネアポリス湘南管理組合法人及び所有者個人

319名から提訴されました。提訴額は、瑕疵の修復費用4,546百万円、移転費用・慰謝料542百万円、その他(提訴日

から支払日までの金利等)であります。 

 本訴訟については、引き続き審理中でありますが、曙ビーエムエス株式会社と株式会社コスモスイニシアとの間

で、建物の瑕疵等に伴い発生する費用はすべて株式会社コスモスイニシアが負担する旨の取り決めがあり、実質的

な負担は発生しないものと予測しております。 



２【財務諸表等】 

(1）【財務諸表】 

①【貸借対照表】 

    
前事業年度 

（平成18年３月31日） 
当事業年度 

（平成19年３月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（百万円） 
構成比 
（％） 

金額（百万円） 
構成比 
（％） 

（資産の部）               

Ⅰ 流動資産               

１ 現金及び預金     3,030     2,834   

２ 受取手形 ※９   2,204     2,315   

３ 売掛金 ※３   18,492     18,524   

４ 製品     788     770   

５ 原材料     118     382   

６ 仕掛品     41     54   

７ 貯蔵品     86     756   

８ 前払費用     363     291   

９ 関係会社短期貸付金     1,535     1,413   

10 未収入金 ※３   11,706     13,889   

11 繰延税金資産     699     603   

12 その他     378     32   

貸倒引当金     △30     △69   

流動資産合計     39,410 34.8   41,796 35.1 

Ⅱ 固定資産               

(1) 有形固定資産               

１ 建物 ※１ 23,894     23,868     

減価償却累計額   14,337 9,557   14,999 8,870   

２ 構築物   4,487     4,549     

減価償却累計額   3,382 1,105   3,497 1,052   

３ 機械及び装置   55,750     55,669     

減価償却累計額   48,487 7,263   49,061 6,607   

４ 車両及び運搬具   339     363     

減価償却累計額   240 99   276 87   

５ 工具・器具及び備品   14,283     14,116     

減価償却累計額   12,772 1,511   12,727 1,389   

６ 土地 ※1,6   19,390     19,692   

７ 建設仮勘定     577     2,217   

有形固定資産合計     39,502 34.9   39,913 33.6 

(2) 無形固定資産               

１ 借地権     9     9   

２ ソフトウェア     1,572     1,358   

３ ソフトウェア仮勘定     2,234     3,600   

４ その他     33     31   

無形固定資産合計     3,848 3.4   4,998 4.2 

(3) 投資その他の資産               

１ 投資有価証券     8,513     10,463   

２ 関係会社株式 ※10   12,915     13,978   

３ 関係会社出資金     838     838   

４ 従業員に対する長期貸
付金 

    115     108   

５ 関係会社長期貸付金     2,005     702   

６ 長期前払費用     273     965   

７ 繰延税金資産     5,897     5,274   

８ その他     260     347   

貸倒引当金     △421     △423   

投資その他の資産合計     30,395 26.9   32,253 27.1 

固定資産合計     73,745 65.2   77,164 64.9 

Ⅲ 繰延資産               

１ 社債発行費     7     2   

繰延資産合計     7 0.0   2 0.0 

資産合計     113,162 100.0   118,961 100.0 
     

 



    
前事業年度 

（平成18年３月31日） 
当事業年度 

（平成19年３月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（百万円） 
構成比 
（％） 

金額（百万円） 
構成比 
（％） 

（負債の部）               

Ⅰ 流動負債               

１ 支払手形 ※９   3,528     6,295   

２ 買掛金 ※３   16,475     19,727   

３ 短期借入金 ※７   7,970     1,000   

４ 一年以内に返済予定の長
期借入金 

※１   7,567     5,235   

５ 一年以内に償還予定の社
債 

    400     3,100   

６ 未払金 ※1,3   890     1,427   

７ 未払法人税等     1,994     105   

８ 未払費用 ※３   2,893     2,735   

９ 預り金 ※３   2,067     4,034   

10 賞与引当金     705     839   

11 その他     －     2   

流動負債合計     44,489 39.3   44,498 37.4 

Ⅱ 固定負債               

１ 社債     3,600     500   

２ 長期借入金 ※１   10,005     16,559   

３ 長期未払金 ※１   540     591   

４ 退職給付引当金     14,049     13,707   

５ 役員退職慰労引当金     760     713   

６ 再評価に係る繰延税金負
債 

※６   3,849     4,409   

７ その他 ※３   996     622   

固定負債合計     33,799 29.9   37,100 31.2 

負債合計     78,288 69.2   81,598 68.6 

 



    
前事業年度 

（平成18年３月31日） 
当事業年度 

（平成19年３月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（百万円） 
構成比 
（％） 

金額（百万円） 
構成比 
（％） 

（資本の部）               

Ⅰ 資本金 ※２   13,559 12.0   － － 

Ⅱ 資本剰余金               

１ 資本準備金     6,813     －   

２ その他資本剰余金               

(1) 資本金及び資本準備金
減少差益 

  1,099 1,099   － －   

資本剰余金合計     7,912 7.0   － － 

Ⅲ 利益剰余金               

１ 任意積立金               

固定資産圧縮積立金   4     －     

退職給与積立金   7 11   － －   

２ 当期未処分利益     7,312     －   

利益剰余金合計     7,323 6.4   － － 

Ⅳ 土地再評価差額金 ※6,8   5,774 5.1   － － 

Ⅴ その他有価証券評価差額金 ※８   2,816 2.5   － － 

Ⅵ 自己株式 ※２   △2,510 △2.2   － － 

資本合計     34,874 30.8   － － 

負債資本合計     113,162 100.0   － － 

（純資産の部）               

Ⅰ 株主資本               

１ 資本金     － －   13,578 11.4 

２ 資本剰余金               

(1) 資本準備金   －     6,831     

(2) その他資本剰余金   －     1,069     

資本剰余金合計     － －   7,900 6.6 

３ 利益剰余金               

(1) その他利益剰余金               

固定資産圧縮積立金   －     3     

退職給与積立金   －     7     

繰越利益剰余金   －     9,708     

利益剰余金合計     － －   9,719 8.2 

４ 自己株式     － －   △2,474 △2.1 

株主資本合計     － －   28,723 24.1 

Ⅱ 評価・換算差額等               

１ その他有価証券評価差額
金 

    － －   3,336 2.8 

２ 繰延ヘッジ損益     － －   △1 △0.0 

３ 土地再評価差額金 ※６   － －   5,215 4.4 

評価・換算差額等合計     － －   8,550 7.2 

Ⅲ 新株予約権     － －   90 0.1 

純資産合計     － －   37,363 31.4 

負債純資産合計     － －   118,961 100.0 
     



②【損益計算書】 

   
前事業年度 

(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

区分 
注記 
番号 

金額(百万円) 
百分比 
(％) 

金額(百万円) 
百分比 
(％) 

Ⅰ 売上高  104,164 100.0 104,390 100.0 

Ⅱ 売上原価 ※１   

１ 製品期首たな卸高  975 788   

２ 当期製品製造原価 ※６ 4,013 4,842   

３ 製品購入高  82,725 84,746   

合計  87,713 90,376   

４ 他勘定振替高 ※２ 70 6   

５ 製品期末たな卸高  788 86,855 83.4 770 89,600 85.8

売上総利益  17,309 16.6 14,790 14.2

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※3,6 11,136 10.7 12,020 11.5

営業利益  6,173 5.9 2,770 2.7

Ⅳ 営業外収益    

１ 受取利息  94 62   

２ 受取配当金  92 120   

３ 関係会社受取配当金  1,655 1,800   

４ 関係会社受取地代家賃  798 786   

５ 関係会社に対する設備売
却益 

 23 3   

６ 関係会社賃貸収入  1,926 1,497   

７ 雑収入  362 4,950 4.8 225 4,491 4.3

Ⅴ 営業外費用    

１ 支払利息  317 337   

２ 社債利息  67 35   

３ 貸与資産減価償却費  1,780 1,558   

４ 製品補償費  416 332   

５ 雑支出   764 3,344 3.2 792 3,053 2.9

経常利益  7,779 7.5 4,209 4.1

 



   
前事業年度 

(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

区分 
注記 
番号 

金額(百万円) 
百分比 
(％) 

金額(百万円) 
百分比 
(％) 

Ⅵ 特別利益    

１ 固定資産売却益 ※４ 1 0   

２ 投資有価証券売却益  204 670   

３ 関係会社株式売却益  18 2   

４ 貸倒引当金戻入益  － 223 0.2 77 748 0.7

Ⅶ 特別損失    

１ 固定資産売廃却損 ※５ 360 436   

２ 投資有価証券評価損   6 －   

３ 関係会社株式評価損  2,900 －   

４ 減損損失 ※７ 420 176   

５ 貸倒引当金繰入額   343 141   

６ 製品補償費  188 －   

７ 抱合せ株式消滅差損  － 48   

８ 本店建替関連損失  － 183   

９ 労災補償費  － 30   

10 その他  202 4,419 4.3 － 1,013 1.0

税引前当期純利益  3,583 3.4 3,944 3.8

法人税、住民税及び事業
税 

 1,382 76   

法人税等調整額  △334 1,048 1.0 509 585 0.6

当期純利益  2,535 2.4 3,359 3.2

前期繰越利益  4,769 － 

退職給与積立金取崩高  3 － 

土地再評価差額金取崩高  5 － 

当期未処分利益  7,312 － 

     



製造原価明細書 

 （注）１ 原価計算の方法は組別総合原価計算法による実際原価計算制度であります。 

２ 他勘定振替高は半製品の有償支給及び仕入製品費等へ振替えた額であります。 

   
前事業年度 

(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

区分 
注記 
番号 

金額(百万円) 
構成比 
(％) 

金額(百万円) 
構成比 
(％) 

Ⅰ 材料費    4,230 35.0 4,650 33.3

Ⅱ 労務費    2,833 23.4 4,134 29.6

Ⅲ 経費      

減価償却費  806 754   

外注加工費  99 63   

支払電力料  132 149   

その他  3,989 5,026 41.6 4,218 5,184 37.1

当期総製造費用    12,089 100.0 13,968 100.0 

期首仕掛品たな卸高    87 41 

合計    12,176 14,008 

期末仕掛品たな卸高    41 54 

他勘定振替高    8,122 9,113 

当期製品製造原価    4,013 4,842 



③【利益処分計算書及び株主資本等変動計算書】 

利益処分計算書 

 （注） 日付は株主総会承認年月日である。 

    
前事業年度 

(平成18年６月20日) 

区分 
注記 
番号 

金額(百万円) 

（当期未処分利益の処分）   

Ⅰ 当期未処分利益   7,312 

Ⅱ 任意積立金取崩額   

固定資産圧縮積立金 
取崩高 

  1 1 

合計   7,313 

Ⅲ 利益処分額   

配当金   642 642 

Ⅳ 次期繰越利益   6,671 

（その他資本剰余金の処分）   

Ｉ その他資本剰余金   1,099 

Ⅱ その他資本剰余金次期繰越額   1,099 

       



株主資本等変動計算書 

当事業年度（自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日） 

 （注）１ 新株予約権等の行使によるものであります。 

２ 固定資産圧縮積立金の取崩しによるものであります。 

 ３ 平成18年６月定時株主総会における利益処分項目は、配当金642百万円であります。 

  

株主資本 

資本金 

資本剰余金 利益剰余金 

自己株式 
株主資本
合計 資本 

準備金 

その他 
資本 

剰余金 

資本 
剰余金 
合計 

その他利益剰余金 
利益 
剰余金 
合計 

固定資産
圧縮積立
金 

退職給与
積立金 

繰越利益
剰余金 

平成18年３月31日 残高 
（百万円） 

13,559 6,813 1,099 7,912 4 7 7,312 7,323 △2,510 26,284

事業年度中の変動額         

新株の発行（注）１ 18 18 18     37

平成18年６月定時株主総会
における利益処分による任
意積立金取崩項目（注）２ 

    △1 1 －   －

平成18年６月定時株主総会
における利益処分項目
（注）３ 

    △642 △642   △642

剰余金の配当     △322 △322   △322

当期純利益     3,359 3,359   3,359

自己株式の取得       △72 △72

自己株式の処分     △30 △30   108 77

株主資本以外の項目の事業
年度中の変動額（純額） 

        

事業年度中の変動額合計 
（百万円） 

18 18 △30 △12 △1 － 2,396 2,395 36 2,437

平成19年３月31日 残高 
（百万円） 

13,578 6,831 1,069 7,900 3 7 9,708 9,719 △2,474 28,723

  

評価・換算差額等 

新株予約権 純資産合計 
その他有価証券
評価差額金 

繰延ヘッジ損益 
土地再評価 
差額金 

評価・換算 
差額等合計 

平成18年３月31日 残高 
（百万円） 

2,816 － 5,774 8,590 － 34,874

事業年度中の変動額     

新株の発行（注）１     37

平成18年６月定時株主総会
における利益処分による任
意積立金取崩項目（注）２ 

    －

平成18年６月定時株主総会
における利益処分項目
（注）３ 

    △642

剰余金の配当     △322

当期純利益     3,359

自己株式の取得     △72

自己株式の処分     77

株主資本以外の項目の事業
年度中の変動額（純額） 

522 △1 △560 △38 90 52

事業年度中の変動額合計 
（百万円） 

522 △1 △560 △38 90 2,489

平成19年３月31日 残高 
（百万円） 

3,336 △1 5,215 8,550 90 37,363



重要な会計方針 

前事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

１ 有価証券の評価基準および評価方法 

子会社株式及び関連会社株式…移動平均法による

原価法 

１ 有価証券の評価基準および評価方法 

子会社株式及び関連会社株式…同左 

その他有価証券 

時価のあるもの……決算日前1ヶ月の市場価格等

の平均価格等に基づく時価

法 

（評価差額は、全部資本直入

法により処理し、売却原価

は、移動平均法により算定) 

その他有価証券 

時価のあるもの……決算日前１ヶ月の市場価格

等の平均価格に基づく時価

法 

（評価差額は、全部純資産直

入法により処理し、売却原

価は、移動平均法により算

定) 

時価のないもの……移動平均法による原価法 時価のないもの……同左 

２ デリバティブ取引の評価基準及び評価方法 

 時価法 

２ デリバティブ取引の評価基準及び評価方法 

同左 

３ たな卸資産の評価基準および評価方法 

製品………総平均法による原価法 

仕掛品……総平均法による原価法 

原材料及び貯蔵品…… 終仕入法による原価法 

３ たな卸資産の評価基準および評価方法 

同左 

４ 固定資産の減価償却の方法 

(1) 有形固定資産 

 定率法によっている。 

 ただし、平成10年４月１日以降に取得した建物

(建物附属設備は除く)については、定額法によって

いる。また、取得価額10万円以上20万円未満の少額

減価償却資産については３年間で均等償却する方法

によっている。 

 なお、主な耐用年数は以下のとおりである。 

建物        ３～50年 

構築物       ３～60年 

機械及び装置    ３～12年 

車両及び運搬具   ２～11年 

工具・器具及び備品 ２～20年 

４ 固定資産の減価償却の方法 

(1) 有形固定資産 

 定率法を採用しております。 

 ただし、平成10年４月１日以降に取得した建物

(建物附属設備は除く)については、定額法によって

おります。また、取得価額10万円以上20万円未満の

少額減価償却資産については、３年間で均等償却す

る方法を採用しております。 

 なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

建物        ３～50年 

構築物       ３～60年 

機械及び装置    ３～12年 

車両及び運搬具   ２～11年 

工具・器具及び備品 ２～20年 

(2) 無形固定資産 

 定額法によっている。 

 なお、ソフトウェア(自社利用分)については、社

内における利用可能期間(５年間)に基づく定額法を

採用している。 

(2) 無形固定資産 

 定額法を採用しております。 

 なお、ソフトウェア(自社利用分)については、社

内における利用可能期間(５年間)に基づく定額法を

採用しております。 

５ 繰延資産の処理方法 

社債発行費…………３年間で毎期均等償却 

新株発行費…………支出時に全額費用処理 

５ 繰延資産の処理方法 

社債発行費…………３年間で毎期均等償却 

株式交付費…………支出時に全額費用処理 

６ 外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算基準 

 外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により

円貨に換算し、換算差額は損益として処理している。 

６ 外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算基準 

 外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により

円貨に換算し、換算差額は損益として処理しておりま

す。 

 



前事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

７ 引当金の計上基準 

貸倒引当金… 債権の貸倒れによる損失に備えるため

一般債権については、貸倒実績率によ

り、貸倒懸念債権等特定の債権について

は、個別に回収可能性を検討し、回収不

能見込額を計上している。 

７ 引当金の計上基準 

貸倒引当金… 債権の貸倒れによる損失に備えるため

一般債権については貸倒実績率により、

貸倒懸念債権等特定の債権については、

個別に回収可能性を検討し、回収不能見

込額を計上しております。 

賞与引当金… 従業員に対して支給する賞与の見込額

のうち、当事業年度の末日において負担

すべき見積額を計上している。 

賞与引当金… 従業員に対して支給する賞与の見込額

のうち、当事業年度の末日において負担

すべき見積額を計上しております。 

退職給付引当金… 

 従業員の退職給付に備えるため、当

事業年度末における退職給付債務及び

年金資産の見込額に基づき、当事業年

度の末日において発生していると認め

られる額を計上している。 

 過去勤務債務は、その発生時の従業

員の平均残存勤務期間以内の一定の年

数（５年）による定額法により費用処

理している。 

 数理計算上の差異については、その

発生時の従業員の平均残存勤務期間以

内の一定の年数(14～15年)による定額

法により翌事業年度から費用処理する

こととしている。 

退職給付引当金… 

 従業員の退職給付に備えるため、当

事業年度末における退職給付債務及び

年金資産の見込額に基づき、当事業年

度の末日において発生していると認め

られる額を計上しております。 

 過去勤務債務は、その発生時の従業

員の平均残存勤務期間以内の一定の年

数（５年）で定額法により費用処理し

ております。 

 数理計算上の差異については、その

発生時の従業員の平均残存勤務期間以

内の一定の年数(14～15年)で定額法に

より翌事業年度から費用処理しており

ます。 

役員退職慰労引当金… 

 取締役及び監査役の退職慰労金の支

給に備えるため、内規に基づく事業年

度末要支給額を計上している。 

 ただし、取締役の退職慰労金は、平

成17年４月１日以降の新規加算を停止

している。 

役員退職慰労引当金… 

 取締役及び監査役の退職慰労金の支

給に備えるため、内規に基づく事業年

度末要支給額を計上しております。 

 ただし、取締役の退職慰労金は、平

成17年４月１日以降の新規加算を停止

しております。 

８ リース取引の処理方法 

 リース物件の所有権が借主に移転すると認められるも

の以外のファイナンス・リース取引については、通常の

賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

８ リース取引の処理方法 

 リース物件の所有権が借主に移転すると認められるも

の以外のファイナンス・リース取引については、通常の

賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっておりま

す。 

９ ヘッジ会計の方法 

(1) ヘッジ会計の方法 

 金利スワップ、金利オプション及び通貨オプショ

ンに関しては、繰延ヘッジ処理を採用している。な

お、金利スワップについては特例処理の要件を満た

している場合は特例処理を採用している。また、為

替予約については原則的な処理方法を採用してい

る。 

９ ヘッジ会計の方法 

(1) ヘッジ会計の方法 

 金利スワップ、金利オプション及び通貨オプショ

ンに関しては、繰延ヘッジ処理を採用しておりま

す。なお、金利スワップについては特例処理の要件

を満たしている場合は特例処理を採用しておりま

す。また、為替予約については原則的な処理方法を

採用しております。 

 



前事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

(2) ヘッジ手段とヘッジ対象 (2) ヘッジ手段とヘッジ対象 

ａ ヘッジ手段… 為替予約 

ヘッジ対象… 外貨建資産・負債 

ｂ ヘッジ手段… 金利スワップ 

ヘッジ対象… 借入金利息 

ｃ ヘッジ手段… 金利オプション 

ヘッジ対象… 借入金利息 

ｄ ヘッジ手段… 通貨オプション 

ヘッジ対象… 外貨建資産・負債 

ａ ヘッジ手段… 為替予約、通貨オプション 

ヘッジ対象… 外貨建資産・負債 

ｂ ヘッジ手段… 金利スワップ、金利オプション 

ヘッジ対象… 借入金利息 

(3) ヘッジ方針 

 当社は、デリバティブ取引に関し「社内規定」に

従い、将来の為替変動リスク及び金利変動リスク回

避のためにヘッジを行っている。 

(3) ヘッジ方針 

 当社は、デリバティブ取引に関し「社内規定」に

従い、将来の為替変動リスク及び金利変動リスク回

避のためにヘッジを行っております。 

(4) ヘッジ有効性の評価 

 ヘッジ対象のキャッシュ・フロー変動の累計又は

相場変動とヘッジ手段のキャッシュ・フロー変動の

累計又は相場変動を四半期ごとに比較し、両者の変

動額等を基礎にして、ヘッジ有効性を評価してい

る。ただし、特例処理によっている金利スワップに

ついては、有効性の評価を省略している。 

(4) ヘッジ有効性の評価 

 ヘッジ対象のキャッシュ・フロー変動の累計又は

相場変動とヘッジ手段のキャッシュ・フロー変動の

累計又は相場変動を四半期ごとに比較し、両者の変

動額等を基礎にして、ヘッジ有効性を評価しており

ます。ただし、特例処理によっている金利スワップ

については、有効性の評価を省略しております。 

10 その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

(1) 消費税等の会計処理 

 消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式に

よっている。 

10 その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

(1) 消費税等の会計処理 

 消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式に

よっております。 

(2) 連結納税制度の適用 

 当事業年度から連結納税制度を適用している。 

(2) 連結納税制度の適用 

 連結納税制度を適用しております。 



（会計処理の変更） 

前事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

（固定資産の減損会計について） 

 当事業年度より固定資産の減損に係る会計基準（「固

定資産の減損に係る会計基準の設定に関する意見書」(企

業会計審議会 平成14年8月9日)）及び「固定資産の減損

に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第6

号 平成15年10月31日)を適用している。これにより経常

利益は８百万円増加し、税引前当期純利益は411百万円減

少している。なお、減損損失累計額については、改正後

の財務諸表等規則に基づき各資産の金額から直接控除し

ている。 

────── 

（ヘッジ会計の方法） 

 従来、為替予約については、振当処理の要件を満たし

ている場合には振当処理をおこなっていたが、為替リス

クの評価及び為替予約に関する管理体制を見直したこと

を契機に、ヘッジ会計の適用方法を再検討したことに伴

い、当事業年度より原則的処理方法、すなわち、ヘッジ

手段である為替予約を時価評価し評価差額を損益として

処理する方法に変更している。なお、この変更に伴う影

響額は軽微である。 

────── 

（たな卸資産の評価方法） 

 仕掛品の評価基準及び評価方法については、従来、先

入先出法による原価法によっていたが、基幹システムの

見直しに着手したことを契機に、より生産工程に適合し

た期間損益計算をおこなうため、当事業年度より総平均

法による原価法に変更している。なお、この変更に伴う

影響は軽微である。 

────── 

────── （貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準） 

 当事業年度より、「貸借対照表の純資産の部の表示に

関する会計基準」（企業会計基準第５号 平成17年12月

９日）及び「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会

計基準等の適用指針」（企業会計基準適用指針第８号 

平成17年12月９日）を適用しております。 

 これまでの資本の部の合計に相当する金額は37,273百

万円であります。 

 なお、当事業年度における貸借対照表の純資産の部に

ついては、財務諸表等規則の改正に伴い、改正後の財務

諸表等規則により作成しております。 

────── （ストック・オプション等に関する会計基準） 

 当事業年度より、「ストック・オプション等に関する

会計基準」（企業会計基準第８号 平成17年12月27日）

及び「ストック・オプション等に関する会計基準の適用

指針」（企業会計基準適用指針第11号 平成18年５月31

日）を適用しております。 

 これにより営業利益、経常利益及び税引前当期純利益

は、それぞれ90百万円減少しております。 

 



（表示方法の変更） 

（追加情報） 

前事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

────── （企業結合に係る会計基準） 

 当事業年度より、「企業結合に係る会計基準」（「企

業結合に係る会計基準の設定に関する意見書」（企業会

計審議会 平成15年10月31日））及び「企業結合会計基

準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」（企業会

計基準適用指針第10号 平成17年12月27日）を適用して

おります。 

前事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

(貸借対照表) 

１ 前事業年度において、無形固定資産の「その他の無

形固定資産」に含めて表示していた「ソフトウェア仮

勘定」(前期末残高1,031百万円)は、総資産の100分の

１を超えたため、当事業年度より区分掲記している。 

────── 

前事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

(代行返上等) 

 当社は、「確定給付企業年金法」の施行に伴い、厚生

年金基金の代行返上部分について、平成16年12月１日に

厚生労働大臣から過去分及び将来分返上の認可を受け、

平成17年５月20日に国に返還額( 低責任準備金)の納付

をおこなっている。 

 なお、当事業年度における損益に与える影響額は軽微

である。 

────── 



注記事項 

（貸借対照表関係） 

前事業年度 
(平成18年３月31日) 

当事業年度 
(平成19年３月31日) 

※１ 担保に供している資産は下記のとおりである。 ※１ 担保に供している資産は下記のとおりであります。

  (単位：百万円)

（担保提供資産）   

建物 2,140 

土地 702 

合 計 2,842 

(上記に対応する債務)   

一年以内に返済予定の長期借入金 106 

未払金 90 

長期借入金 697 

長期未払金 540 

合 計 1,433 

  (単位：百万円)

（担保提供資産）   

建物 2,062 

土地 702 

合 計 2,764 

(上記に対応する債務)   

一年以内に返済予定の長期借入金 106 

未払金 90 

長期借入金 591 

長期未払金 450 

合 計 1,237 

※２ ※２        ────── 

会社が発行する株式・・・ 普通株式 320,000,000株

発行済株式数   ・・・ 普通株式 110,816,343株

保有自己株式数  ・・・ 普通株式  3,803,551株

 

※３ 関係会社に係る注記 

 区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている

関係会社に対するものは次のとおりである。 

※３ 関係会社に係る注記 

 区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている

関係会社に対するものは次のとおりであります。 

売掛金 2,822百万円 

未収入金 11,098百万円 

買掛金 8,870百万円 

未払費用 1,106百万円 

預り金 1,906百万円 

売掛金 3,513百万円 

未収入金 12,645百万円 

買掛金 9,208百万円 

預り金 3,929百万円 

その他(未払金、未払費用、

長期預り金) 

  

1,562百万円 

  

 ４ 偶発債務 

(1) 債務保証 

 次の関係会社及び従業員の銀行借入金に対し債

務保証を行っている。 

 ４ 偶発債務 

(1) 債務保証 

 次の関係会社及び従業員の銀行借入金に対し債

務保証を行っております。 

アケボノアラスS.A.S. 523百万円 

アケボノヨーロッパS.A.S. 800百万円 

広州曙光制動器有限公司 97百万円 

曙光制動器(蘇州)有限公司 352百万円 

従業員 1百万円 

  1,773百万円 

(うち外貨額 EUR 9,259千)

(うち外貨額 US$ 3,450千)

(うち外貨額 元  3,000千)

アケボノアラスS.A.S. 288百万円 

アケボノヨーロッパS.A.S. 1,038百万円 

広州曙光制動器有限公司 188百万円 

曙光制動器(蘇州)有限公司 528百万円 

従業員 1百万円 

  2,043百万円 

(うち外貨額 EUR 8,429千)

(うち外貨額 US$ 4,150千)

(うち外貨額 元  14,800千)

 



前事業年度 
(平成18年３月31日) 

当事業年度 
(平成19年３月31日) 

(2) 保証予約 

 次の関係会社の銀行借入金に対し債務保証予約

を行っている。 

(2) 保証予約 

────── 

エーマックブレーキL.L.C 458百万円 

  458百万円 

(うち外貨額 US$ 3,900千)

 

 次の関係会社のリース契約のため金融機関に対

して保証予約を行っている。 

 

エーマックブレーキL.L.C 248百万円 

  248百万円 

(うち外貨額 US$ 2,115千)

 

(3) 一括支払信託併存的債務引受額 483百万円 (3) 一括支払信託併存的債務引受額 166百万円 

(4) 債権流動化に伴う買戻し義務限度額 (4) 債権流動化に伴う買戻し義務限度額 

  661百万円   529百万円 

５ 輸出為替手形割引高 24百万円 ５ 輸出為替手形割引高 1百万円 

※６ 土地の再評価に関する法律(平成10年３月31日公布

法律第34号)及び土地の再評価に関する法律の一部を

改正する法律(平成13年３月31日公布法律第19号)に

基づき、平成14年３月31日に事業用の土地の再評価

を行なっている。なお、再評価差額については、土

地の再評価に関する法律の一部を改正する法律(平成

11年３月31日公布法律第24号)に基づき、当該再評価

差額に係る税金相当額を「再評価に係る繰延税金負

債」として負債の部に計上し、これを控除した金額

を「土地再評価差額金」として資本の部に計上して

いる。 

・再評価の方法 

 土地の再評価に関する法律施行令(平成10年３月

31日公布政令第119号)第２条第５号に定める不動

産鑑定士による鑑定評価に基づいて算出したほ

か、一部については同政令第２条第４号に定める

標準地の路線価に合理的な調整を行って算出して

いる。 

・再評価を行なった年月日  平成14年３月31日 

・再評価を行った土地の当期末における時価と再評

価後の帳簿価格との差額 

△2,484百万円 

※６ 「土地の再評価に関する法律」(平成10年３月31日

公布法律第34号)及び「土地の再評価に関する法律の

一部を改正する法律」(平成13年３月31日公布法律第

19号)に基づき、平成14年３月31日に事業用の土地の

再評価を行なっております。なお、再評価差額につ

いては、「土地の再評価に関する法律の一部を改正

する法律」(平成11年３月31日公布法律第24号)に基

づき、当該再評価差額に係る税金相当額を「再評価

に係る繰延税金負債」として負債の部に計上し、こ

れを控除した金額を「土地再評価差額金」として純

資産の部に計上しております。 

・再評価の方法 

 「土地の再評価に関する法律施行令」(平成10年

３月31日公布政令第119号)第２条第５号に定める

不動産鑑定士による鑑定評価に基づいて算出した

ほか、一部については同政令第２条第４号に定め

る標準地の路線価に合理的な調整を行って算出し

ております。 

・再評価を行なった年月日  平成14年３月31日 

・再評価を行った土地の当期末における時価と再評

価後の帳簿価格との差額 

△2,489百万円 

 



前事業年度 
(平成18年３月31日) 

当事業年度 
(平成19年３月31日) 

※７ 当社は、運転資金の効率的な調達を行うため主要

取引金融機関と当座貸越契約及び貸出コミットメン

ト契約を締結している。 

 当事業年度末における当座貸越契約及び貸出コミ

ットメントに係る借入未実行残高等は次のとおりで

ある。 

※７ 当社は、運転資金の効率的な調達を行うため主要

取引金融機関と当座貸越契約及び貸出コミットメン

ト契約を締結しております。 

 当事業年度末における当座貸越契約及び貸出コミ

ットメントに係る借入未実行残高等は次のとおりで

あります。 

当座貸越極度額及び 

貸出コミットメントの総額 
14,500百万円 

借入実行残高 ―百万円 

差引額 14,500百万円 

当座貸越極度額及び 

貸出コミットメントの総額 
14,500百万円 

借入実行残高 ―百万円 

差引額 14,500百万円 

※８ 配当制限 

 有価証券の時価評価により、純資産額が2,816百万

円増加している。 

 なお、当該金額は商法施行規則第124条第３号の規

定により、配当に充当することが制限されている。 

 土地再評価差額金は、土地の再評価に関する法律

第７条の２第１項の規定により、配当に充当するこ

とが制限されている。 

※８        ────── 

※９        ────── ※９ 期末日満期手形 

 期末日満期手形の会計処理については、手形交換

日をもって決済処理をしております。なお、当期末

日が金融機関の休日であったため、次の期末日満期

手形が期末残高に含まれております。 

受取手形 526百万円 

支払手形 464百万円 

※10        ────── ※10 関係会社株式には、平成19年４月２日設立のアケ

ボノブレーキヨーロッパN.V.に対する新株式払込金

752百万円が含まれております。 



（損益計算書関係） 

前事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

※１ 関係会社との主な取引 ※１ 関係会社との主な取引 

原材料及び製品購入高 84,505百万円

 (注)材料支給高は、製品購入高等の減算項目と

して処理しております。 

材料支給高 47,722百万円

製品購入高等 90,797百万円

※２ 他勘定振替高は子会社への製品の売却等70百万円

である。 

※２ 他勘定振替高は、販売費及び一般管理費への振替

であります。 

※３ 販売費及び一般管理費 

 販売費に属する費用のおおよその割合は40％であ

り一般管理費に属する費用のおおよその割合は60％

である。主要な費用及び金額は次のとおりである。 

※３ 販売費及び一般管理費 

 販売費に属する費用のおおよその割合は36％、一

般管理費に属する費用のおおよその割合は64％であ

ります。主要な費用及び金額は次のとおりでありま

す。 

給料 2,614百万円

従業員賞与 730百万円

従業員賞与引当金繰入額 408百万円

荷造運送費 674百万円

減価償却費 491百万円

退職給付費用 241百万円

業務委託料 1,311百万円

旅費交通費 701百万円

委託研究費 315百万円

賃借料 572百万円

給料 2,810百万円

従業員賞与 879百万円

従業員賞与引当金繰入額 432百万円

荷造運送費 634百万円

減価償却費 556百万円

退職給付費用 277百万円

業務委託料 1,436百万円

旅費交通費 704百万円

賃借料 545百万円

研究開発費 657百万円

※４ 固定資産売却益の内訳 ※４ 固定資産売却益の内訳 

車両運搬具 1百万円

土地 0百万円

計 1百万円

車両及び運搬具 0百万円

※５ 固定資産売廃却損の内訳 ※５ 固定資産売廃却損の内訳 

建物 19百万円

機械装置 294百万円

車両運搬具 0百万円

工具器具備品 30百万円

土地 2百万円

無形固定資産 15百万円

計 360百万円

建物 364百万円

構築物 1百万円

機械及び装置 39百万円

車両及び運搬具 0百万円

工具・器具及び備品 31百万円

計 436百万円

※６ 研究開発費の総額 

 一般管理費に含まれる研究開発費は、551百万円で

ある。 

※６ 研究開発費の総額 

 一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発

費は、1,299百万円であります。 

 



（株主資本等変動計算書関係） 

当事業年度（自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日） 

自己株式の種類及び株式数に関する事項 

 （注）１ 普通株式の自己株式の株式数の増加66千株は、単元未満株式の買取りによる増加であります。 

２ 普通株式の自己株式の株式数の減少162千株は、新株予約権等の行使による自己株式の処分による減少であ

ります。 

前事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

※７ 減損損失 

 当事業年度において、以下の資産について減損損

失を計上している。 

※７ 減損損失 

 当事業年度において、以下の資産について減損損

失を計上しております。 

 当社は、製品カテゴリを資産グループの基礎と

し、独立したキャッシュ・フローを生み出す 小単

位でグルーピングをおこなっている。上記の資産

は、遊休資産となっていることから当該資産の回収

可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失として

特別損失に420百万円計上した。なお、当該土地の回

収可能価額は正味売却価額により測定しており、主

として不動産鑑定評価基準に基づく鑑定評価額によ

り算定している。 

  (単位：百万円) 

場所 用途 種類 金額 

山形県寒河江市 遊休地 土地 145 

埼玉県さいたま市他 遊休設備 機械及び装置等 71 

埼玉県さいたま市 遊休施設 建物・構築物 44 

埼玉県羽生市 遊休施設 建物 46 

群馬県館林市 遊休地 土地 65 

その他 遊休地他 土地等 49 

    合計 420 

 当社は、製品カテゴリを資産グループの基礎と

し、独立したキャッシュ・フローを生み出す 小単

位でグルーピングをおこなっております。上記の資

産は、遊休資産となっていることから当該資産の回

収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失とし

て特別損失に176百万円計上しております。 

 なお、遊休設備等の回収可能価額は合理的な測定

が困難であることから備忘価額としております。 

  (単位：百万円) 

場所 用途 種類 金額 

埼玉県さいたま市 遊休設備 機械及び装置 82

埼玉県羽生市 遊休設備等 機械及び装置等 48

岡山県総社市 遊休設備 機械及び装置等 5

福島県桑折町 遊休設備等 機械及び装置等 41

    合計 176

  
前事業年度末 
株式数（千株） 

当事業年度増加 
株式数（千株） 

当事業年度減少 
株式数（千株） 

当事業年度末 
株式数（千株） 

普通株式（注）１、２ 3,803 66 162 3,707 

合計 3,803 66 162 3,707 



（リース取引関係） 

前事業年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

１ リース物件の所有権が借主に移転すると認められる

もの以外のファイナンス・リース取引 

１ リース物件の所有権が借主に移転すると認められる

もの以外のファイナンス・リース取引 

① リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相

当額、減損損失累計額相当額及び期末残高相当額 

① リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相

当額、減損損失累計額相当額及び期末残高相当額 

            (単位：百万円)

   

機械及び

装置 

・車両及

び運搬具 

 

工具・ 

器具及び

備品 

 
ソフト 

ウェア 
  合計 

取得価額 

相当額 
  831   465   1,415   2,711 

減価償却累

計額相当額 
  390   358   939   1,687 

減損損失累

計額相当額 
  15   ―   ―   15 

期末残高 

相当額 
  426   107   476   1,009 

  
取得価額
相当額 
(百万円)

減価償却
累計額 
相当額 
(百万円) 

減損損失
累計額 
相当額 
(百万円) 

期末残高
相当額 
(百万円)

機械及び装置 847 510 12 325 

車両及び運搬
具 

24 18 ― 6 

工具・器具 
及び備品 

149 121 ― 28 

ソフトウェア 1,375 1,171 ― 205 

合計 2,396 1,820 12 564 

② 未経過リース料期末残高相当額及びリース資産減

損勘定期末残高 

② 未経過リース料期末残高相当額及びリース資産減

損勘定期末残高 

１年以内 555百万円

１年超 549百万円

合計 1,104百万円

リース資産減損勘定期末残高 15百万円

１年以内 428百万円

１年超 173百万円

合計 601百万円

リース資産減損勘定期末残高 10百万円

③ 支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額、減

価償却費相当額、支払利息相当額及び減損損失 

③ 支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額、減

価償却費相当額、支払利息相当額及び減損損失 

支払リース料 627百万円

リース資産減損勘定の取崩額 ―百万円

減価償却費相当額 586百万円

支払利息相当額 36百万円

減損損失 15百万円

支払リース料 579百万円

リース資産減損勘定の取崩額 5百万円

減価償却費相当額 512百万円

支払利息相当額 25百万円

減損損失 ―百万円

④ 減価償却費相当額の算定方法 

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする

定額法によっている。 

④ 減価償却費相当額の算定方法 

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする

定額法によっております。 

⑤ 利息相当額の算定方法 

リース料総額とリース物件の取得価額相当額の差

額を利息相当額とし、各期への配分方法について

は、利息法によっている。 

⑤ 利息相当額の算定方法 

リース料総額とリース物件の取得価額相当額の差

額を利息相当額とし、各期への配分方法について

は、利息法によっております。 

２ オペレーティング・リース取引 ２ オペレーティング・リース取引 

未経過リース料 未経過リース料 

１年以内 25百万円

１年超 23百万円

合計 48百万円

１年以内 103百万円

１年超 47百万円

合計 150百万円



（有価証券関係） 

 前事業年度(自平成17年４月１日 至平成18年３月31日)及び当事業年度(自平成18年４月１日 至平成19年３

月31日)における子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものはありません。 

（税効果会計関係） 

前事業年度 
(平成18年３月31日) 

当事業年度 
(平成19年３月31日) 

１ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別

の内訳 

１ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別

の内訳 

  (単位：百万円)

繰延税金資産   

退職給付引当金 5,566 

賞与引当金 282 

役員退職慰労引当金 304 

関係会社株式評価損 1,830 

未払事業税 227 

固定資産減損損失 162 

その他 403 

繰延税金資産小計 8,774 

評価性引当額 △300 

繰延税金資産合計 8,474 

繰延税金負債   

その他有価証券評価差額金 1,876 

その他 2 

繰延税金負債合計 1,878 

繰延税金資産(負債)の純額 6,596 

  (単位：百万円)

繰延税金資産   

退職給付引当金 5,169 

賞与引当金 336 

役員退職慰労引当金 285 

貸倒引当金 166 

投資有価証券評価損 7 

関係会社株式評価損 1,829 

固定資産減損損失 224 

その他 432 

繰延税金資産小計 8,446 

評価性引当額 △327 

繰延税金資産合計 8,119 

繰延税金負債   

その他有価証券評価差額金 2,224 

その他 18 

繰延税金負債合計 2,242 

繰延税金資産(負債)の純額 5,877 

(注)当事業年度における繰延税金資産の純額は、貸借対

照表の以下の項目に含まれている。 

(注)当事業年度における繰延税金資産の純額は、貸借対

照表の以下の項目に含まれております。 

流動資産－繰延税金資産 699 

固定資産－繰延税金資産 5,897 

流動資産－繰延税金資産 603 

固定資産－繰延税金資産 5,274 

２ 法定実効税率と税効果適用後の法人税等の負担率と

の差異の原因となった主な項目別の内訳 

２ 法定実効税率と税効果適用後の法人税等の負担率と

の差異の原因となった主な項目別の内訳 

  (単位：％)

法定実効税率 40.0 

(調整)   

交際費等永久に損金に算入されない項目 3.4 

試験研究費等特別税額控除 △19.8 

外国税額控除 △18.1 

評価性引当額 8.4 

繰越税額控除 17.8 

その他 △2.4 

税効果適用後の法人税等の負担率 29.3 

  (単位：％)

法定実効税率 40.0 

(調整)   

交際費等永久に損金に算入されない項目 4.1 

試験研究費等特別税額控除 △11.1 

外国税額控除 △14.1 

繰越税額控除 △4.3 

その他 0.2 

税効果適用後の法人税等の負担率 14.8 



（１株当たり情報） 

 (注) １株当たり当期純利益及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

（重要な後発事象） 

前事業年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

１株当たり純資産額 325円88銭

１株当たり当期純利益 24円49銭

潜在株式調整後１株当たり当期純利益 22円63銭

１株当たり純資産額 347円42銭

１株当たり当期純利益 31円34銭

潜在株式調整後１株当たり当期純利益 31円20銭

項目 
前事業年度 

(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

損益計算書上の当期純利益 2,535百万円 3,359百万円 

普通株式に係る当期純利益 2,535百万円 3,359百万円 

普通株主に帰属しない金額 ― ― 

普通株式の期中平均株式数 103,488千株 107,192千株 

潜在株式調整後１株当たり当期純利益の算定に

用いられた当期純利益調整額の主要な内訳 
    

支払利息(税額相当額控除後) 15百万円 ―百万円 

当期純利益調整額 15百万円 ―百万円 

潜在株式調整後１株当たり当期純利益の算定に

用いられた普通株式増加数の主要な内訳 
    

2005年満期第２回無担保転換社債 8,395千株 ―千株 

新株予約権 419千株 418千株 

新株引受権 369千株 38千株 

普通株式増加数 9,184千株 456千株 

前事業年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

────── （欧州事業再編） 

 欧州事業の抜本的再編の一環として、平成19年３月13

日開催の取締役会において欧州事業の再編を決議し、平

成19年４月２日にアケボノブレーキヨーロッパN.V.（特

定子会社）を設立いたしました。設立した会社の概要は

以下のとおりです。 

  商号  ：アケボノブレーキヨーロッパN.V. 

  所在地 ：ベルギー 

  資本金 ：19百万ユーロ 

  事業内容：欧州事業統括、営業、市場調査 

  株主構成：当社100％ 

 また、平成19年４月２日に当社の連結子会社であるア

ケボノヨーロッパS.A.S.（特定子会社）の全株式をアケ

ボノブレーキヨーロッパN.V.に19百万ユーロで譲渡して

おります。これにより、平成20年３月期に関係会社株式

売却益を152百万円計上しております。 



④【附属明細表】 

【有価証券明細表】 

【株式】 

銘柄 株式数(株) 貸借対照表計上額(百万円) 

(投資有価証券)     

(その他有価証券)     

トヨタ自動車㈱ 685,474 5,290 

いすゞ自動車㈱ 3,644,330 2,148 

カヤバ工業㈱ 2,000,000 1,252 

㈱みずほフィナンシャルグループ 1,003 787 

㈱三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ 191 261 

トピー工業㈱ 345,000 164 

野村ホールディングス㈱ 59,440 148 

日本発条㈱ 105,391 124 

日野自動車㈱ 100,000 63 

新日本製鐵㈱  50,000 43 

その他(15銘柄) 571,890 184 

計 7,562,719 10,463 



【有形固定資産等明細表】 

（注）１ 当期増加額のうち、主なものは次のとおりです。 

   ２ 当期減少額のうち、主なものは次のとおりです。                       取得価額 

     なお、当期減少額のうち（ ）内は内書きで減損損失計上額であります。 

資産の種類 
前期末残高 
(百万円) 

当期増加額
(百万円) 

当期減少額
(百万円) 

当期末残高
(百万円) 

当期末減価
償却累計額
又は償却累

計額 
(百万円) 

当期償却額 
(百万円) 

差引当期末
残高 

(百万円) 

有形固定資産               

建物 23,894 687 
712 

(5)
23,868 14,999 692 8,870 

構築物 4,487 72 
10 

(0)
4,549 3,497 94 1,052 

機械及び装置 55,750 950 
1,031 

(158)
55,669 49,061 1,175 6,607 

車両及び運搬具 339 30 
6 

(0)
363 276 33 87 

工具・器具及び備品 14,283 417 
584 

(13)
14,116 12,727 457 1,389 

土地 19,390 302 － 19,692 － － 19,692 

建設仮勘定 577 2,992 1,352 2,217 － － 2,217 

有形固定資産計 118,720 5,450 
3,696 

(176)
120,473 80,560 2,450 39,913 

無形固定資産               

借地権 9 － － 9 － － 9 

ソフトウェア 2,244 271 36 2,479 1,120 485 1,358 

ソフトウェア仮勘定 2,234 1,637 271 3,600 － － 3,600 

その他 54 7 0 61 30 8 31 

無形固定資産計 4,541 1,915 308 6,148 1,150 493 4,998 

長期前払費用 302 743 6 1,039 74 51 965 

繰延資産               

社債発行費 15 － － 15 14 5 2 

繰延資産計 15 － － 15 14 5 2 

曙エンジニアリング㈱合併による増加     取得価額 減価償却累計額 

 建物  492百万円  313百万円 

 構築物  39百万円  31百万円 

 機械及び装置 233百万円  212百万円 

 車両及び運搬具 10百万円  8百万円 

 工具・器具及び備品 37百万円  33百万円 

 土地 295百万円     

 建設仮勘定 13百万円     

取得による増加        取得価額 

 機械及び装置    ディスク・ドラムブレーキ生産設備     351百万円 

           ディスクパッド・ライニング生産設備     195百万円 

           開発部門設備     68百万円 

 建設仮勘定     開発部門設備     365百万円 

 ソフトウェア仮勘定 新基幹システム構築による増加     1,411百万円 

建物         日本橋本店事務所解体     667百万円 

機械及び装置     ディスク・ドラムブレーキ生産設備     410百万円 

           ディスクパッド・ライニング生産設備     194百万円 

           開発部門設備     257百万円 



【引当金明細表】 

（注）１ 当期減少額(その他)の金額は、一般債権の貸倒実績率による洗替額であります。 

   ２ 当期増加額には曙エンジニアリング㈱との合併による増加額67百万円が含まれております。 

区分 
前期末残高 
(百万円) 

当期増加額 
(百万円) 

当期減少額 
(目的使用) 
(百万円) 

当期減少額 
(その他) 
(百万円) 

当期末残高 
(百万円) 

貸倒引当金 (注)１ 451 149 22 86 491 

賞与引当金 (注)２ 705 906 772 － 839 

役員退職慰労引当金 760 10 57 － 713 



(2）【主な資産及び負債の内容】 

①現金及び預金 

②受取手形 

相手先別内訳 

期日別内訳 

区分 金額(百万円) 

現金 1 

預金の種類   

当座預金 2,751 

普通預金 81 

別段預金 2 

計 2,833 

合計 2,834 

相手先 金額(百万円) 

三菱自動車工業㈱ 1,630 

大和産業㈱ 95 

明治産業㈱ 77 

ヤマハ発動機㈱ 72 

日野自動車㈱ 53 

その他 388 

合計 2,315 

期日 金額(百万円) 

平成19年３月 526 

〃  ４月 307 

〃  ５月 452 

〃  ６月 661 

〃  ７月 313 

〃  ８月 40 

〃  ９月 15 

合計 2,315 



③売掛金 

相手先別内訳 

回収状況ならびに滞留状況 

 （注） 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しているが、上記当期中請求高及び当期中回収高には消費税等が含まれ

ております。 

④製品 

⑤原材料 

⑥仕掛品 

相手先 金額(百万円) 

日産自動車㈱ 2,375 

いすゞ自動車㈱ 1,691 

三菱ふそうトラック・バス㈱ 1,590 

アケボノコーポレーション（ノースアメリカ） 1,563 

三菱自動車工業㈱ 1,198 

その他 10,106 

合計 18,524 

期間 

前期末残高 
(百万円) 

当期発生高 
(百万円) 

当期回収高 
(百万円) 

当期末残高 
(百万円) 

回収率(％) 滞留期間(日) 

(Ａ) (Ｂ) (Ｃ) (Ｄ) 
(Ｃ) 

───── 
(Ａ)＋(Ｂ) 

×100 (Ｄ÷
Ｂ 
── 
12 

)×30 

第111期 

平成18年４月１日 

～平成19年３月31日 

18,492 109,090 109,059 18,524 85.5 61.1 

内訳 金額(百万円) 

ドラムブレーキ 222 

ディスクブレーキ 114 

ディスクパッド 106 

ブレーキライニング 77 

その他 252 

合計 770 

内訳 金額(百万円) 

買入部品 382 

内訳 金額(百万円) 

センサー 48 

その他 6 

合計 54 



⑦貯蔵品 

⑧未収入金 

⑨関係会社株式 

内訳 金額(百万円) 

補助材料 0 

消耗工具 0 

売却用機械等 756 

合計 756 

科目 相手先 金額(百万円) 

未収入金 

双日マシナリー㈱ 165 

新日本製鐵㈱ 132 

㈱山本製作所 98 

㈱大西製作所 90 

須川工業㈱ 73 

㈱山本プレス製作所 57 

その他 630 

計 1,244 

関係会社未収入金 

曙ブレーキ岩槻製造㈱ 4,081 

曙ブレーキ山陽製造㈱ 3,556 

曙ブレーキ山形製造㈱ 1,393 

曙ブレーキ三春製造㈱ 1,115 

曙ブレーキ福島製造㈱ 934 

その他 1,565 

計 12,645 

合計 13,889 

銘柄 金額(百万円) 

アケボノコーポレーション(ノースアメリカ) 7,724 

アケボノヨーロッパS.A.S. 2,863 

ピーティー トゥリ ダールマ ヴィセサ 1,640 

アケボノブレーキヨーロッパN.V. 752 

アケボノブレーキタイランドCO.,LTD. 409 

その他 590 

合計 13,978 



⑩支払手形 

相手先別内訳 

期日別内訳 

⑪買掛金 

相手先 金額(百万円) 

伊藤忠丸紅鉄鋼㈱   1,670 

豊田通商㈱   543 

伊藤忠ケミカルフロンティア㈱   348 

制研化学工業㈱   287 

武田鋳造㈱   234 

その他   3,214 

合計 6,295 

期日 金額(百万円) 

平成19年３月 464 

４月 1,468 

５月 1,379 

６月 1,279 

７月 1,225 

８月 277 

９月 203 

合計 6,295 

相手先 金額(百万円) 

曙ブレーキ岩槻製造㈱   2,776 

曙ブレーキ山陽製造㈱   2,400 

曙ブレーキ山形製造㈱   1,339 

曙ブレーキ三春製造㈱   984 

曙ブレーキ福島製造㈱   843 

その他   11,385 

合計 19,727 



⑫長期借入金 

⑬退職給付引当金 

(3）【その他】 

 該当事項はありません。 

相手先 金額(百万円) 

㈱みずほコーポレート銀行 5,950 

㈱三菱東京ＵＦＪ銀行 3,450 

㈱三井住友銀行 1,900 

三菱ＵＦＪ信託銀行㈱ 1,100 

日本政策投資銀行 591 

その他 3,568 

合計 16,559 

区分 金額(百万円) 

未認識退職給付債務 15,406 

未認識過去勤務債務 323 

未認識数理計算上の差異 △2,809 

前払年金費用 786 

合計 13,707 



第６【提出会社の株式事務の概要】 

（注）単元未満株式を有する株主は、定款の規定により、その有する単元未満株式について、以下の権利以外の権利を行

使することができません。 

(1) 会社法第189条第２項各号に掲げる権利 

(2) 会社法第166条第１項の規定による請求をする権利 

(3) 株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利 

(4) 単元未満株式の買増しを請求する権利 

事業年度 ４月１日から３月31日まで 

定時株主総会 ６月中 

基準日 ３月31日 

株券の種類 10,000株券、1,000株券および1,000株未満の株数を表示した株券 

剰余金の配当の基準日 ９月30日、３月31日 

１単元の株式数 1,000株 

株式の名義書換え   

取扱場所 東京都千代田区丸の内１－４－５ 三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部 

株主名簿管理人 東京都千代田区丸の内１－４－５ 三菱UFJ信託銀行株式会社 

取次所 
三菱UFJ信託銀行株式会社 全国各支店 

野村證券株式会社 全国本支店 

名義書換手数料 無料 

新券交付手数料 無料 

株券喪失登録に伴う手数料 
１．喪失登録１件につき10,500円(消費税込み)  

２．喪失登録株券１枚につき525円(消費税込み) 

単元未満株式の買取り・売渡し   

取扱場所 東京都千代田区丸の内１－４－５ 三菱UFJ信託銀行株式会社、証券代行部 

株主名簿管理人 東京都千代田区丸の内１－４－５ 三菱UFJ信託銀行株式会社 

取次所 
三菱UFJ信託銀行株式会社 全国各支店 

野村證券株式会社 全国本支店 

買取・売渡手数料 無料 

公告掲載方法 

当社の公告方法は、電子公告としております。但し、事故その他やむを得ない

事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、東京都で発行

される日本経済新聞に掲載して行います。 

当社ホームページアドレス：http://www.akebono-brake.co.jp 

株主に対する特典 該当事項はありません。 



第７【提出会社の参考情報】 

１【提出会社の親会社等の情報】 

 当社は、親会社等はありません。 

２【その他の参考情報】 

 当事業年度の開始日から有価証券報告書提出日までの間に次の書類を提出しております。 

(1) 有価証券報告書及びその添付書類 

事業年度 第110期(自 平成17年４月１日 至 平成18年３月31日)平成18年６月22日関東財務局長に提出 

(2) 有価証券報告書の訂正報告書 

平成18年６月21日関東財務局長に提出 

事業年度 第109期(自 平成16年４月１日 至 平成17年３月31日)の有価証券報告書に係る訂正報告書であり

ます。 

平成19年６月20日関東財務局長に提出 

事業年度 第110期(自 平成17年４月１日 至 平成18年３月31日)の有価証券報告書に係る訂正報告書であり

ます。 

(3) 半期報告書 

事業年度 第111期中(自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日)平成18年12月22日関東財務局長に提出 

(4) 半期報告書の訂正報告書 

平成18年６月21日関東財務局長に提出 

事業年度 第110期中(自 平成17年４月１日 至 平成17年９月30日)の半期報告書に係る訂正報告書でありま

す。 

(5) 臨時報告書 

平成18年11月22日関東財務局長に提出 

企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第４号（主要株主の異動）に基づく臨時報告書であります。 

平成18年12月21日、平成18年12月26日、平成19年３月15日関東財務局長に提出 

企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第３号（特定子会社の異動）に基づく臨時報告書であります。

(6) 自己株券買付状況報告書 

平成18年６月14日、平成18年７月12日関東財務局長に提出 

(7) 発行登録書（普通社債）及びその添付書類 

平成18年９月29日関東財務局長に提出 

(8) 訂正発行登録書 

平成18年11月22日、平成18年12月21日、平成18年12月22日、平成18年12月26日、平成19年３月15日、平成19年６

月20日関東財務局長に提出 



第二部【提出会社の保証会社等の情報】 

該当事項はありません。 



 
独立監査人の監査報告書

 

      
平成18年６月20日 

曙ブレーキ工業株式会社  

  取締役会 御中  

  監査法人トーマツ 

 
指定社員 

業務執行社員
  公認会計士 小川 陽一郎 ㊞ 

 
指定社員 

業務執行社員
  公認会計士 石塚 雅博 ㊞ 

 
指定社員 

業務執行社員
  公認会計士 久世 浩一 ㊞ 

 当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている曙ブレ

ーキ工業株式会社の平成17年４月１日から平成18年３月31日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、連結貸借

対照表、連結損益計算書、連結剰余金計算書、連結キャッシュ・フロー計算書及び連結附属明細表について監査を行っ

た。この連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表

明することにある。 

 当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当

監査法人に連結財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、試査を

基礎として行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全

体としての連結財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表明のための合理

的な基礎を得たと判断している。 

 当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、曙

ブレーキ工業株式会社及び連結子会社の平成18年３月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の

経営成績及びキャッシュ・フローの状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。 

追記情報 

１．会計処理の変更に記載されているとおり、会社は当連結会計年度から固定資産の減損に係る会計基準が適用され

ることとなったため、この会計基準を適用し連結財務諸表を作成している。 

２．会計処理の変更に記載されているとおり、連結子会社のアムブレーキコーポレーションでは金型に係る売上の計

上基準について、利用期間に応じて繰延処理する方法から引渡時に一括処理する方法に変更した。 

 会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

以 上

 ※ 上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（有価証券報告書提出会

社）が別途保管しております。 



 
独立監査人の監査報告書

 

      
平成19年６月21日 

曙ブレーキ工業株式会社  

  取締役会 御中  

  監査法人トーマツ 

 
指定社員 

業務執行社員
  公認会計士 小川 陽一郎 ㊞ 

 
指定社員 

業務執行社員
  公認会計士 石塚 雅博 ㊞ 

 
指定社員 

業務執行社員
  公認会計士 久世 浩一 ㊞ 

 当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている曙ブレ

ーキ工業株式会社の平成18年４月１日から平成19年３月31日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、連結貸借

対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書及び連結附属明細表について監

査を行った。この連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から連結財務諸表に対する

意見を表明することにある。 

 当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当

監査法人に連結財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、試査を

基礎として行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全

体としての連結財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表明のための合理

的な基礎を得たと判断している。 

 当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、曙

ブレーキ工業株式会社及び連結子会社の平成19年３月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の

経営成績及びキャッシュ・フローの状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。 

 会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

以 上

 ※ 上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（有価証券報告書提出会

社）が別途保管しております。 



 
独立監査人の監査報告書

 

      
平成18年６月20日 

曙ブレーキ工業株式会社  

  取締役会 御中  

  監査法人トーマツ 

 
指定社員 

業務執行社員
  公認会計士 小川 陽一郎 ㊞ 

 
指定社員 

業務執行社員
  公認会計士 石塚 雅博 ㊞ 

 
指定社員 

業務執行社員
  公認会計士 久世 浩一 ㊞ 

 当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている曙ブレ

ーキ工業株式会社の平成17年４月１日から平成18年３月31日までの第110期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照

表、損益計算書、利益処分計算書及び附属明細表について監査を行った。この財務諸表の作成責任は経営者にあり、当

監査法人の責任は独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。 

 当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当

監査法人に財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、試査を基礎

として行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体と

しての財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎

を得たと判断している。 

 当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、曙ブレ

ーキ工業株式会社の平成18年３月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績をすべての重要な

点において適正に表示しているものと認める。 

追記情報 

 会計処理の変更に記載されているとおり、会社は当事業年度から固定資産の減損に係る会計基準が適用されることと

なったため、この会計基準を適用し財務諸表を作成している。 

 会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

以 上

 ※ 上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（有価証券報告書提出会

社）が別途保管しております。 



 
独立監査人の監査報告書

 

      
平成19年６月21日 

曙ブレーキ工業株式会社  

  取締役会 御中  

  監査法人トーマツ 

 
指定社員 

業務執行社員
  公認会計士 小川 陽一郎 ㊞ 

 
指定社員 

業務執行社員
  公認会計士 石塚 雅博 ㊞ 

 
指定社員 

業務執行社員
  公認会計士 久世 浩一 ㊞ 

 当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている曙ブレ

ーキ工業株式会社の平成18年４月１日から平成19年３月31日までの第111期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照

表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び附属明細表について監査を行った。この財務諸表の作成責任は経営者にあ

り、当監査法人の責任は独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。 

 当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当

監査法人に財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、試査を基礎

として行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体と

しての財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎

を得たと判断している。 

 当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、曙ブレ

ーキ工業株式会社の平成19年３月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績をすべての重要な

点において適正に表示しているものと認める。 

 会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

以 上

 ※ 上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（有価証券報告書提出会

社）が別途保管しております。 


	表紙
	本文
	第一部企業情報
	第１企業の概況
	１主要な経営指標等の推移
	２沿革
	３事業の内容
	４関係会社の状況
	５従業員の状況

	第２事業の状況
	１業績等の概要
	２生産、受注及び販売の状況
	３対処すべき課題
	４事業等のリスク
	５経営上の重要な契約等
	６研究開発活動
	７財政状態及び経営成績の分析

	第３設備の状況
	１設備投資等の概要
	２主要な設備の状況
	３設備の新設、除却等の計画

	第４提出会社の状況
	１株式等の状況
	(1）株式の総数等
	①株式の総数
	②発行済株式

	(2）新株予約権等の状況
	(3）ライツプランの内容
	(4）発行済株式総数、資本金等の推移
	(5）所有者別状況
	(6）大株主の状況
	(7）議決権の状況
	①発行済株式
	②自己株式等

	(8）ストックオプション制度の内容

	２自己株式の取得等の状況
	株式の種類等
	(1)株主総会決議による取得の状況
	(2)取締役会決議による取得の状況
	(3)株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容
	(4)取得自己株式の処理状況及び保有状況


	３配当政策
	４株価の推移
	(1)最近５年間の事業年度別最高・最低株価
	(2)最近６月間の月別最高・最低株価

	５役員の状況
	６コーポレート・ガバナンスの状況

	第５経理の状況
	１連結財務諸表等
	(1）連結財務諸表
	①連結貸借対照表
	②連結損益計算書
	③連結剰余金計算書及び連結株主資本等変動計算書
	④連結キャッシュ・フロー計算書
	事業の種類別セグメント情報
	所在地別セグメント情報
	海外売上高
	関連当事者との取引
	⑤連結附属明細表
	社債明細表
	借入金等明細表

	(2）その他

	２財務諸表等
	(1）財務諸表
	①貸借対照表
	②損益計算書
	③利益処分計算書及び株主資本等変動計算書
	④附属明細表
	有価証券明細表
	株式
	有形固定資産等明細表
	引当金明細表

	(2）主な資産及び負債の内容
	(3）その他


	第６提出会社の株式事務の概要
	第７提出会社の参考情報
	１提出会社の親会社等の情報
	２その他の参考情報


	第二部提出会社の保証会社等の情報

	監査報告書

	pageform1: 1/131
	pageform2: 2/131
	form1: EDINET提出書類  2007/06/21 提出
	form2: 曙ブレーキ工業株式会社(363022)
	form3: 有価証券報告書
	pageform3: 3/131
	pageform4: 4/131
	pageform5: 5/131
	pageform6: 6/131
	pageform7: 7/131
	pageform8: 8/131
	pageform9: 9/131
	pageform10: 10/131
	pageform11: 11/131
	pageform12: 12/131
	pageform13: 13/131
	pageform14: 14/131
	pageform15: 15/131
	pageform16: 16/131
	pageform17: 17/131
	pageform18: 18/131
	pageform19: 19/131
	pageform20: 20/131
	pageform21: 21/131
	pageform22: 22/131
	pageform23: 23/131
	pageform24: 24/131
	pageform25: 25/131
	pageform26: 26/131
	pageform27: 27/131
	pageform28: 28/131
	pageform29: 29/131
	pageform30: 30/131
	pageform31: 31/131
	pageform32: 32/131
	pageform33: 33/131
	pageform34: 34/131
	pageform35: 35/131
	pageform36: 36/131
	pageform37: 37/131
	pageform38: 38/131
	pageform39: 39/131
	pageform40: 40/131
	pageform41: 41/131
	pageform42: 42/131
	pageform43: 43/131
	pageform44: 44/131
	pageform45: 45/131
	pageform46: 46/131
	pageform47: 47/131
	pageform48: 48/131
	pageform49: 49/131
	pageform50: 50/131
	pageform51: 51/131
	pageform52: 52/131
	pageform53: 53/131
	pageform54: 54/131
	pageform55: 55/131
	pageform56: 56/131
	pageform57: 57/131
	pageform58: 58/131
	pageform59: 59/131
	pageform60: 60/131
	pageform61: 61/131
	pageform62: 62/131
	pageform63: 63/131
	pageform64: 64/131
	pageform65: 65/131
	pageform66: 66/131
	pageform67: 67/131
	pageform68: 68/131
	pageform69: 69/131
	pageform70: 70/131
	pageform71: 71/131
	pageform72: 72/131
	pageform73: 73/131
	pageform74: 74/131
	pageform75: 75/131
	pageform76: 76/131
	pageform77: 77/131
	pageform78: 78/131
	pageform79: 79/131
	pageform80: 80/131
	pageform81: 81/131
	pageform82: 82/131
	pageform83: 83/131
	pageform84: 84/131
	pageform85: 85/131
	pageform86: 86/131
	pageform87: 87/131
	pageform88: 88/131
	pageform89: 89/131
	pageform90: 90/131
	pageform91: 91/131
	pageform92: 92/131
	pageform93: 93/131
	pageform94: 94/131
	pageform95: 95/131
	pageform96: 96/131
	pageform97: 97/131
	pageform98: 98/131
	pageform99: 99/131
	pageform100: 100/131
	pageform101: 101/131
	pageform102: 102/131
	pageform103: 103/131
	pageform104: 104/131
	pageform105: 105/131
	pageform106: 106/131
	pageform107: 107/131
	pageform108: 108/131
	pageform109: 109/131
	pageform110: 110/131
	pageform111: 111/131
	pageform112: 112/131
	pageform113: 113/131
	pageform114: 114/131
	pageform115: 115/131
	pageform116: 116/131
	pageform117: 117/131
	pageform118: 118/131
	pageform119: 119/131
	pageform120: 120/131
	pageform121: 121/131
	pageform122: 122/131
	pageform123: 123/131
	pageform124: 124/131
	pageform125: 125/131
	pageform126: 126/131
	pageform127: 127/131
	pageform128: 128/131
	pageform129: 129/131
	pageform130: 130/131
	pageform131: 131/131


